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排出量取引と国際競争力 
-現状と対策- 

＜要約＞  
 本研究では、排出量取引制度を含む環境規制が企業活動に与える影響に関する先行研究の

結果を整理すると同時に、EU 域内排出量取引制度（EU ETS）などの分析に用いられたものと
同じ方法論を用いて、日本における炭素集約産業および国際競争産業を、産業部門あるいは

製品レベルで具体的に明らかにした。また、排出枠の割当方法オプションを、効率性、公平

性、政治的受容性の 3 つのトレード・オフという観点から整理した。さらに、ケース・スタ
ディとして、排出量取引制度導入が日本国内で生産された熱延薄板の需給および貿易パター

ンに与える影響を明らかにするために、過去における需給や価格変動に関する統計データを

用いて需要関数、価格弾性値、代替弾性値、国内および国外での市場占有率などを求めた。

同時に、貿易相手国の競合企業が受けている炭素制約の大きさについても分析した。 
 それらの結果、1）EUでも米国でも、鉄鋼、アルミニウム、紙パルプ、肥料、セメント・石
灰、無機化学などの産業部門が、炭素集約度および国際競争度が大きいため排出量取引制度

導入の影響が大きい。しかし、両地域で、これらの産業部門が GDP 全体に占める割合は 2％
以下であり、予想される雇用喪失も、米国で排出枠が有償（炭素価格 15US$/t-CO2）で割り当

てられ、これが機会費用として 100％製品価格に転嫁された場合でも、炭素集約度が高い産業
部門で－2%程度だと推算される、2）他の産業部門においては、排出量取引制度導入の影響は、
労働コストの違いや為替レートの変動による影響に比べて小さい、3）日本においては、鉄鋼、
セメント、石油化学、ソーダ工業、紙パルプなどの産業部門に属する製品の炭素集約度が高

い、4）日本国内製の熱延薄板の場合、排出枠が有償（炭素価格 3000 円/t-CO2）で割り当てら

れ、これが機会費用として 100％製品価格に転嫁された場合でも、予想される製品価格変化、
需給変化、そして貿易パターンの変化の度合いは、実際に過去 10 年間に起きた貿易パターン
などの変化に比較すれば小さく、国内製品の需要減少は、EU および米国の鉄鋼製品に関する
同様の先行研究の結果とほぼ同じレベルである約－3％程度と推算される、5）貿易相手国、特
に中国でのエネルギー効率の改善やエネルギー価格の上昇を考慮すると、炭素制約の違いに

よる国際競争力喪失や炭素リーケージのリスクは過大評価されている可能性がある、などが

明らかになった。 
 以上の知見より、日本企業の国際競争力喪失のリスク緩和策として最も好ましいのは、EU 
ETS、米国議会案、豪州議会案などと同様に、排出枠の割当においては有償割当を基本とし、
国際競争力喪失のリスクがある産業部門や製品に対してのみ、緩和策としてベンチマーク方

式による無償割当を採用することだと考えられる。具体的には、炭素集約度と貿易集約度を

基準にして保護産業を選定し、効率性と行政コストの両方を考慮しながらベンチマークの対

象となる製品や具体的な数値を決定していく必要がある。 
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第 1章  はじめに  

排出量取引制度導入によって企業が受ける影響の度合いは、1）制度導入によって新たに生じる

費用の大きさ、2）新たに生じる費用の製品価格転嫁可能性の大きさ、3）安価な排出削減手段の

存在の有無、という 3 点に依存する。もし、ある企業が新たに生じた費用を機会費用として製品

価格に全て転嫁できるなら、需要が変化しないと考えた場合、その企業の収益性は排出量取引制

度の影響を受けない。しかし、実際には、需要が変化する可能性はあり、国際的に取引される製

品を製造する企業の場合、輸出機会の損失や輸入による国内生産の代替などのリスクの存在によ

って機会費用転嫁能力は制限される。 

しかし、多くの実証研究や経済モデル研究が、「環境制約による企業活動の低下」「排出量取引

制度による国際競争力喪失」「炭素リーケージ発生」などに関しては、そのリスクの大きさが過大

評価されていると結論づけている。例えば、欧州連合（EU）における環境税導入と排出量取引制

度（EU ETS）導入の両方の場合で、大部分の企業が、実際には利益と生産量の両方を増加させた

ことが明らかになっている（World Bank 2008、Grubb et al. 2009）。ただし、定量的な議論はまだ

十分ではなく、国、制度、産業部門、製品、そして企業ごとに、より細かく議論する必要があ

る。 

いずれにしろ、EUでも米国でも豪州でも、そして日本でも、「排出量取引制度導入は国際競争

力喪失をもたらす」という認識が一般に存在するように思われる。すなわち、実際に発生するか

どうかに関わらず、まず認識やイメージが存在することが国内政治的に重要である。したがって、

国際競争力が影響を受ける可能性がある産業分野や製品に対しては、EU ETS でも、米国議会で

審議中の米国クリーンエネルギー・安全保障法案（ACES）でも、豪州政府による炭素汚染削減法

案（CPRS）でも、排出枠の無償割当や貿易措置などが影響緩和策として具体的に検討されてい

る。 

本研究では、このような状況のもと、EU、米国、豪州などの先行研究や制度設計を参考にして、

日本における排出量取引制度導入がもたらす製品価格上昇が、生産者や消費者にどの程度の影響

を与えるかについて定量的な分析を行う。また、排出枠の割当方法などを含む具体的な影響緩和

策の制度設計についても検討する。 

そのため、まず 2 では、これまでの国際競争力喪失および炭素リーケージに関する先行研究を

整理すると同時に、国際競争力喪失の可能性がある炭素集約産業および国際競争産業の選定方法

について述べる。3 では、各国（EU、米国、豪州）における排出枠の割当方法などの具体的な制

度設計や定量的評価の現状を紹介する。4では、2および 3で紹介した先行する制度を適用した場

合の日本における炭素集約産業および国際競争産業を具体的に明らかにし、ケース・スタディと

して日本国内で生産される熱延薄板の価格上昇や貿易パターンの変化を明らかにする。5 では、

各国での検討状況などを踏まえて、具体的な影響緩和策の制度設計について検討すると同時に、

義務的排出量取引制度を日本に導入にする場合の具体的な政策オプションについて議論する。最

後に 6で結論と今後の課題をまとめる。 
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第 2章  議論の経緯  

2.1. 環境制約と企業活動  

1）汚染逃避仮説とポーター仮説  
 環境制約と企業活動との関係は、古くて新しい問題である。すなわち、どの国においても、し

ばしば「環境と経済の両立」という言葉に置き換えられながら、常に過度の環境規制への警告と

いう文脈で語られてきた。その際の争点となる仮説に、汚染逃避（pollution haven）仮説とポータ

ー仮説がある。 

 汚染逃避仮説は、David Ricaldの理論（比較生産費説）に基づいたもので、環境保全対策コスト

の差異によって、国あるいは企業の競争力にマイナスの影響を与えるとする（Frankel 2005）。す

なわち、自由貿易のもとでは、汚染企業は、より環境規制の緩い国に集まるという主張になり、

この考えは国際競争力喪失や炭素リーケージに対する懸念につながっている。 

 この仮説に対しては、「企業の経営判断は、それほど近視眼的なものではない」という批判が

可能である。特に、巨大な投資が必要とされるエネルギー集約産業の場合、企業の経営者は、将

来の投資先あるいは移転先での規制強化を想定する。すなわち、実際には、近視眼的な投資はな

されないと考えられ、これを支持している実証的な研究も多い（例えば、Jaffe et al. 1995、

Greenstone 2002、Cole and Elliott 2005）。 

 ポーター仮説は、汚染逃避仮説に対する批判をさらに超えて「適切に設計された環境規制は、

費用削減・品質向上につながる技術革新を刺激し、その結果、他国に先駆けて環境規制を導入し

た国の企業は、他国に先駆けて競争優位を得る」とする（Porter and Linde 2005）。その因果関係

としては、「意思決定の際に、企業は常に最適な選択を行っているとは限らないため、適切にデ

ザインされた環境規制の導入によって、何らかの原因で看過されている潜在的な技術革新の機会

が顕在化する」（伊藤 2003）などが提示されている。 

 このポーター仮説に対しては多くの実証研究が支持する一方で、汚染逃避仮説を支持するよう

な実証研究の数は少ない（島田 2006）。しかし、最近の炭素制約に関する計量経済モデルや一般

均衡モデルを用いた研究では、国際競争力に対して中立的あるいはマイナス影響を及ぼすという

研究もある（IPCC 2001、Cosbey and Tarasofsky 2007、Weber and Peters 2009）。 

 いずれにしろ、前提や諸条件が異なるため、様々な研究が示す結論の一般化については注意を

要する。また、環境制約による影響と他の制約による影響とを分離するのが難しいという根本的

な問題もある（Wiedmann et al. 2008、World Bank 2008）。 

 したがって、本稿では、国際競争力や炭素リーケージの正確な定義や排出量取引の具体的な制

度設計のもとに、特定の産業部門や製品に特化した事例を用いて検討する。 

 

2）国際競争力の定義  
 国際競争力に関しては、Krugman（1994）の「国際競争力は、国というよりも個別企業あるいは

産業部門の活動に関する概念」という考えが主流となっており、一般的かつ理論的には、企業あ

るいは産業部門の競争力は「利益と市場シェア（国内と海外）を維持する能力」として定義され
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ることが多い（Reinaud 2005a）1。 

 排出量取引制度導入などの何らかの理由で、国際的に競争している競合会社と比較して相対的

に生産費用が上昇した場合、国内市場および海外市場において価格競争において不利な立場にな

り、利益も市場シェアも失う可能性は存在する。また、利益減少は、新規投資もより減少させ、

場合によっては失業者が発生する。 

 ただし、排出枠という「原材料コスト」2に相当するコストだけではなく、その他のコスト（例：

労働コスト）、製品の販売価格、為替レートなども国際競争においては大きく関係してくる。ま

た、企業における新規の立地や投資に関する経営判断においては、市場へのアクセス、資本への

アクセス3、関連産業の存在4、運輸コスト、原材料の調達コスト、熟練労働力の確保、税制、イ

ンフラコスト、投資環境なども大きく影響する（Sijm et al. 2004、Aldy and Piser 2009）。さらに、

国際競争力は、コストと価格以外にも定性的かつ無形的な要素を持つ。それらは、製品の質、営

業部隊の能力、人的資源、アフター・ケアなどである（図 2.1）。 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            図 2.1. 企業の新規立地の際の経営判断に関わる要素 

                                                            出所：著者作成 

 

 政府の政策担当者と企業の経営者の見方にも大きな差異がある。例えば、ある製品を自国で生

産していた企業が、同じ製品を他国でも生産したとする。この場合、自国政府の政策担当者は競

争力の喪失と見てしまいがちである。しかし、企業の国際化が進む中、多くの企業の経営陣が、

キャッシュ・フロー改善という意味でも資産増大という意味でも（少なくとも本音のところでは）

「海外投資の成功例」と考えると思われる。 

 したがって、非常に多くの要因によって「国際競争力」が影響を受けるという視点は重要だと

思われる。 

                                            
1 日本の機械輸出組合は、営業利益率と世界シェアを掛けたものを国際競争力と定義して世界企業約 300社
を分析しており、競争力低下の要因としては事業戦略転換の遅れや新興国市場開拓の出遅れを挙げている。 
2 排出枠購入費用は、排出枠を使用する目的として購入する企業にとっては原材料購入費のようなものであ
る。したがって、会計上は「原材料・貯蔵品等の棚卸し資産」に分類されると考えられる。 
3 一般に、エネルギー多消費産業は資本集約的（capital intensive）である。 
4 いわゆる「産業の集積効果（agglomeration economies）」による。 
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3）炭素リーケージの定義  

 一般に、炭素リーケージの大きさは下記のように定義される（IPCC 2001）。 
 
      炭素リーケージの割合（％）＝ - ΔCO2N/ΔCO2M x 100    （2.1） 

 ここで、ΔCO2Nは炭素制約がある国（地域）M における CO2排出の増加分、ΔCO2Mは炭素制約

がない国（地域）Nの CO2排出の減少分である。 

 すなわち、炭素リーケージ発生の基本条件は、まず炭素制約の有無または強度差が異なる国

（地域）の存在である。次に、M 地域の企業の生産費用が変化することによって、国際競争力喪

失につながるような貿易パターンの変化（短期）や新規投資の変化（長期）が生じる。 

 ただし、地球全体での正味での排出量を考える場合、他国とのエネルギー効率の差異が重要な

意味を持つ。すなわち、例えば生産量が 100％移転した場合、N 地域でのエネルギー効率が M 地

域に比べて悪ければ炭素リーケージの数値は 100％以上になる。しかし、エネルギー効率が同等

あるいは良ければ、炭素リーケージの数値は 100％より小さくなり、この場合、国際競争力の喪

失および生産量のリーケージは起きているものの、地球全体での排出量は増加していないので、

炭素リーケージは起きていないと考えることも可能である5。 

 さらに、後述するように、炭素リーケージがマイナスの値を持つ場合は、スピル・オーバーと

も呼ばれ、省エネ技術などの海外移転が発生し、この効果が N地域の排出量減少をもたらす6。 

 

2.2. 国際競争力喪失および炭素リーケージのチャンネル  

 国際競争力喪失および炭素リーケージが起きるチャンネル、あるいは仕組みとしては、1）短期

競争チャンネル、2）投資チャンネル、3）化石燃料チャンネル、4）スピル･オーバー・チャンネ

ルの 4つが考えられる（図 2.2）。 

 

1） 短期競争チャンネル  

 エネルギー集約産業かつ国際競争産業に該当する企業の製品が、炭素制約を持たない企業の製

品との競争に負けることによって、国内市場および国際市場での市場シェアを失う。現時点での

多くの分析や制度設計は、このチャンネルだけを対象にしている（図 2.3）。 

 
2） 投資チャンネル  

 エネルギー集約産業かつ国際競争産業に該当する企業が、より炭素制約の少ない国に新規立地

する。しかし、前述のように、環境制約やエネルギー・コストという要素以外に、新規投資や立

地の際の経営判断への影響要素は多くある。また、必ずしも新規建設される施設のエネルギー効

率が悪いとは限らない。タイム・フレームも長期になるため、定量的な分析や研究は少ない。 

                                            
5 EU委員会は、このような定義をしている（de Bruyn et al. 2008）。 
6 Sijm（2004）では、炭素リーケージを「マイナスのスピル・オーバー」と定義している。 
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図 2.2. 国際競争力喪失および炭素リーケージの 4つのチャンネル 

      注：ETSは排出量取引制度導入国（地域）、non-ETSは排出量取引制度未導入国（地域）。 

      出所：Reinaut（2005a）および Droge（2009）を改変 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3. 短期競争チャンネルによる国際競争力喪失および炭素リーケージの仕組み 

                           出所：de Bruyn et al.（2008）を改変 
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3） 化石燃料チャンネル  

 炭素制約を持つ国の企業が化石燃料の消費を減らすことによって世界全体での化石燃料価格が

下降する。それによって世界全体の化石燃料の消費が増えて温室効果ガスの排出が増加すること

が考えられる。この場合も、炭素制約による需給の変化と、他の要因による需給の変化を区別す

るのが難しいという課題を持つため研究例は少ない。 

 

4） スピル・オーバー・チャンネル  

 これは、前述のマイナスの炭素リーケージである。すなわち、炭素制約は技術開発を促し

（induced technology change）7、炭素集約産業の規模逓増（費用逓減）をも促す効果がある。その

結果、環境制約が厳しい国に属する企業の国際競争力が強くなり、ソフトとハードの両面での技

術移転および技術普及によって、炭素制約の緩い国においても排出量が削減される。最近になっ

て、このチャンネルに関する研究例は増えている。 

 

 

2.3. 先行研究の分析アプローチ  

 以下では、環境制約の中でも、炭素税や排出量取引制度などの温暖化対策に特化した政策影響

評価の研究事例を取り上げる。既存研究のアプローチ（方法論）は、以下のように、1）一般均衡

モデルアプローチ、2）計量経済学アプローチ、3）部分ミクロ経済学アプローチ､4）部分均衡モ

デルアプローチに分類される（de Bruyn et al. 2008）。 

 

1）一般均衡モデルアプローチ  

 一般に、炭素リーケージの予測やシミュレーションには、一般均衡（CGE：Computable General 

Equilibrium）モデルが多く用いられてきた。例えば、IPCC（2001）は、いくつかの一般均衡モデ

ルによる計算結果をまとめることによって 2020年までの炭素税導入による炭素リーケージの大き

さを 5-20％としている8。 

 しかし、一般均衡モデルに関しては、以下のような構造的な問題点が指摘されている（藤野 

2005、Barker et al. 2007、Gerlagh and Kuik 2008）。 

 第 1に、一般に国全体への影響のみで、より細かい産業部門・製品への影響は計算できない。 

 第 2 に、資金移動の容易性、価格弾性、代替弾性などに対する認識がモデル間で大きく異なる

上に、これらの値の大きさにモデルの結果が大きく依存する。 

 第 3に、1年のデータを使っている。 

 第 4に、技術のスピル・オーバーが無視されている。 

                                            
7 Sijm（2004）では、実際に EUにおいて、炭素制約が鉄鋼、太陽光パネル、バイオマスエネルギーの 3分
野における技術開発や技術移転を促したことを実証的に明らかにしている。炭素リーケージとスピルオーバ

ーの関係に関しては、Gerlah and Kuik（2007）も詳しい。 
8 実際に検討した全モデルの結果の中心的な値を 5-20％と整理している。すなわち、実際にはより大きなば
らつきがあった（Gerlagh and Kuik 2008）。 
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 第 5に、電力や鉄鋼では、異なる排出係数を持つ技術があることが考慮されていない。 

 第 6に、原油価格の実際の価格動向が考慮されていない。 

 第 7に、排出量取引制度などの導入効果が考慮されていない。 

 第 8に、すべて事前（ex-ante）分析であり、事後（ex-post）の検証がなされていない。 

 したがって、一般均衡モデルによる分析結果の解釈には、ある一定の留保が必要であるとする

考え方が一般的である（Sijm 2004、de Bruyn et al. 2008、Reinaud 2008a）。 

 

2）計量経済学的アプローチ  

 一般均衡モデルや部分均衡モデルによるシミュレーションとは異なり、環境制約によって実際

に起きた価格および貿易パターンの事後的（ex-post）な時系列変化を見るもので、多くの環境と

貿易に関する研究の出発点となっているアプローチである。EU ETS のような大きなシステムの

全体的な影響や将来予測を明らかにするのには適さないものの、排出量取引制度導入による特定

産業部門の収益評価などは可能である。例えば、Sijm et al（2008）は、EU ETSにおいて、電力業

界が価格転嫁を行うことによって多額の「棚ぼた利益（windfall profits）」9を得たことを、実際の

価格データなどをもとに明らかにしている。 

 

3）部分ミクロ経済学的アプローチ  

 統計データや産業連関表をもとに、部分静学的ミクロ経済学的（あるいは meso-economic）な分

析を行う。より個別の企業や産業部門の実際の生産コストの上昇などによる収益性などのパフォ

ーマンス変化や製品価格の上昇の大きさを推測することが可能である。したがって、炭素集約産

業の選定や国全体のGDPに対する影響の大きさなどの推定に用いられている。後述するHourcade 

et al.（2007）や Mckinsey and Ecofys（2006）による英国産業を対象とした事例分析が代表的なもの

であり、同様の方法論を用いて他国（ドイツ、オランダ、米国）の状況を分析した研究が多くな

されている。しかし、このアプローチにおいては、間接的な影響（例：原材料価格の上昇）など

は考慮されず、炭素リーケージの大きさを定量的に推計することも難しい。その意味で、他のア

プローチと組み合わせて使われるのが望ましい。 

 

4）部分均衡モデルアプローチ  

 一般均衡モデルとは異なり、一国の経済全体あるいは産業全体ではなくて、各産業の個別の影

響を事前（ex-ante）に予想するのが部分均衡モデルである。一般均衡モデルの欠点を補うと同時

に、国際競争力喪失および炭素リーケージが懸念される特定産業への具体的な影響を見るために、

最近になって多くのモデル構築がなされている。しかし、部分均衡モデルにおいては、経済全体

あるいは産業部門へのプラスの経済影響が考慮されにくい。また、一般均衡モデルと同様に、前

提として非現実的な条件を用いている場合も少なくない。したがって結論の一般化には、やはり

一定の留保が必要だとされる。 

                                            
9 棚ぼた利益の定義は難しいものの、一般に「企業自体の努力によらないで得た一時的な超過利潤」として
理解されている。詳しくは、本稿第 3章の Box 3.1を参照のこと。 
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2.4. EU環境税、EUETS、米国 ACES法案の分析結果  

 以下では、本稿 2.3で述べた 4つのアプローチの中で、特に最近の事例研究に用いられている計

量経済学的アプローチ、部分ミクロ経済学アプローチ、部分均衡モデルアプローチを用いた具体

的な研究の内容を簡潔に紹介する。それぞれの研究対象は、以下の 1）EU環境税、2）EU ETS、3）

米国 ACES法案の 3つである。 

1）EU環境税  

Sijm et al.（2004）  
 Sijm（2004）は、EUにおける環境政策全般に関して、エネルギー集約産業の新規立地に関する

企業行動パターンを経験的に分析（empirical analysis）することによって、過去の新規立地や新規

投資に関しては、市場の状況（需要の大きさ）、労働コスト、輸送コストなどの要因の方が、環

境制約や炭素制約よりもより大きな影響を与えたことを明らかにしている。また、一般均衡モデ

ルによる結果と経験的分析による結果との違いについては、前者は将来を予想し、後者は過去に

起きたことを明らかにするので、そもそも比較するのが難しいと指摘している。 

 
Barker et al.（2007）  
 Barker et al（2007）は、計量経済学的アプローチによって、これまで EU加盟国の中の 6カ国（デ

ンマーク、ドイツ、オランダ、フィンランド、スウェーデン、英国）が独自に導入していた環境

税（1995年から 2005年まで実施）によって炭素リーケージが起こったかどうかを事後的（ex-post）

に分析している。その結果、環境税導入による炭素リーケージは非常に小さく、いわゆるスピ

ル・オーバー効果によって炭素リーケージがプラスの場合もあったとしている。 

 

World Bank（2008）  
 World Bank（2008）は、EU環境税によって、セメント産業部門は大きな影響を受けたものの、

それ以外の産業部門は生産量を増加させたことを明らかにしている（製紙産業の場合は輸出量も

増加した）。生産量増加の理由は、政府補償としての税収還元が生産補助金となったと考察して

いる。 

  

2）EU ETS 

 EU ETS と国際競争力および炭素リーケージに関しては、制度全体の経済影響評価から個別企

業の収益性評価まで、様々な研究が蓄積されつつある。以下では、その代表的なものを、時系列

的に整理して紹介する。 

 

Reinaud（2005a, 2005b）  
 Reinaud（2005a、2005b）は、まず主なエネルギー多消費産業部門における過去の貿易パターン

について統計データを用いて明らかにし、次に部分ミクロ経済学的アプローチを用いて、各産業

部門が受ける影響を推察している。それによると、EUR20/t-CO2 の場合、電力価格は 21％上昇す

ると推定でき、その場合、1）生産コスト上昇の大きさではアルミニウム産業部門が最も影響を受
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け、次に、セメント産業部門、鉄鋼産業部門、新聞印刷産業部門と続く、2）5％価格転嫁がある

とすると需要は 6％低下する、などを明らかにしている。 

 

Mckinsey and Ecofys（2006）  
 Mckinsey and Ecofys（2006）は、部分ミクロ経済学的アプローチを用いて製造原価に対するコス

ト上昇分を推計することによって、企業の利益率に対する影響を明らかにしている。それによる

と、電力産業部門は有償割当で 100％転嫁、他は 95％グランド・ファザリングで無償割当という

前提条件の場合、短中期的に産業全体が受ける影響は小さいとしている。個別産業部門の分析結

果は以下の通り。 

・ 電力産業部門は利益が増加する（ただし、無償割当の割合で大きく変わる）。 

・ 鉄鋼産業部門は、高炉への影響が大きく、電気炉への影響は小さい。 

・ 紙パルプ産業部門は、無償割当によって影響が緩和されるものの、その効果は小さい。ただし 

製紙方法に大きく依存する。 

・ セメント産業部門は、無償割当の割合および価格転嫁可能性に大きく依存する。 

・ 石油精製産業部門の影響は産業部門全体で見れば中立的である。 

・ アルミニウム産業部門、特に、アルミニウム新地金産業部門への影響は大きい。 

 
Stern（2007）  
 Stern（2007）は、産業連関分析を用いた部分ミクロ経済学アプローチによって、EU ETSでは、

石油精製、石炭、紙、鉄、肥料、運輸、化学、プラスチック、非鉄金属などの産業部門が、炭素

集約度の高さから影響を受ける可能性はあるとしている。しかし、このような産業部門において

は EU域内貿易が多いため、EU域外への生産量リーケージや炭素リーケージは小さいと結論づけ

ている。 

 
Hourcade et al.（2007）  
 Climate strategiesグループによる Hourcade et al.（2007）は、部分ミクロ経済学的アプローチを用

いて粗付加価値に対する排出枠購入コストの大きさ（炭素集約度）を計算することで、影響を受

けやすいエネルギー多消費企業10を明らかにしている。個別産業部門の分析結果は以下の通り。 

・アルミニウム産業部門が炭素集約度高い。 

・セメント産業部門も炭素集約度が高いが、貿易集約度は低いため影響は小さい。 

・有償割当の場合、価格転嫁が可能なセメントと電力産業部門の利益は増加するものの、アルミ

ニウム産業部門は利益を維持できない。 

・化学産業部門の中では、特に無機化学産業部門の炭素集約度が高いため影響が大きい。 

 

Carbon Trust（2008a）  
 Carbon Trust（2008a）は、部分ミクロ経済学的アプローチおよび部分均衡モデルの結果から、米

                                            
10 製品製造プロセスにおける排出もあるので、必ずしもエネルギー多消費産業が炭素集約産業とは限らな
い。なお、この研究は、炭素集約度の計算では最も初期のものである。 
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国でも英国でも、鉄鋼、アルミニウム、紙パルプ、肥料、セメント・石灰、無機化学の 6 つの産

業部門が、炭素集約度および国際競争度が大きいため排出量取引制度導入の影響が大きくなると

結論づけている。しかし、1）これらの産業部門は、両国において GDP全体の 0.5％を占めるに過

ぎない、2）排出量取引制度導入による価格上昇が国際競争力に与える影響は、前述の産業部門を

除けば、労働コストの違いや為替レートの変動が与える影響に比べて小さい、なども明らかにし

ている。 

 

Carbon Trust（2008b）  
 Carbon Trust（2008b）は、一定の価格弾性値のもの、生産量、需要、純利益、炭素リーケージな

どの変化を計算している。それによると、EU ETS の場合、産業全体の炭素リーケージは 1％ に

満たない。しかし、鉄鋼とセメントの両産業部門の炭素リーケージは 1％を上回る。鉄鋼の場合、

排出枠価格がEuro 30/t-CO2で 50％価格転嫁したと仮定した場合、EU域内の鉄鋼需要は 2％減少し、

EU 域内の生産量は 2.5-9％減少する（鉄鋼の代替弾性値の仮定によって変化する）。しかし、こ

の場合、もし排出枠の 50％が無償で割り当てられていたとすると、これらの産業部門の企業の純

利益は逆に増加する。 

 

Sijm et al.（2008）  
 Sijm（2008）は、計量経済学的アプローチと経済モデル分析の両方を用いて、競争環境の違い

によって程度の差はあるものの、EU ETS第 1期（2005年－2007年）においては、多くの電力会社

が棚ぼた利益を得たことを明らかにしている11。また、棚ぼた利益を減らすための対応策として、

排出枠の有償割当方式への移行、電力価格の管理、企業が得た棚ぼた利益への課税などを提案し

ている。 

 

de Bruyn et al.（2008）  
 Climate Strategies（2007）と同様の手法を用いて、オランダにおける各産業部門の炭素集約度と

国際競争度を算定している。さらに、各産業部門の転嫁可能性を既存研究やインタビュー調査な

どで推測し、「純費用価格上昇率（net cost price up）」の大きさを計算している。それによると、

排出枠の価格を 20 Euro/t-CO2と仮定した場合、オランダ全体での EU ETSの直接コストは GDPの

0.2％であり、この半分は価格上昇によって消費者に転嫁できる。上記の炭素集約度と国際競争度

が高い産業部門の生産高は、オランダ経済全体の GDPに占める割合は小さい（鉄鋼産業部門の対

GDP 1.1%を除く）。個別産業部門への影響としては、アルミニウム、肥料、鉄鋼、無機化学の 4

つの産業部門が炭素集約度と国際競争度が高いため、利益低下や炭素リーケージの可能性がある

としている。 

 

Reinaud（2008a, 2008b）  
 Reinaud（2008a）は、2008 時点までの EU ETS導入と国際競争力喪失に関する先行研究を総括

している。その結果あるいはメッセージは、1）国際競争力と炭素リーケージの問題について議論

                                            
11 英国では、電力会社が 10億 Euroの棚ぼた利益を 2005年の 1年間で上げたとされる（Carbon Trust 2006）。 
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する際に忘れてはいけないのが、炭素制約を含む政府施策の第一の目的は地球温暖化対策であっ

て企業や産業の振興策ではない、2）炭素制約は、企業経営をめぐる多くの要素の一つに過ぎない、

3）事前に行われた多くの経済モデル計算の予測に反して、EU ETSは少なくともこれまでは国際

競争力や炭素リーケージに対して大きな影響を与えていない（すなわち、EU ETSに関しては、モ

デルによる予測は大きく外れた）、などである。 

 また、Reinaud（2008b）では、エネルギー多消費産業について実際の市場の変化を分析しており、

特に電力多消費産業であるアルミニウム産業の国際競争力喪失のリスクが大きいとしている。 

 

Monjon and Quirion（2009）  
 Monjon and Quirion（2009）は、EU27国とそれ以外の地域の 3産業部門（セメント、アルミニウ

ム、鉄鋼）に関する静学的部分均衡モデル（CASE II）を構築して、EU ETS第 3期における制度

設計オプション（例：国境税調整や実績排出量割当・還付など）の評価を行っている。その結果

として、効率性は犠牲になるものの、国境税調整によって炭素リーケージはかなりの割合で防げ

ることを定量的に明らかにしている。 

 

Graichen et al.（2009）  
 前出の Hourcade et al.（2007）と同様の手法を用いて、ドイツにおける各産業部門の炭素集約度

と国際競争度を算定している。英国や米国と同様に、鉄鋼、アルミニウム、紙パルプ、肥料、セ

メント・石灰、無機化学などの産業部門のリスクが高いとしている。ただし、英国よりも電力の

排出原単位が高いために、電力を多く消費する紙パルプや無機化学製品のリスクがより高いとし

ている。一方、英国の方が貿易集約度が高いためにリスクが高い製品もあるとしている（例：石

油精製品）。 

 
Kember et al.（2009）  
 Kember et al.（2009）は、EU域内の 9社の大企業に関して、EU ETSが与えた影響をインタビュ

ー調査などによって明らかにしている。その結果は、1）EU ETSは大幅なコスト増になっておら

ず、他の要因（エネルギー・コストの上昇や景気の停滞）の方が、企業に対してはコスト増など

の悪影響をより与えている、2）国際競争力に関しても、少なくとも現時点においては影響が出て

いない。すなわち、生産調整、雇用削減、市場占有率の低下などはない、3）ただし、例外は電力

消費が大きなアルミニウム産業であり、EU ETS は電力価格アップによる大幅なコスト増につな

がっている、4）炭素制約は、企業の経営判断においては一つの要素として考慮されてはいるもの

の、まだ経営戦略の大幅な転換をもたらすまでにはいたっていない、5）企業は、温室効果ガス排

出に関するモニタリングやレポーティングの能力を高めると同時に、実際に省エネの機会を実現

している、6）企業は、EU ETSの第 3期における国際競争力喪失のリスクを懸念している、など

である。 
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3）米国 ACES法案  

 以下に挙げた研究は、最後の USEPA（2009）を除いて、直接的には米国 ACES法案の分析では

ない。しかし、米国 ACES 法案と同程度の炭素制約が米国企業および産業に課された場合を想定

した研究である。 

 

Bassi et al.（2009）  
 Bassi et al.（2009）は、米国の 4つの産業部門（鉄、アルミニウム、化学、紙）について部分均

衡モデルを用いた分析を行っている。その結果、仮に米国製品のみに炭素制約がかかるのであれ

ば、今後 20年間において米国企業の国際競争力は大きな影響を受ける可能性があるとする。しか

し、企業が早期に対策を行えば行うほど、排出削減のための対策費用がより削減されることも明

らかにしている。 

 

Houser et al.（2008）  
 Houser et al.（2008）は、部分ミクロ経済学的アプローチを用いて、米国における各産業部門の

出荷額に対する排出枠購入コストの大きさ（炭素集約度）から、鉄鋼、非鉄金属（アルミニウム

と銅）、非鉄鉱業（セメントとガラス）、紙パルプ、基礎化学製品の 5 つの産業分野において国

際競争力喪失が懸念されるとしている。しかし、1）これらの産業部門の総排出量は産業全体の総

排出量の約半分であるものの、米国全体の総排出量の 6％に過ぎない、2）米国全体の総生産のわ

ずか 3％で、雇用者の割合でも全体の約 2％である、なども明らかにしている。緩和策としての貿

易措置、特に中国からの輸入品に対する国境税調整の効果に対しては否定的であり、その理由と

しては、中国からの輸入割合が小さいこと（例：セメント 14％、鉄鋼 7％、アルミニウム 3％、紙

パルプ 4％、基礎化学製品 1％以下）を挙げている。 

 

Aldy and Pizer（2009）  
 部分均衡モデルによって、米国の製造業が受ける影響を分析している。それによると、排出枠

の購入価格が 15US$/t-CO2 という前提条件で、米国製造業の平均生産高は 1.3％低下し、需要は

0.6％低下する。したがって、0.7% が海外にシフトすることになる（生産量リーケージ）。ただし、

製造業全体での雇用の減少はゼロに近い。炭素集約度（炭素コスト/出荷額）が 10％以上の産業部

門（鉄鋼、セメント、石灰）の場合は、生産高の低下は 4％で、需要の低下は 3％となる。すなわ

ち、1％が海外にシフトすることになる。いずれにしろ、米国への排出量取引制度の導入は、海

外への生産量リーケージや炭素リーケージよりも、国内需要の低下をもたらすことを定量的に明

らかにしている。 

 

USEPA（2009）  
 USEPA（2009）は、一般均衡モデルを用いた ACES 法案の経済評価を、法案提出とほぼ同時に

行っている。それによると、ACES法案の特徴である国際競争力喪失対応としての「排出枠の実績
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生産量12ベース事後還付（output-based rebating）に関して、保護される産業部門の生産量減少はレ

ファレンス・ケース（BAU ケース）よりも抑えられるものの、効率性の低下は排出枠価格の 2％

上昇という形で現れる（これは国民全体の負担増加を意味する）。また、長期的には、国全体の

GDP に対するマイナス影響も、「排出枠の実績生産量ベース事後還付」がない場合に比較して大

きくなる。 

 
4）まとめ  

 EU ETS第 1期の影響に関しては、ほぼすべての事例研究が「国際競争力喪失や炭素リーケージ

などのマイナス影響はなし」としている。また、2013 年からの EU ETS第 3期および米国 ACES

法案の分析においても、一部の炭素集約産業および国際競争産業（主に、鉄鋼、アルミニウム、

肥料、セメント・石灰、無機化学）を除けば、産業全体の影響に関しては、やはり大きなマイナ

ス影響はなしと結論づけている。さらに、現行の炭素制約の厳しさや制度設計の範囲では、1）炭

素価格付けによる影響は、生産移転よりも需要低下の方が大きい、2）温暖化政策による雇用者数

低下は、すでに起きている製造業の雇用者数低下に比較して小さい、なども明らかになってい

る。 

 これらの要因として、制度設計の内容（無償割当、過剰割当、低コスト削減機会の存在）や競

争環境（価格転嫁可能性の大きさ）などが考えられる。また、米国 ACES 法案に関しても、実績

ベース排出枠還付などの制度設計によって、国際競争力喪失や炭素リーケージは大きく緩和され

る。  

 いずれにしろ、国際競争力に関しては、労働コスト、製品の販売価格、為替レート、市場への

アクセス、資本へのアクセス、関連産業の存在、運輸コスト、原材料の調達コスト、熟練労働力

の確保、税制、インフラコスト、投資環境、製品の質、営業部隊の能力、人的資源、アフター・

ケアなど非常に多様な要素が関係しており、環境制約や炭素制約は、少なくとも現時点において

は、マイナーな要素の一つに過ぎない。 

 また、たとえ生産量リーケージが起きて、エネルギー多消費施設が途上国に新規立地されたと

しても、現在、新規設備のエネルギー効率は先進国の施設の平均的なエネルギー効率よりも高い

場合が多い（本稿の第 4章 4.6を参照のこと）。さらに、多くの研究事例では、国際協力によるス

ピル・オーバーが考慮されていない。したがって、これが考慮されると炭素リーケージはかなり

小さくなる。 

 そうは言っても、今後、より厳しい炭素制約が課せられ、有償割当が主流になると、炭素集約

産業および国際競争産業が受ける影響は大きくなる可能性は否定できない。また、電力会社と電

力長期契約を取り決めている企業も少なくない。すなわち、長期投資判断を見るには先行研究の

結果だけでは不十分なことも確かであり、本稿の第 3 章以降で進めているような、より精緻な議

論や制度設計が必要になる。 

 

                                            
12 本稿では、事後的に期末に精算する場合（output-based）の生産量あるいは排出量を「実績生産量あるい
は実績排出量」と呼ぶ（過去排出量と対応する適当な名称がないため）。一方、昨年度以前の生産量あるい

は排出量を「過去（historical）生産量あるいは過去排出量」と呼ぶ。本稿第 3章 3.1の図 3.1を参照のこと。 
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2.5. 炭素集約産業の選定方法  

 排出枠割当においては、国際競争力喪失や炭素リーケージのリスクの緩和という観点から保護

すべき炭素集約産業や貿易集約度の選定が最大のポイントとなる。 

 本稿の第 3 章以降で詳しく述べるように、選定方法に関しては、まず第 1 の指標として、EU 

ETSも米国ACES法案も豪州 CPRS法案も、式 2.1のように炭素集約度を求める方法を採択してい

る。 

 

               

   （2.1） 

            

 この式 2.1において、炭素制約の負担の大きさを示す分子としては、CO2排出量（直接排出と間

接排出の両方または一方）、企業による排出枠購入費用（直接排出と間接排出の両方または一方）、

産業部門のビジネスや利益の大きさを示す分母としては、粗利益、生産高、出荷高、営業費用、

利益がそれぞれのオプションとして考えられる。 

 なお、直接排出と間接排出に関しては、EU ETSと米国ACES法案ではCO2排出量と電力消費量

分（100％電力価格転嫁を前提）を、後発の豪州 CPRS 法案では、これに加えて、1）エネルギー

源として使用した蒸気、2）原材料とし使用した天然ガスおよびその成分（例：メタン、エタン）

の分も間接排出に算定している13。 

 したがって、例えば EU ETS では、国際競争力喪失や炭素リーケージのリスクの緩和という観

点から保護すべき産業を選定するための定量的な第一次スクリーニングとして、電力部門のみ排

出枠を有償（オークション）で配分し14、電力会社が費用増加分を電力価格に転嫁した場合の各産

業部門の排出枠購入費用の対粗付加価値割合（NVAS : Net Value Added at Stake）と、全ての部門に

対して排出枠を有償（100％あるいは 70％）で配分した場合の各産業部門の排出枠購入費用の対粗

付加価値割合（MVAS : Maximum Value Added at Stake）という炭素集約度の基準15と、次で述べる

貿易集約度（例：国内生産額などに対する輸出入額の割合）の基準の二つによって保護すべき産

業部門を選定している。 

 表 2.3 は、炭素集約度の分子と分母に関する各オプションのメリット、デメリット、豪州での

CPRS法案の利害関係者とのミーティングでの各産業部門の意見16などをもとに整理したものであ

る。 

 

                                            
13 豪政府が提出している法案は、EU ETSや米国議会法案に比較して、より細かく企業が持つ負担を考慮し
ているのが特徴である（Australia Government 2008a、Australia Government 2000b、Australia Government 2009a、
Australia Government 2009b）。 
14
実際に EU ETS第 3期では、電力会社への排出枠の割当は有償となることが決まっている。 

15 NVASは、企業が電力会社から購入する電力の料金値上げ分だと考えられる。したがって、もし企業が
電力消費以外に CO2を排出していない場合、NVASの値と MVASの値は等しくなる。 
16 豪州においては、政府、産業団体、NGOが一堂に会して炭素集約度などの各オプションの評価に関する
議論を行うと同時に、その議論の内容を政府文書として公開している。また、EUでも、保護産業の選定や
ベンチマークの決定に関しては、公平性や客観性を重視すると同時に、策定までのプロセスを EU ETSのホ
ームページなどで逐次公開している。 
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               表 2.3. 炭素集約産業の選定基準 

 
 説明 メリット デメリット 

支持政府・団体（団

体は豪州のみ） 
CO2 排出量

（t-CO2） 
製造過程

排出量 
炭素価格不要 炭素費用負担の大きさ不明 豪政府 分

子 
排出枠購入

額（円） 
 実際の費用負担大

きさを示す。 
排出枠の価格変化に依存する EU、米国政府 

生産高（売

上高） 
生産量 x 
価格 

データ取得容易。

粗付加価値の近

似。 

 豪政府 

出荷高 生産高 −
在庫高 

市場への供給量の

大きさを示す 
 米国政府 

粗付加価値 生産高 −
材料費 

企業の恒常的パフ

ォーマンス示す。 
データ取得しにくい（製品毎の

数値がない場合がある）。 
豪政府、豪州石油

研究所、建設・林

業・鉱業労働組合 
営 業 費 用

（Operating 
cost） 

 排出枠購入は営業

費用として、損益

計算書に反映され

る。 

新規投資判断では、売上高の

ような指標がより重要。営業

費用は資本集約的な産業に有

利で、労働集約産業に不利。 

豪州 Chevlon 

分

母 

利払い・前

税引前利益

（EBIT） 

 コスト上昇による

利益減少に脆弱な

企業を助ける。 

必ずしも炭素制約脆弱企業を

助けず。期待収益率が高い産

業に有利。数値自体が変動し

やすい。節税のため故意に利

益を少なくする場合あり。 

豪州労働組合 

                                    出所：著者作成 

 

2.6. 国際競争産業の選定方法  

 定量的スクリーニングのための第 2 の指標は、企業が国際競争にさらされているかどうかであ

る。企業が国際競争に対して脆弱であるかどうか、すなわち炭素制約による生産費用上昇分を製

品価格に転嫁できるかどうかを示す基準あるいは指標としては、1）貿易の大きさ、2）価格弾性

値および代替弾性値、3）輸入/輸出価格均衡価格､4）現状および将来における国際競争の定性的な

評価、などがある（Australian Government 2009a）。 

 第 1 の貿易の大きさは、対象となる産業、企業、そして製品の輸入および輸出の大きさによっ

て国際競争に対する脆弱性を見る。しかし、貿易の割合が小さい製品でも炭素制約の大きさ次第

では貿易パターンが変化する場合もある。逆に、貿易の割合が大きい製品でも、市場における価

格決定者であれば貿易パターンの変化は起きない。 

 第 2 の価格弾性値および代替弾性値17は、過去の価格変化に対して起きた実際の需要変化をも

とに、他社製品との競争状況の変化をみるものであり、価格転嫁の具体的な可能性を見るという

意味では有効な指標である。しかし、時間、価格の大きさ、価格変化の大きさなどによって大き

く変動する。また、炭素制約による価格上昇の大きさが、過去における変動幅を超えるような場

                                            
17 本稿では、第 4章 4.3において日本国内で生産された熱延薄板（鉄鋼製品の一種）の価格弾性値および代
替弾性値を具体的に計算している。 
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合は好ましい基準ではない。さらに、価格弾性および代替弾性の数値を計算するための統計デー

タの入手が容易ではない。 

 第 3 の輸入/輸出価格均衡価格は、為替レート換算後に、輸送コスト、関税などを加算すること

によって、なるべく同じ条件にして海外製品の価格を国内生産製品の価格と比較するものである。

しかし、長期契約などの透明性が低い制度的要因によって価格が決まる場合があり、価格以外の

要因（例：質やサービスの違い）を考慮しにくい。 

 第 4 の定性的な基準は、貿易の大きさなどの定量的な評価が困難な場合に有効であり、製品ご

との細かい競争環境（例：規制や非関税障壁）を検討することになる。しかし、行政コストが課

題で、客観的で透明な評価も難しい。 

 以上のように、各オプションには一長一短がある。ただし、透明性、客観性、簡便性という意

味では、第 1番目の貿易の大きさが最も優れていると考えられる。したがって、EU ETSでも、米

国 ACES法案でも、豪州 CPRS法案でも、少なくとも「第一次スクリーニング」のツールとして、

貿易の大きさを示す基準あるいは指標が、国際競争産業選定の際の定量的な基準として用いられ

ている。 

 その貿易の大きさを示す基準としては貿易集約度があり、それに関しても、いくつかの定義や

計算方法がある。 

 Weber and Peters（2009）や Stern（2007）では、ある地域（国）の各産業の貿易集約度を、該当

産業のこの地域（国）以外の地域（国）からの輸入額がこの地域総供給に占める割合と、この地

域（国）以外の地域（国）への輸出額がこの地域（国）の総需要に占める割合を加算した数値と

して定義している（式 3.2） 

 

                         （2.2） 

 

 ここで、tjは j産業の貿易集約度、ejは j産業の総輸出額、ijは j産業の総輸入額、yjは j産業の

国内総生産である。 

 一方、EU ETS導入の影響を検討した Hourcade et al.（2007）や米国 ACES法案を分析した Houser 

et al.（2008）では、式 2.3のような簡略した式によって貿易集約度を求めており、EU委員会も米

国 ACES法案でも、この式を採用している。 

 

                              （2.3） 

ただし、どちらの式の定義でも、貿易集約度が輸入および輸出額との正の相関関係を持つこと

は変わらない（式 2.3による計算値の方が式 2.2による計算値より小さくなる。
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第 3章  各国（地域）における制度設計  
 
3.1. 割当方法  

1）効率性  

 政府が排出枠を発行して CO2を排出する主体に配分することを初期配分という。排出量取引制

度導入における合意形成において最も難しいものの 1 つが、この初期配分を決める方法（割当方
法）であり、制度の効率性や国際競争力喪失リスクの大きさなどに影響を与える。 
 したがって、ここでは、まず各国ですでに導入されている、あるいは導入されつつある幾つか

の割当方法オプションの効率性、すなわち「目標達成費用の最小化」の実現度の違いを確認する。 
 現時点で、欧州、米国、豪州、そして日本において導入あるいは導入が検討されている割当方

法のオプションは、次の 4つに整理できる。 
 
オプション 1：有償割当（オークション） 
オプション 2：無償割当（ベンチマーク：過去ベース割当） 
オプション 3：無償割当（ベンチマーク：実績ベース割当・還付） 
オプション 4：無償割当（グランド・ファザリング） 
  
 有償割当は、排出枠を課せられた企業などが、必要な分を政府が行う競売（オークション）で

購入する方式であり、炭素税と同じように国庫に収入が入る。 
 無償割当の中のベンチマーク（benchmark）方式は、基準値（例：製品単位重量あたりのエネル
ギー/CO2 排出量などから作成）と生産量（過去あるいは実績）あるいは稼働率から排出枠の大き

さを決める。 
 無償割当のグランド・ファザリング（grandfathering）方式は、過去の排出量を参考にして今期
の排出枠の大きさを決める。なお、ベンチマーク方式の場合、使用燃料や工場タイプの違いを考

慮するかで、さらに 2つに分かれる。 
 一般に、有償割当と無償割当の選択問題は、効率問題ではなく分配問題であるとされる

（Montgomery 1972）。しかし、これは単純な場合のみに当てはまる議論であって、実際に具体的
な無償割当オプションを考えていくと、その方式やルール次第で、いわゆる「歪み」が発生し、

最小費用での目標達成を実現しない。表 3.2 は、各割当方法オプションの効率性の違いを示すも
ので「効率性のピラミッド」と呼ばれるものである。この表 3.2からもわかるように、各オプショ
ンは、様々な理由で「歪み」を持つことにより効率性が異なる。この「歪み」をもたらす要因は、

以下の 5つに大別できる。 
 第 1 は、新規参入や閉鎖施設への無償割当である。このような割当方法のオプションは、より
効率の良い設備の新規施設を阻み、効率の悪い設備の継続を促すような逆インセンティブ

（perverse incentive）を発生させる。 
 第 2 は、無償割当をベンチマーク方式で行う場合、ベンチマークを使用燃料や工場タイプの違
いなどでさらに細分化するような場合である。この場合、排出の多い化石燃料を使用していた施

設は、その分多めの排出枠を貰うことになる。すなわち、再生可能エネルギーなどに転換するイ 
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表 3.1. 各割当方法の効率性の違い 

割当方法

オプショ

ン 
影響 

既存施設生産量を 
増大させる 

新規施設よりも既存

施設継続を優先 

省エネ投資・需要減

少・代替促進へマイナ

ス影響 

 

オプ

ショ

ン番

号 歪みの種類 
排出大きい

施設有利 

生 産 量

増 大 促

進 

既存施設継

続促進 

排出大き

い施設有

利 

需要側削減

誘因減少 
供給側削減

誘因減少 

有償（オー

クション） 
1 

             

2a 過去生産量/生
産能力のみ考

慮 
  X    

無償（ベン

チ マ ー

ク：過去

ベース割

当） 

2b 使 用 燃 料 や       

工場タイプの

違い考慮 
  X X   

3a 実績生産量の

み考慮  X X  X  
無償（ベン

チ マ ー

ク：実績

ベース割

当・還付） 

3b 使 用 燃 料 や       

工場タイプの

違い考慮 
X X X X X  

無償（グラ

ンド・フ

ァザリン

グ） 

4 

過去排出量 X X X X X X 

注：xは、配分方法によって生じる直接的な歪み。  出所：Grubb et al（2009）、Neuhoff（2009）を改変 

 
＜説明＞ 
オプション 1：最も効率性が高い 
オプション 2a：無償割当であり、閉鎖の場合に排出枠を政府に供給する必要があるルールの場合、既存施設
を継続するインセンティブが生じる。このオプションの場合、より効率の良い施設の新設を妨げるような歪

みが発生するため、オプション 1に比べて効率は下がる。 
オプション 2b：オプション 2a で生じた歪み（効率性低下）に加えて、使用燃料や工場タイプの違いが考慮
されたベンチマーク方式の場合、排出の多い化石燃料を使用していた施設は、その分多めの排出枠を貰うこ

とになる。すなわち、再生可能エネルギーなどに転換するインセンティブが生じなくなることによって効率

が下がる。 
オプション 3a：期末での生産量（実績生産量）を基準とする場合、生産量増大のインセンティブが働く。ま
た、製品価格への転嫁による十分な価格シグナルが発生しないために、需要側の省エネインセンティブなど

が減少することによって、さらに効率性が下がる。 
オプション 3b：オプション 3a で生じた歪みに加えて、使用燃料や工場タイプの違いが考慮されたベンチマ
ークの場合、排出の多い化石燃料を使用していた施設は、その分多めの排出枠を貰うことになる。すなわち、

排出の少ない再生可能エネルギーなどに転換するインセンティブが生じなくなることによって、さらに効率

が下がる。 
オプション 4：オプション 3bで生じた歪みに加えて、グランド・ファザリング方式の場合、過去の排出量の
分がそのまま排出枠としてもらえるため、価格転嫁による市場へのシグナルが小さくなる。これによって、

エネルギー供給側の効率改善や燃料転換のインセンティブがベンチマーク方式に比べて小さくなり、さらに

効率が下がる。 
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ンセンティブが生じなくなることによって効率が下がる18。 
 第 3 は、無償割当をベンチマーク方式で行う場合、いわゆる「実績ベース（期末の生産量・排
出量を当該期の生産量・排出量とする）の割当・還付（output-based allocation/rebating）」にするよ
うな場合である（図 3.1）。このような割当方法のオプションだと、いわゆる相対目標・事後精算
方法の問題点19が発生し、排出量が確定しない上に、企業の生産量を増大させるインセンティブ

が生じることになって効率性が損なわれる。ゆえに、EU ETSでは、「実績ベース」は禁止されて
いる（Grubb et al. 2009）。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

図 3.1. 実績（output-based）と過去（historical）との違い 
 

＜説明＞ 
実績排出量で排出枠が割り当てられる場合、現時点での生産行動や排出行動の結果（期末での実績）が、今

期あるいは来期の排出量に反映される。これは、現時点の生産量や排出量をなるべく増大するインセンティ

ブが生じることを意味する。一方、過去の排出量あるいは生産量を基準にして排出枠が割り当てられる場合、

このようなインセンティブは生じない。 

 
 
 第 4 は、無償割当などによって十分な価格転嫁が起きない場合、すなわち市場に対する価格シ
グナルが弱くなる場合である。この場合、需要側の省エネインセンティブが不十分なものになっ

て効率性が低下する。 
 第 5は、グランド・ファザリング、あるいは制度見直し（updating）が近い将来に想定されて早
期行動は評価されない場合、現在の排出量をなるべく大きくする逆インセンティブが働く。 
 この 5点以外にも、有償割当収入使途における「政府の失敗」も考慮する必要がある。 
 しかし、EU、米国 ACES法案、豪州 CPRS法案でも、後述するように、主に対企業の政治的受
容性という理由から、新規参入は無償割当で閉鎖の場合は政府に排出枠を供出するルールとなっ

ている。また、米国 ACES 法案では、国際競争力喪失と企業による棚ぼた利益獲得を阻止するた
めに、あえて実績ベース還付（output-based rebating）が採用されている20。 

                                            
18 EU ETS第 1期（2005年-2007年）において、フランス、ドイツ、イタリアは、発電施設に対し、燃料種
別の燃料使用量あたりの排出量に関するベンチマークに基づいて初期配分を行った。 
19 オランダでは、2002年頃に自国で排出量取引制度を導入する計画を建てていた際に、このような相対目
標での割当オプションを政府が提案している。このような背景や具体的な問題点に関しては、Kuick and 
Mulder（2004）および新澤（2009）を参照のこと。 
20 排出量の総量は増えるものの、市場で売れるような排出枠の余裕が少なくなるために棚ぼた利益発生の
可能性は小さくなる。 
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2）トレード・オフの関係  

 それぞれの割当方法オプションのメリットとデメリットは表 1のようにまとめられる。 

 

         表 3.2. 各割当方法のオプションのメリットとデメリット 
 

 
出所：著者作成 

 

  

 さらに、これらを 1）効率性、2）公平性、3）政治的受容性の 3つがトレード・オフ関係にある

という観点から整理したのが図 3.2である。 

 例えば、前述の効率性は排出量取引制度の最も重要な要素であるが、政治的受容性を考慮しな

ければ制度の導入自体が難しくなる。また、政治的受容性も、対国民（民生・運輸部門）か、あ

るいは対企業（産業部門）かでトレード・オフ関係にある。国際競争力喪失緩和を第一目的とし

た場合は、無償割当の方が企業にとっては好ましい（Demailly and Quirion 2006、Demailly and 

Quirion 2008a、Demailly and Quirion 2008b）。しかし、効率性は損なわれ、最小費用での目標達成

はなしえない（岡 2008、Neuhoff and Matthes 2008、Fisher and Fox 2009、武田ら 2009）。すなわち、

割当は負担の分配問題という側面があり、企業に対して緩い分配をした場合、その「ツケ」を国

民全体で払うことになる。一方、企業にとって積極的には受け入れがたいオークションも、逆進

性を緩和するためのオークション収入の低所得者への補償という政策として考えると、国民にと

っての政治的受容性はより大きなものになる。 

  内容 メリット デメリット 採用国 
有償割当 オークシ

ョン 
 最も経済効率的（適

切な価格シグナル発

信、国全体の遵守コ

スト最小）。棚ぼた

利益の発生防止。 

政治的受容性（対企業）低

い。国際競争力喪失および

炭素リーケージの可能性あ

り。 

EU ETS、
米国 ACES
法案、豪州

CPRS法案 

ベンチマ

ーク（過

去ベース

割当） 

過去生産

量 x 原単
位ベンチ

マーク 

グランド・ファザリ

ングより経済効率

的。 

オークションに比べて経済

効率性低い。国庫収入な

し。ベンチマーク数値策定

困難。 

EU ETS、
豪州 CPRS
法案 

ベンチマ

ーク（実

績ベース

割当・還

付） 

実績生産

量 x 原単
位ベンチ

マーク 

政治的受容性（対企

業）高い。過去ベー

スのベンチマークに

比べて国際競争力喪

失および炭素リーケ

ージが緩和。棚ぼた

利益の発生防止。 

過去ベースのベンチマーク

より経済効率性低い。総量

管理放棄。国庫収入なし。

ベンチマーク数値策定困

難。不景気時に割当量少な

く遵守がより困難。 

米国 ACES
法案 

無償割当 

グ ラ ン

ド・ファ

ザリング 

過去排出

量 
最も政治的受容性

（対企業）高い。国

際競争力喪失および

炭素リーケージ緩

和。 

最も経済効率性低い。不公

平。多くの逆インセンティ

ブ。国庫収入なし。棚ぼた

利益の発生確率大。 
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        図 3.2. 割当方法オプションにおけるトレード・オフ関係 

                                        出所：著者作成 

 

 さらに、例えば新規参入者にとって、既存施設が無償で割り当てられている状況で、自分だけ

が有償割当であれば不公平、あるいは違法な参入障壁と感じるのは、一般的な感覚、あるいは

「営業の自由」といったような法的な意味では納得できるものだと思われる。しかし、効率性と

いう観点からは、新規参入者がより排出の少ない燃料や技術を選考するようにするためには有償

割当の方が好ましく、その方が制度全体の効率性（日本全体での目標達成費用最小化）は上昇す

る。また、国際競争力喪失や炭素リーケージのリスクの緩和という意味では無償、とくにグラン

ド・ファザリングは好ましいものの、国民負担の上昇という意味では、こちらの方が国民にとっ

て不公平である21。 

 そして、Driesen（2009）は、ベンチマーク方式やグランドファザリング方式の技術的な難しさ

や対象企業による大規模なロビーイングが、制度の開始を遅らせて継続・維持を難しくさせるこ

とによって行政コストを巨大化させ、結果的に制度自体の効率性を下げると指摘している。 
 このような効率性、公平性、政治的受容性の間の複雑なトレード・オフ関係の存在のもと、現

在、各国（地域）がそれぞれの個別事情を考慮しながら制度設計を行っている。 

                                            
21 米国では、企業への無償割当が、企業への give away（贈与）としてマスコミなどで批判的に報じられた。
これに対しては、長期的にみれば、企業への贈与の分は小さいと主張する議論もある（Starvins 2009）。 
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3）各国の割当方法の基本骨格  

 前述のトレード・オフ関係を検討した結果として、EU ETS でも米国ACES法案でも豪州CPRS

法案でも、多少の差異はあるものの、実際に検討されている排出枠割当方法の基本的骨格は以下

のようになっている。  

・ 保護すべき炭素集約産業および国際競争産業以外は、基本的に有償で割り当てる。特に、発

電分野への割当は棚ぼた利益を防ぐために有償割当の割合を大きくし、ある程度は生産費用

上昇分を電力価格に転嫁させる。 

・ 保護すべき炭素集約産業および国際競争産業に対しては無償割当で、基本的にはベンチマー

ク方式をとる。 

・ ベンチマーク方式において効率の基準とする数値（例：単位製品生産量あたりの CO2排出量）

は、燃料別や工場タイプ別にしない。 

・ 新規参入の場合は、ベンチマーク方式による無償割当で既存施設と同じ算定基準にする（公平

性を保つ）。 

・ 閉鎖の場合は政府に割当量を提供する。 

・ 有償の割合を徐々に増やしていく。 

・ 低所得者に対しては、何らかの減免措置を設ける。 

 ただし、同じベンチマーク方式でも、EU ETSおよび豪州 CPRS法案は過去の生産量をベースに

して事前（ex-ante）に割り当てる｡一方、前述にように、米国 ACES法案は、主に国際競争力喪失

緩和と棚ぼた利益発生阻止のために実績生産量（output-based）で事後（ex-post）に還付（rebating）

する。 

 また、米国 ACES 法案の場合は、発電会社にではなくて配電会社に排出枠を割り当てる。この

場合、発電会社は地域の配電会社から排出枠を購入することになるが、配電会社はその収入を電

力需要側の省エネ管理対策（Demand Side Management: DSM）に使用する義務が課せられている。

このような仕組みによって、棚ぼた利益の防ぐと同時に、電力価格の上昇抑止や電力消費の需要

側管理の促進を狙っている22。 

 一方、制度の導入という意味では後発の豪州政府は、国会に提出した CPRS法案において、1）

不況時に追加的な無償割当量を政府が配分する、2）一定の価格で政府が排出枠を買い取る、3）

生活保護を受けているような低所得者に対しては法律の施行によって生じた光熱費の上昇分を全

額補償する、というような、企業や国民の政治的受容性をより考慮した制度を構築しようとして

いる。 

                                            
22 末端の電力価格上昇が抑制されるために、需要側の省電力のインセンティブは損なわれる。したがって、
Sweeny et al.（2009）は、電力価格への転嫁はそのままにしながら低所得者への直接的な所得補填などを行っ
た方が排出削減目標の効率的な達成という意味で好ましいとしている。 
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Box 3.1 価格転嫁と棚ぼた利益  

 図 3.3 は、価格転嫁と利益率との関係を示したもので、縦軸は企業の利益率、横軸は排出枠購

入による最終製品価格の上昇率をそれぞれ示す。 

 排出枠価格を機会費用（ある行動を選択することで失われる、他の選択肢を選んでいたら得ら

れたであろう利益）として考えると、政府からの割当方法が無償であろうが有償であろうが、企

業は、市場で売却可能な商品を持つことになる。したがって、合理的な企業は通常の商行為とし

て排出枠の市場価格を製品価格に転嫁する。そして、1）需要に大きな変化なし、2）安価な削減

機会あり、3）排出枠が過剰に割り当て、などの場合は、結果的に棚ぼた利益を得ることになる。 

 EU ETS第 1期（05年-07年）では、多くの企業が無償割当であった上に、機会費用として製品

価格に転嫁した。また、過剰割当も存在した（Ellerman and Buchner 2008）。その結果、EU ETS

に属するすべての産業部門が、結果的に利益を得た（Grubb et al. 2009）。その中でも、厳しい競

争環境にない国（例：ドイツ、オランダ、イギリス）の電力会社は、電力価格に機会費用を転嫁

し巨額の利益を得た（Carbon Trust 2006、Sijm et al. 2008）。実際に価格転嫁があったことは、2006

年 5月に EU排出枠価格が暴落（10 Euro/t-CO2の価格低下）した時に、電力価格も 5-10 Euro/MWh

低下したことによって証明されており（このときは、他の原材料や燃料の価格変動ともリンクし

ていなかった）、転嫁割合が 60-100％であったことも明らかになっている（Sijm et al. 2006） 

 いずれにしろ、数兆円レベルと言われる巨額の棚ぼた利益を得た電力会社への批判の声が高ま

り、このことが EU ETS において割当方法を徐々に無償から有償に切り替えることの大きな原因

の一つとなった。すなわち、割当問題は分配問題でもあり、企業への過剰補償は、効率性を損な

うだけではなく、国富の企業への過剰分配という意味で不公平感を国民に与える。 

 棚ぼた利益批判は、EU だけでなく米国でも 1990 年代から研究者によってなされていた

（Cramton and Kerr 1998）。その後、米国の中での具体的な制度設計が進む課程で、反面教師とし

ての EU ETS の評価も重なって、米国政府の政策立案者にとっても棚ぼた利益の防止は大きな課

題の一つとなっている（Orszag 2007、Williun-Derry and de Place 2008）。 

 

 

 

  

 

               

図 3.3. 価格転嫁と利益率との関係 
                             出所：Grubb et al.（2009） 
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3.2. EU ETS 

1）全体的な状況  

 2008 年 12 月に、欧州委員会が提出し、欧州議会と閣僚理事会で議論・修正された後に合意さ

れた気候変動・再生可能エネルギー政策パッケージには、2020 年に、EU 単独で温室効果ガス排

出量を 1990 年比 20％削減（他国も同等な努力を行う場合は 30％削減）という目標がある。これ

は 2005年排出量を基準とすると 14％削減であり、EUETSの対象産業部門で 21％削減し、それ以

外のセクター（民生、運輸、商業）で 10％削減することになっている（この配分は、削減の費用

が 2つのセクターの合計で最小になるようになっている）。 

 このような状況のもと、現時点（2009年 11月）で議論されている EU ETS第 3期（2013年以降）

における割当方法に関しては、企業が得た棚ぼた利益への批判、効率性低下、そして行政コスト

削減という理由から、原則有償（オークション）によって初期配分することになっている。具体

的には、1）電力は 2013年から 100％オークション、2）発電以外は、2027年までに 100％オーク

ションを達成する（2013年に 20％、2020年までに 70％）、3）新規参入に対する初期配分は共通

化し、国別の配分ではなく EU全体としての総量を共通のルールで施設に直接配分する（EU-wide 

allocation）、4）EU全体として 2020年の排出量目標 17億 2000万トンを達成するために、配分す

る排出枠の総量は毎年 1.74％削減する（2021年以降も 2028年まで年率 1.74％削減）、5）有償で

割り当てる排出枠の 88％は、各国に 2005年の排出量に基づいて按分される（オークション収入は、

各国の収入になる）23、などが基本的なルールとなっている。 

 EU 委員会への権限委譲も、第 3 期に向けての大きな変更点である（新澤 2009）。すなわち、

これまでの国別初期配分から、EUによる集権的な初期配分になることによって、第 1期や第 2期

のように、各国が国内配分計画を作るというプロセスがなくなる。また、排出量取引対象部門の

排出枠のうち 88%が各国に初期配分されるが、EU27 カ国における格差への配慮から、残りのう

ちの 10％は 19の低所得国に追加配分される。 

  

2）国際競争力対応  

 前述のように、EUの場合、有償割当を主体にするとしたものの、一定の判断基準のもと、「保

護すべき産業」である炭素集約産業および国際競争産業に対しては、「利用可能な最高効率の技

術（BAT: Best Available Technology）」に基づくベンチマークで 100％を上限として無償配分する。 

 炭素集約産業および国際競争産業に認定する際の判断基準は定量的なものと定性的なものがあ

り、まず定量的な基準でスクリーニングする。次に、定量的な基準だけでは判断できないケース

や企業から不服申請があった場合、定性的な基準で審査する。さらに、国際情勢（例：コペンハ

ーゲンでの COP15 の結果や他国の排出削減コミットメントの大きさ）を考慮しながら、基準や判

                                            
23 EU ETS対象部門については、個々の対象企業は、どこの国に立地しようと等しい扱いを受ける（域内で
の競争条件の均等化）。しかし、オークション収入を、低所得の国に多めに配分することによって国として

補償する。つまり排出枠の無償初期配分量によって分配調整を行うのではなく、分配調整と排出枠の初期配

分を分離している（新澤 2009）。 
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断結果を 5年ごとに見直すことになっている。 

 これらのプロセスを示したのが図 3.4と図 3.5である。 

              

              

 

 

 

                

 

 

 

             

              図 3.4. 保護産業選定のプロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                図 3.5. 定性的分析の内容 

 

＜HHIと垂直統合度の説明＞  
 HHI（Herfindahl-Hirschman index：ハーフィンダール・ハーシュマン指数）は、市場寡占度を示す指数。こ
の指数が大きいほど市場寡占度が大きく、寡占企業以外の多くの企業は「価格受け入れ者（price-taker）」に
なるため価格転嫁できるポテンシャルは小さい。一方、垂直統合度が高い場合、企業は中間産品を他社から

買う割合が小さくなる（自社グループの中で調達する）。すなわち、海外産品による代替がより起こりにく

いと考えられる。 

 
 
3）具体的な適格性基準  

 EU ETS第 3期においては、全ての部門に対して排出枠を有償で配分した場合の各産業部門の排

出枠購入費用の対粗付加価値割合（MVAS : Maximum Value Added at Stake）の数値を、以下の（i）

又は（ii）のいずれかに該当することが減免措置を受けられる保護産業を決める定量的な条件とし

て用いている。 
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（i）MVAS＞5％かつ貿易集約度＞10％（30Euro/ t-CO2で計算） 

 または、 

（ii）MVASまたは貿易集約度＞30％ 

 
4）適格性条件を満たす具体的な産業部門  

 表 3.3、表 3.4、表 3.5、表 3.6は、EU委員会が公表した産業部門あるいは製品の中で、上記の条

件を満たす産業部門（NACE-4の分類レベル：258部門）を示したものである。 

 なお、ここでは電力会社が費用増加分を電力価格に転嫁した場合の各産業部門の排出枠購入費

用の対粗付加価値割合（NVAS : Net Value Added at Stake）と、全ての部門に対して排出枠を有償で

配分した場合の各産業部門の排出枠購入費用の対粗付加価値割合（MVAS）とを炭素制約度の大き

さと定義しており、間接費用はNVAS 、直接費用はMVASからNVASを引いたものになっている。

また、GVA（Gross Value Added）は粗付加価値である。 

 

 

              表 3.3. 直接費用が大きな産業部門 

 5% GVA < 直接費用 < 30% GVA 30% GVA < 直接費用  直接費用 < 5% GVA 
産業部

門名 

褐炭採掘、砂糖、石油精製製品、板

ガラス, 中空ガラス、 鉄・フェロ
アロイ、鉄精錬 

コークス、セメント、石灰  

割合 3％ 1％ 96% 

出所：European Commission（2009b） 

 

 

               表 3.4. 間接費用が大きな産業部門 

 間接費用＞5%GVAかつ貿易集約度＞10% 間接費用＞5%GVAかつ貿易集約度＜10% 

産業部

門名 

紙・段ボール、デンプン・デンプン製品 石灰岩採掘、石膏・チョーク、煉瓦タイル・焼

成粘土製品 

出所：European Commission（2009b） 

 

 

              表 3.5. 貿易集約度が大きな産業部門  

 貿易集約度 < 10% 10%  < 貿易集約度 < 30% 貿易集約度 > 30% 

産業部

門数 
43 54 134 

注：この調査は 231産業部門のみ 

出所：European Commission（2009b） 
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表 3.6. 直接コスト＋間接コストの GVA割合が 5％以上の産業部門 

産業部門名 （直接費用＋間接費用）GVA割合（％） 貿易集約度（％） 
褐炭採掘 5.26 0.90 

石灰岩採掘, 石膏・チョーク 6.11 4.36 
鉱業（化学および肥料用鉱物） >5% and <30% 61.09 

紙・段ボール 7.80 27.21 
コークス >30% NA 

石油精製製品 15.06 17.33 
工業ガス生産 8.93 4.17 
板ガラス 7.11 21.01 

中空ガラス 8.84 24.32 
セメント 59.33 6.87 

石灰 45.15 2.56 
鉄鋼・フェロアロイ 11.26 31.17 
アルミニウム 11.81 37.99 

鉄精錬 11.68 NA 

出所：European Commission（2009b） 

 

 

 de Bruyn（2009）によると、2008年前半の段階では、貿易集約度の閾値は 20％、炭素集約度（EU

の場合は CO2費用が GVAに占める割合）の閾値は 8％であった。しかし、その後の交渉において

10％と 5％に緩和された。また、ドイツ経産省が「セメント産業と石油精製産業を無償割り当ての

対象産業部門にするべき」と強く主張したことによって（ii）の条件が追加された。 

 同じく de Bruyn（2009）によると、（ii）の貿易集約度の条件があるため、無償割り当てとなる

産業部門の数は約 140 程度（全体は 258 産業部門）で（注：後述するように、最終的には 151 部

門になった）、これらの産業部門の CO2排出量が産業全体の CO2排出量に占める割合は約 93％と

推計された。 

 いくつかの産業分野は、図 3.7で説明したプロセスに則って定性的な分析を受けた。表 3.7は、

それらの具体的な産業部門名、理由、そして分析結果（政府の判断結果）を示す。 

 

 

表 3.7. 定性的な分析を受けた産業部門 

出所：European Commission（2009b） 

 

産業部門 定性的な分析を受けた理由 EU委員会の判断 

木製合板 早期削減行動あり、国際競争圧力が高い 要保護 

鋳造技術 技術進歩が困難、低利益率、独占的買い手市場 要継続的検討 

繊維 低利益率、国際競争圧力が高い、垂直統合度が低い 要保護 

プラスチック 国際競争圧力が大きい、垂直統合度が低い 要保護 

煉瓦、瓦、建材 NA 保護不要 
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 2009年 9月 18日、EU委員会の中の気候変動に関する小委員会が、保護されるべき産業のリスト

を公表した。それによると、最終的に 258産業部門のうち、146産業部門が定量的な適格性条件を

満たした。内訳は、117産業部門において貿易集約度が 30％以上、27産業部門において、排出枠購

入比費用の対粗付加価値の割合が 5％以上かつ貿易集約度が 10％以上、2産業部門が排出枠購入比

費用の対粗付加価値の割合が 30％以上かつ貿易集約度が 10％以下であった。これと、定性的な審査

で適格性条件を満たした 5産業部門を加えた 151産業部門が保護されるべき産業部門として選定さ

れた（EU Commission 2009a）。 

 すなわち、これらの産業部門は、ベンチマークに基づいているものの、100％ 無償で排出枠が割

り当てられる。一方、これらの保護産業部門以外の産業部門は、ベンチマークに基づいた排出枠の

80％を 2013年に無償で割り当てられ、この割合は 2020年には 30％、2027年には 0％になるように

毎年削減される。 

 EU委員会によると、保護される産業部門のCO2排出量は、EU ETS対象全部門の約 25％で、EU 

ETS対象の製造業部門の約 75％を占める。 

  

 
4）今後のスケジュールおよび課題  

 現時点のルールをEU企業に適用すると、前述のように、保護すべき産業部門の数が 150を超えて

しまい、結果的に無償割当の割合が、産業部門の数という意味でも、産業部門全体の排出に占める

割合という意味でも多くなりすぎている24。 

 また、現在、すでに各産業部門（製品）別の具体的なベンチマークを決める作業に入っているも

のの、産業分類との差異25、製品の種類の多さ、EU27カ国における地域差や技術・使用燃料の差、

中間産品の扱い、などに関する判断で苦慮している26。 

 したがって、効率性低下だけではなく、行政コストの増大の懸念から、保護産業の選定基準と決

定したルールの見直しなども十分に考えられる。 

 今後のスケジュールは、上記のリストに関する 10月、11月での欧州議会での議論を経た後、2009

年 12月に欧州議会でリストを採択する予定である。ただし、EUの場合、第 3期（2013年以降）の

EU域内共通の割当方法の決定案は、国際情勢（例：他の先進国や新興国のコミットメントの大きさ）

なども鑑みながら 2011年 6月 30日までに欧州委員会にて最終的に採択することになっている。し

たがって、決定までは、まだまだ紆余曲折があると予想される。 

 

                                            
24 EU委員会が 2009年 9月に発表した保護産業リストの作成においては、割当の前提を 100％オークション
ではなく、70％オークションとして再計算している。ただし、結果的には、保護すべき産業は変化がなかっ
た。 
25 多種製品の集合体である産業部門を対象とする一次スクリーニングで保護対象外になっても、個別の製
品レベルでは国際競争力喪失のリスクを持つ製品はある。これは、NACEや産業連関表などの産業分類を用
いる際の根本的な問題となっている。しかし、これらの産業分類以外に使える統計データが存在しないのが

現状である。 
26 2009年 11月に、EUから委託を受けた Ecofys社が、ベンチマークの対象となる製品とその具体的な数値
を提案している（Ecofys et al. 2009）。本稿第 5章 5.1を参照のこと。 
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3.3. 米国 ACES法案  

1）全体的な状況  

 2009年 6月 26日、下院エネルギー・商業委員長のヘンリー・ワックスマン議員とエネルギー・

環境小委員長のエドワード・マーキー議員が 2009 年 3月 31 日に下院に提出した「H.R.2454 the 

American Clean Energy and Security Act of 2009」（ACES法案）が、下院本会議を賛成 219 票・反対

212 票・無投票 3票で通過した27。削減目標に関する主な制度設計の内容は、1）国内排出量取引

制度対象部門の温室効果ガス排出を、2005 年比で、2012 年に 3％、2020 年に 17％、2030 年に

42％、2050 年に 83％削減、2）国内オフセット（ETS非対象分野からの温室効果排出削減プロジ

ェクトからのクレジット）と国外オフセット（JIやCDM）の使用許可量はそれぞれ年間 1億トン、

などである。米国の場合、直線的に削減経路を決めているのが特徴であり、オークション収入が、

いわゆるグリーン・ニューディール政策の原資となっている。 

 

2）国際競争力対応  

 下院を通過したACES法案では、炭素集約産業および国際競争産業に関しては、以下の無償割

当と貿易措置の二つの緩和策が盛り込まれている。 

・無償割当 

 2012 年-2029 年まで、炭素集約産業に無償で排出枠を割り当てる（事前ではなくて、事後に一

定の割合を無償で還付する）。無償排出枠の量は、2012 年該当排出枠の 44.60％（約 20 億t-CO2）

から次第に減少し、2029 年には該当排出枠の 7％（約 2.5 億t-CO2）となる。原則的に、2030 年

以降は無償割当を行わない。ただし、国際社会の状況が変わらない場合には 2020年以降も継続し、

さらに国際準備排出枠（International Reserve Allowance：輸入業者が排出枠を購入する義務を持つ）

も創設する。 

 米国ACES法案の最大の特徴は、国際競争力喪失対応と棚ぼた利益を少なくするために、実績

生産量ベースでの排出枠の還付（output-based rebating）を導入していることである（2020年まで）。

すなわち、企業は生産量が増えた場合、より多くの排出枠の還付を受けることができる。しかし、

これに対しては、特に研究者からは生産増大への補助や効率性低下という観点からの批判がでて

いる（Grubb et al. 2009、Starvins 2009）。 

 また、前述のように、米国ACES法案の場合は、発電会社にではなくて配電会社に割り当てる。

このような仕組みによって、棚ぼた利益の防ぐと同時に、電力価格の上昇抑止や電力消費の需要

側管理の促進を狙っている。ただし、このような仕組みに対しては、電力価格上昇を抑えるより

も、低所得者に対する所得補償を行った方が効率的で好ましいという批判もある（Sweeny et al. 

2009）。 

                                            
27 米上院の外交委員会のケリー委員長と環境・公共事業委員会のボクサー委員長が提案した法案（the Clean 
Energy Jobs and American Power Act: CEJAP）も、2009年 11月 5日に米上院環境公共事業委員会で可決されて
いる。本稿では、ほぼ内容が同じである ACES法案を主な分析対象とする。 
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・貿易措置28 

 法案の導入が炭素リーケージを引き起こしていると大統領が判断した場合、1）貿易集約型産業

への無償割当量を見直す、2）米国への製品輸入に際し、排出枠の償却を要求する、もしくは 1）

と 2）の双方の措置を取ることができる（2020 年以降のみ実施可能）。 

 ただし、当該産業部門における米国への輸入品の 85％以上が下記の条件のいずれか一つに該当

する国で製造されている産業部門は、この措置の対象にならない。 

（i）当該国が、米国の締結する国際協定に批准しており、国内で米国と同レベルの厳しさの温室

効果ガス排出削減にコミットしている場合。 

（ii）当該国が、米国の締結する多数国／二カ国間の当該産業部門に関する排出削減協定の締結国

である場合。 

（iii）当該産業部門における直近の温室効果ガス集約度が米国以下である場合。 

 また、後発開発途上国（LDCs）や世界の温室効果ガス排出量に占める割合が 0.5％以下であり

かつ、米国の輸入に占める当該国の割合が 5％以下の国は除外される。 

 米国における貿易措置に関する議論は長い歴史があり、これまで提出されてきた法案において

も、何らかの形で貿易措置導入に関する条項が含まれている（Asselt et al. 2009）。一方、途上国

側は、このような動きに対しては「温暖化対策の名を借りた新たな保護貿易主義」として批判し

ており、オバマ大統領もACES法案が下院を通過した際に懸念を表明している29。 

 

3）具体的な適格性条件  

 下記の（i）あるいは（ii）のどちらかに当てはまることが保護産業の条件となっており、米シン

クタンクである Peterson Instituteの推定によると、それらを満たす産業部門は表 3.8のようになる

（Houser et al. 2008）。 

（i）エネルギー費用の対出荷額割合または排出枠購入費用の対出荷額割合＞5％かつ貿易集約度＞

15％（20US$/ t-CO2で計算） 

  または、 

（ii）エネルギー費用の対出荷額割合または排出枠購入費用の出荷額割合＞20％ 

  

              

                                            
28 貿易措置は、「伝家の宝刀」という側面があり、実際に適用されるというよりも、それが存在することに
意義があるように思われる。貿易措置に関しては、本稿第 5章 5.1を参照のこと。 
29 すでに、中国と米国との間には、1990年代後半から鉄鋼製品に関してWTOや米国国内法（アンチ・ダン
ピング法）での提訴につながった紛争が多く起きている。一方、中国側は、米国に抗議すると同時に、輸出

品の増値税還付率の引き下げなど、自主的な輸出規制も導入している。詳しくは、本稿第 5章、陳（2008）、
Houser et al.（2008）、明日香（2009）を参照のこと。 
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      表 3.8. ACES法案での実績生産量ベース還付の対象産業部門  

産業名 
 エネルギー 

集約度 
炭素集約度 貿易集約度 

 
エネル

ギー 
中間 間接 合計 

エネルギ-費用/                  
出荷額 

GHG費用/                               
出荷額 

(輸出+輸入)/                         
(産出+輸入) 

アルカリ・塩素 6.2 4.2 8.2 18.6 27.5 8.8 28.5 
アルミニウム 4.9 6.4 36.7 48 19.4 19.3 67.0 
鉄鉱石採掘 0.7 0 1.2 2 17.3 3.3 26.9 
板ガラス 2.9 0.7 1.1 4.7 17.2 4.2 47.9 
セメント 30.8 45.7 8.2 84.7 15.0 23.6 15.5 
ガラス容器 2.7 0 2.5 5.2 14.6 3.5 18.5 
窒素肥料 10.1 28 2.3 40.4 14.2 29.2 85.5 
その他の茶色ガラスおよ

びガラス製品 
3.6 0 1.5 5.2 11.6 3.9 58.2 

トウモロコシ 14.5 0 4.4 18.9 11.3 5.7 18.8 
銅、ニッケル、鉛、亜鉛

の採掘 
0.6 0 1.2 1.8 11.20 2.2 25.1 

他の非金属の採掘 1.1 0 1.1 2.3 10.8 2.2 36.7 
その他の粘土製品 0.2 0 0 0.3 10.6 3.6 25.1 
タバコ製造 0.4 0 0.2 0.7 8.9 1.6 91.0 
金、銀、他の金属の採掘 0.9 0 1.2 2.1 8.8 1.7 20.7 
羊毛製品 2.2 0 2.5 4.7 8.5 2.2 16.8 
漁業 1.5 0 0 1.5 8.5 1.4 96.7 
紙、新聞製造 24.4 0 17.9 42.3 8.3 2.5 29.5 
パルプ製造 2.7 0 0.8 3.6 8.3 2.5 92.3 
その他のすべての無機化

学製品 
7.2 5.1 16.7 29 8.3 4.5 58.1 

黒鉛製造  4.9 0 0.4 5.3 8.3 10.5 23.0 
綿製造 1.1 0 0.6 1.7 8.0 1.5 62.1 
セラミック壁およびタイ

ル 
0.7 0 0.3 1 7.6 2.5 63.1 

ベニヤ板 1.6 0 3.5 5 7.3 1.9 30.2 
鉄鋼、フェロアロイ製造 91.8 56.6 37.3 185.7 6.6 6.0 35.7 
麦製造 8.6 0 2.5 11.2 6.3 1.2 36.3 
人工合成ゴム 2.7 0 2.3 5 6.2 1.8 40.4 
その他の有機化学製品 68.5 5.9 17.1 91.5 6.1 3.2 51.9 
その他の非鉄金属 (銅と
アルミを除く) 

0.9 0.8 2.2 4 6.1 2.5 128.7 

人工染料 1.1 0 1.9 3 5.7 1.3 46.7 
人工ゴム 1.7 0 1.2 2.9 5.6 1.2 59.9 
炭素グラファイト製品 0.5 0 0.8 1.3 5.5 1.5 50.1 
ナッツ製造 0.3 0 0.5 0.8 5.3 1.1 68.0 
石油化学 19.3 3.6 5.3 28.2 5.1 1.3 15.3 
Refractory manufacturing 0.9 0 0.4 1.3 5.0 1.7 37.1 
壷、陶器製造 1.1 0 0.6 1.7 5.0 1.7 63.0 

排出 323.4 157 185 665.4    
対米国全体排出量割合 

2006 
8.60% 48.9% 7.90% 9.40%    

リベート量 274.9 133.5 157.2 565.6    
対 2014年割当量割合  5.44% 2.64% 3.11% 11.18%    

出所：Houser（2009） 
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さらに、還付量の計算式は以下のようになっている。 

 直接費用：生産量（実績）x 産業部門平均 CO2原単位 x 0.85 

  間接費用：電力消費量（実績） x 産業部門電力原単位 x 排出原単位 x 0.85 

 米国 ACES法案の場合、前述した実績ベースでの還付（output-based rebating）に加えて、直接費

用の分だけではなく間接費用も還付する点も EUとは異なる。 

 なお、効率性、価格や経済への影響については米国の環境保護局やエネルギー省のエネルギー

情報局が細かく分析している。それらによると、事後的に実績ベースでの還付を行うことによっ

て、排出枠価格の上昇という形で制度全体の効率が下がることになる30（USEPA 2009、USDOE 

2009）。 

 

4）適格性条件を満たす具体的な産業部門  

 米シンクタンクの Peterson Instituteの推計（Houser et al. 2009）によると、NAICS 6 digitの分類

レベルでは、35産業部門が適用されて、そのうち 26産業部門が製造業、4産業部門が鉱業、5産

業部門が農業となる（表 3.8）。これらの産業部門は米国全体の CO2排出量の 9.4%（2006 年）を

占める。これらの 85％を企業にリベート（還元）すると 2014年の総排出枠の 11.2％になる（生産

量と効率が現在と同じという仮定の下での計算）。これらの雇用労働者の割合は 0.3%、米国総

GDPの約 1.4％に相当するとし、「産業部門における全体的な変化（例：現時点で既に起きている

雇用者数の継続的減少傾向）と比較すれば、決して大きな数字ではない」という議論を展開して

いる。 

 

5）今後のスケジュールおよび課題  

 米国政府や米国 ACES法案（上院は、ケリー・ボクサー両議員による CEJAP法案）の賛同者た

ちは、2009年 12月にデンマークのコペンハーゲンにて開催される COP15までの上院可決を期待

している。しかし、現在、オバマ政権が議会に提出している医療改革法案が国民から大きな抵抗

を受けており、それと同じような「大きな政府を作る」という批判が米国 ACES 法案にも（反対

派から意図的に）投げかけられている。また、「中国やインドが参加しない国際枠組みは不公平」

「国際競争力の低下によって米国の国益を損なう」という前ブッシュ政権以来からの批判も相変

わらず化石燃料業界などを支持基盤とする温暖化対策反対派から出されている。したがって、

COP15 までの上院可決に関して言えば、残念ながら悲観的な見方が主流となりつつあるように思

われる。 

 

                                            
30 本稿第 2章 2.4を参照のこと。 
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3.4. 豪州 CPRS法案  

1）全体的な状況  

 2008 年 2 月 6 日、豪州政府のワン気候変動・水大臣が、新政権の温暖化政策についての演説

を行い、その中核として国内排出量取引制度を位置付け、2009 年 3 月 17 日にはCarbon Pollution 

Reduction Scheme（CPRS）法案の草案を公表した。2009年 5 月 4 日、ワン大臣はCPRS の開始を

1 年遅らせるとしたものの、2011 年 7 月からとする旨を発表するとともに、CPRS に、世界不

況への対応策を盛り込んだ。  

 豪州政府のCPRS法案の割当方法は、欧州や米国と同じく、有償割当を基本とするものの、国

際競争産業や炭素集約産業に対しては無償で割り当てる（徐々に無償の割合は小さくする）。た

だし、制度開始後 4 年間は、排出枠（AEU）の一律価格による有償割当や政府買い取りを行うこ

とになっており、これらがCPRS 法案の最大の特徴となっている。 

 そのAEU の有償割当価格は以下の通りである。 

・ 制度設計開始当初の 2011-12 年については、発行されるすべての排出枠についてA$10/t-CO2と

いう価格で有償割当。企業は、ここで得られるAEU をバンキングすることはできない。 

・ 2012 年以降の4 年間は、A$40/t-CO2の価格上限を設ける。この価格を支払えば、AEU の追加

的割当を無制限に受けられる。 

 

2）国際競争力対応  

 CPRS 法案の場合、国際競争産業や炭素集約産業をEITE（Energy Intensive, Trade Exposed）産業

と呼び、以下のように産業への支援と石炭火力発電所に対する支援を重視している。 

・ 制度設計開始当初はEITE 産業に割当総量の約 25%を無償割当。EITE 産業がその他の産業と

同様の割合で成長した場合、EITE 産業には 2020 年までに割当総量の約 45％を割り当てる。 

・ EITE 産業のうち特に影響の大きい産業部門には 90％を無償で割り当てる（初年度は、追加的

に 5％分の無償割当を実施。これにより、初年度については、当該部門に 95％の無償割当）。 

・ EITE 産業のうち影響がさほど大きくない産業部門に 60％を無償割当（初年度は、追加的に

10％分の無償割当を実施。これにより、初年度については、当該部門に 66％の無償割当）。 

・ EITE 産業への無償割当は、EITE 産業が豪州の炭素生産性の改善について担うべき度合い（炭

素生産性貢献度）に応じて毎年 1.3%ずつ減少させる。 

・ 制度開始後 4 年間は、排出枠（AEU）の一律価格（A$10/t-CO2）による政府買い取りを行う。 

 また、電力部門調整計画に従い、開始当初の 5 年間は、最も炭素集約的な石炭火力発電所に対

し、政府は排出枠の無償割当を一回限り行う。この際、AS$25/t-CO2 という予想初期価格に基づ

き、約 39 億豪ドル分を支援する。 
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3）具体的な適格性条件  

 下記の（i）あるいは（ii）のどちらかに当てはまることが保護産業の条件となっている。 

（i）90％無償カテゴリー：CO2 排出量の対売り上げ（豪ドル）割合＞2000、またはCO2 排出量の対

粗付加価値割合＞ 6000 

（ii）60%無償カテゴリー：1000＜CO2排出量の対売り上げ割合＜1999、または 3000＜CO2排出量の

対粗付加価値割合＜5999 

 いずれの場合も貿易集約度＞10％が必要とされる。ただし、豪州 CRPS 法案の場合、貿易集約

度 =（輸出額＋輸入額）/生産額という定義（計算式）であり、EU ETSや米 ACES法案における

貿易集約度の定義（計算式）とは異なる。 

 

4）適格性条件を満たす具体的な産業部門  

 現時点で、政府が保護産業として検討しているのは下記の産業部門である（Baker & Mckinsey 

2009）。 

90％無償カテゴリー： 

黒色炭素、メタノール、シリコン、板ガラス、新聞印刷、銅精錬 

60%無償カテゴリー： 

ガラス容器、白色チタン 

検討中（データ整備中）： 

アルミ精錬、アルミ精製、カーバミド、塩素ガス・食塩溶液、高純度エタノール、アルミ接合

金、ジルコニア接合金、マグネシウム、銑鉄、合成金紅石 

 

5）今後のスケジュールおよび課題  

 この CPRS 法案は、2009 年 6 月 4 日に議会下院を通過することになった。しかし、同年 6 月

15 日、上院の気候政策特別委員会は、CPRS 法案の経済影響評価を見直し、メタン回収事業の

推進、州政府のエネルギー政策の促進に係る規定を盛り込む等の措置を講じない限り、CPRS 法

案を政府原案通り可決すべきではないとする報告書を提出し、この影響もあってか 2009年 8月 13

日、豪州上院は政府案を反対多数で否決した31。ラッド政権は、2009年 11月に再上程したが、も

し再び否決されれば首相が上下両院の同時解散により総選挙に踏み切る可能性もある。 

                                            
31 緑の党と保守党が組んで、与党案を「削減目標が甘い」という理由で反対した。日本の状況に置き換えて
言えば、野党となった自民党が政権与党である民主党案を「削減目標が甘い」という理由で批判するような

ねじれた（？）状況になっている。ただし、NGOの中でも、CPRSの評価に関しては意見が分かれてる。例
えば、WWFは賛成ではあるものの、グリーンピースは反対している。 
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3.5. 3国（地域）の制度設計の比較 

 表 3.9は、本章のまとめとして、EU ETS、米国ACES法案、豪州CRPS法案における制度設計の

違いを、保護すべき炭素集約産業および国際競争産業の選定という観点から整理したものであ

る。 

 

             表 3.9. 3国（地域）の制度設計の比較 

 EU ETS 米国ACES法案 豪CPRS法案 

排出枠想定価格 30 Euro/t-CO2 20 US$/t-CO2 不要 

産業区分精度 
NACE 4 

（258産業部門） 
NAICS 4-6 digit 
（500程度） 

不明 

対象産業部門 
数割合 

151/（全体は 258） 
35/（全体は 500程度） 

（製造業 26、鉱業 4、農業 5） 
17/（全体は不明） 

炭素集約度閾値 
MVAS＞5％ 

（かつ貿易集約度＞10％） 
（単独では 30％以上） 

排出枠購入費用 
対出荷額割合＞5％ 

（かつ貿易集約度>15％） 
（単独では 20％以上） 

CO2排出量対GVA 
割合>1000 

（かつ貿易集約度＞10％） 

貿易集約度閾値 
10％以上 

（単独では 30％以上） 
15％以上 

（単独ではなし） 
10％以上 

（単独ではなし） 

景気対策特別措置 なし なし 
あり 

（90→94.5、60→66） 

分類クラスター数 2（保護と非保護） 2（保護と非保護） 
3（保護産業をさらに 

2つに分類） 

対象産業部門CO2 
排出割合 

93%（産業全体） 米国全体の 9.4%（2006年）  

対象産業部門 
雇用者割合など 

 
雇用労働者割合 0.3% 
米国総GDPの約 1.4％ 

 

貿易集約度の扱い 重視 ある程度は重視 重視 

活動量算定 事前（Ex-ante） 事後（Ex-post） 事前（Ex-ante） 

効率性低下  排出枠価格 2％上昇  

出所：著者作成 

 

 

 より具体的には、以下のような共通点および相違点が挙げられる。 

1）炭素集約度および貿易集約度の閾値  

 EU ETSと米国 ACES法案では、炭素集約度として MVASあるいは MVASに近い指標を用いて

おり、具体的な数値も同じ 5％となっている。貿易集約度は、それぞれ 10％と 15％であるが、EU

の場合は、貿易集約度だけの基準のみを満たしても保護対象産業になる。すなわち、国際競争産
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業に対して、よりあつい保護を行っている。 

2）有償割当（オークション）の位置づけ  

 企業が得た巨額の棚ぼた利益が問題となったEU ETSの第1期の制度設計を反面教師として、米

国 ACES 法案も豪州 CPRS 法案も排出枠の有償割当を制度導入当初から基本的な割当方法オプシ

ョンとして採用しようとしている。また、国民に対する政治的受容性も考慮して、オークション

収入のほとんどは再生可能エネルギー導入への補助金や低所得者への減免措置の原資として使わ

れる。 

3）行政コスト  

 どの国も、データ取得可能性や技術的な難しさなどがもたらす行政コストの増大を小さくする

ため、ベンチマークの割合をなるべく少なくしようとしている。しかし、政治的受容性とのトレ

ード・オフ関係にも悩んでおり、実際のベンチマークの形式が決まるまでには、企業からのロビ

ーイングと政府の妥協というパターンが何回も現れて、行政コストの増大が大いに予想される。 

4）効率性  

 米国 ACES 法案は、実績ベースでの排出枠還付を導入していることで効率性を大きく犠牲にし

ている。一方、豪州も、企業の政治的受容性を重視するため、制度開始当初は無償割当の割合を

大きくしている。 

5）産業構造の反映  

 米国の場合、EU とちがって、海外との貿易の割合が多い。したがって、貿易の割合が多いと

いう意味では国際競争力の喪失は大きな問題になっている。しかし、エネルギー多消費産業の貿

易量は小さく、製造業の生産高も雇用人口も大きく減少している。したがって、例えば、Aldy 

and Pizer（2009）は、米国全体で見れば、排出量取引による生産量リーケージ、GDPへの悪影響、

雇用への悪影響、のいずれも小さいとしている。 

6）グリーン・ニューディール  

 特に米国 ACES 法案の場合、景気浮揚策として省エネ、再生可能エネルギー投資が重視され、

その補助金などの財源として有償割当からの収入を米国政府は期待している。EU ETS や豪州

CPRS 法案の場合も、オークション収入は再生可能エネルギー導入などへの原資となっており、

ドイツの場合は、海外（主に途上国）の温室効果ガス排出削減プロジェクト投資の原資にもなっ

ている。 

7）データ取得可能性  

 豪州 CPRS法案の場合、炭素集約度の計算式（本稿第 2章 2.5の 2.1式）において、分母として

は粗付加価値の方が好ましいと豪州政府も認めている。しかし、データ取得可能性という観点か

ら、生産高（売上高）も採用している（Australian Government 2009b）。 
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第 4章  日本をめぐる状況の分析  
 

4.1. 炭素集約産業と国際競争産業の選定  

 ここでは、本稿第 2章の 2.5で説明した Hourcade et al.（2007）に基づく EU ETSなどでの方法

論を用いて炭素集約度を下記の式 4.1 のように定義し、政策的に保護すべき炭素集約産業および

国際競争産業の選定に必要な情報を提供する。 

  

                                        （4.1） 

 そのために、日本政府が電力部門のみ排出枠を有償（オークション）で配分した場合の各産業

部門の排出枠購入費用の対粗付加価値割合（NVAS : Net Value Added at Stake）と、全ての部門に対

して排出枠を有償で配分した場合の各産業部門の排出枠購入費用の対粗付加価値割合（MVAS : 

Maximum Value Added at Stake）を求めると同時に、各産業部門の貿易集約度や日本国内生産額と

の関係を明らかにする。 

 NVAS、MVAS、貿易集約度は、以下のように求められる。 

       
      

€ 

NVASi =
εEi

vi
                   （4.2） 

       

€ 

MVASi = NVASi +
τDi

vi
                 （4.3） 

         

€ 

t =
ei + mi

xi + mi

                                              （4.4） 

 ここで、Eiは、i部門における電力消費量32、εは排出枠価格 τが与えられたときの電力価格の上

昇分、νiは i 部門における粗付加価値、τ は外生的に与えた排出枠価格、Diは i 部門における直接

CO2排出量、tは貿易集約度、eと mと xは輸出額と輸入額と国内生産額をそれぞれ表す。 

 εは次の式 4.5のように求められる。 

ε = τ × 全電源平均排出係数             （4.5） 

 なお、ここでは、粗付加価値、輸出額、輸入額、国内生産額は産業部門を 401 部門に統合した

平成 12年産業連関表、CO2排出量は産業連関表の 401部門に対応している国立環境研究所の 3EID、

電力消費量は、産業部門を 401部門に統合した平成 12年産業連関表の物量表、全電源平均電力係

数は電気事業連合会が公表している 2000年度の使用端 CO2排出源単位である 0.378 kg-CO2/kWh、

排出枠価格は 3000円/t-CO2をそれぞれ用いた。 

                                            
32 産業連関表の物量量の電力消費量は、事業用電力と自家発電の2つに分かれている。本稿では、事業用電
力をグリッドから購入した電力と考えて NVASの計算に用いた。 
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1）日本の産業部門全体が受ける影響  
 図 4.1は、各産業部門の炭素集約度の大きさの計算結果で、MVASが 2％以上の産業部門を抽出

している（縦軸は MVAS と NVAS、横軸は各産業部門の生産額が国内生産額に占める割合）。ま

た、MVASが 5％以上の産業部門の名前のみ記している。なお、前述のように、本章 4.1の分析で

は、一貫して分析対象は産業連関表（2000年）の 401部門、排出枠価格は 3000円/t-CO2と想定し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               図 4.1. 各産業部門が受ける影響 

注：横軸は各産業部門生産額の日本全体生産量に対する割合を示す。 

 

     

 この図から、1）MVAS が 2％以上である産業部門の生産額の日本全体生産額に占める割合は約

3.2％、2）MVAS が 5％以上である産業部門は 17産業部門、3）銑鉄33、セメントの両部門のMVAS

が他の産業部門に比較して大きい、などがわかる。 

                                            
33 EUや米国における同様の分析と比べて銑鉄のMVASが大きい理由は、1）製鉄のプロセスの中において
銑鉄製造は特に炭素集約度が高い、2）そもそも EUや米国の分析には銑鉄というカテゴリーがない、などが
ある。いずれにしろ、分類方法や分類の細かさのレベル（disaggregation level）が異なるため、MVASの数値
の国際比較は注意を要する。 

MVAS > 2% 
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2）鉄鋼関連製品が受ける影響  

 図 4.2は、鉄鋼関連製品の炭素集約度を示している（横軸は貿易集約度）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2. 鉄鋼関連製品が受ける影響 

 

 これより、1）銑鉄の炭素集約度が大きいものの貿易集約度は小さい、2）フェロアロイの炭素

集約度と貿易集約度はともに大きい、3）鋼管、メッキ鋼材、その他の鉄鋼製品の貿易集約度が大

きい、などがわかる。 

 

3）セメント関連製品が受ける影響  

 図 4.3は、セメント関連製品の炭素集約度を示している（横軸は貿易集約度）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              図 4.3. セメント関連製品が受ける影響 

 

 これより、1）炭素・黒鉛製品の貿易集約度が大きい、2）セメントの炭素集約度は大きいもの

の貿易集約度は大きくない、などがわかる。 
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4）紙パルプ製品が受ける影響  

 図 4.4は、紙パルプ関連製品の炭素集約度を示している（横軸は貿易集約度）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               図 4.4. 紙パルプ関連製品が受ける影響 

 

 これより、1）パルプ製品の炭素集約度と貿易集約度がともに大きい、2）洋紙・和紙および板

紙の炭素集約度が大きいが、貿易集約度は大きくない、などがわかる。 

 

5）無機化学・化学肥料関連製品が受ける影響  

 図 4.5は、無機化学・化学肥料関連製品の炭素集約度を示している（横軸は貿易集約度）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              図 4.5. 無機化学・化学肥料関連製品が受ける影響 

 これより、1）ソーダ工業製品の炭素集約度が非常に大きいものの、貿易集約度は大きくない、

2）化学肥料、無機顔料、その他の無機化学工業品の炭素集約度が大きく、かつ貿易集約度も大き

い、などがわかる。
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6）自動車関連製品が受ける影響  

 図 4.6は、自動車関連製品の炭素集約度を示している（横軸は貿易集約度）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図 4.6. 自動車関連製品が受ける影響 

 

 これより、概して自動車関連製品の貿易集約度は大きいものの炭素集約度は小さいことがわか

る。 

 

7）繊維関連製品が受ける影響  

 図 4.7は、自動車関連製品の炭素集約度を示している（横軸は貿易集約度）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.7. 繊維関連製品が受ける影響 

 

 これより、概して繊維製品の貿易集約度は大きいものの炭素集約度は小さいことがわかる。 



第 4章  日本をめぐる状況の分析  

  
48 

4.2. 製品価格上昇の大きさの推定  

本節では、排出枠購入費用が製品価格に転嫁された場合に、どの程度の大きさの製品価格の上

昇が見込まれるのかを定量的に明らかにする。 

先行研究である Stern et al.（2007）およびWeber and Peters（2009）は、産業連関分析を用いて排

出枠価格がそれぞれ £70/t-CO2とUS$30/t-CO2の場合の製品価格変化を、英国と米国について推計

している。Weber and Peters（2009）は、最も一般的な環境の産業連関分析（Leontief 1970）を行っ

ているので、以下本稿では、Weber and Peters（2009）が用いた方法で推計を行う。 

製品価格の変化の大きさは、以下の式 4.6で示される。 

              Δp = τF(I-A)-1                  （4.6） 

ここで、Δp は製品価格変化の大きさ、τ は排出枠価格、F は生産額当たりの直接環境負荷の行

ベクトル、Iは単位行列、Aは投入係数行列である。本推計で用いた部門別直接 CO2排出量は、先

ほどの推計と同様に 3EID（2007）のデータを利用している。 

図 4.8 は、日本の産業部門を対象とした産業連関分析の結果で、横軸は製品価格の変化率、縦

軸は貿易集約度をそれぞれ示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.8. 日本において排出枠購入費用が転嫁された場合の製品価格変化 

                 注：対象は産業連関表 401部門。排出枠価格は 3000円/t-CO2。 
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 これより、1）産業全体の平均製品価格上昇率は 1.25％である、2）セメント、銑鉄、粗鋼（電

気炉）、フェロアロイ、自家発電、熱間圧延鋼材などの上昇率が 10％を超える、などがわかる。 

なお、本章の 4.3および 4.4での分析に用いている鉄鋼製品の 1つである熱延薄板は、産業連関

表（401分類）では、熱間圧延鋼材に含まれる。したがって、図 4.6から、熱延薄板の製品価格上

昇率は約 11％ということがわかる34。 

表 4.1は、前出の英国と米国の先行研究の結果と、本研究で推算した結果をまとめたものであ

る。 

    

             表 4.1. 製品価格上昇幅の国際比較  

 産業連関表 排出枠価格 製品価格変化率（経済全体） 

日本（本研究） 2000年 3000円/t-CO2 1.25% 

US（Weber and Peters 2009） 2002年 30 US$/t-CO2 1.5% 

UK（Stern 2007） 2003年 70 £/t-CO2 <1% 

                                       出所：著者作成 

 

これより、1）排出枠価格の違いを考慮しても、3国の間に大きな差はない35、2）大部分の産業

部門の製品価格変化率は 2％を超えない、3）各国の差は、産業構造や省エネルギーの進捗度の差

異が原因として考えられる、などがわかる。 

日本の産業全体の平均である 1.25%が、製品価格の上昇率として客観的に大きいか、あるいは

小さいかの判断は難しい。しかし、少なくとも、過去における物価変動率などの範囲に十分に収

まる数値であることは確かである。 

なお、ここで引用した Stern（2007）は、英国の場合、産業連関分析の結果、石油精製、漁業、

石炭、製紙、鉄鋼、肥料、運輸、化学、プラスチック、非鉄金属などの産業部門が国際競争力喪

失のリスクを持つものの、EU域内や先進国間の貿易が多いのでリスクは緩和されているとして

いる。 

一方、Weber and Peters（2009）は、英国よりも米国の方が途上国との貿易が大きいので、より

国際競争力喪失のリスクを持つとしている。しかし、エネルギー多消費の産業部門においては、

輸入も輸出も、それぞれ 20％と 15％と小さく、2004年の米国全体の粗付加価値の 4％に過ぎない

ことも指摘している。 

                                            
34 この 11％という数値を用いて、本稿第 4章 4.3以降では、製品価格上昇が貿易パターンに与える影響など
を具体的に計算している。 
35 Carbon Trust（2008b）も製品価格上昇率を計算している。その内容は、全製品平均は不明なものの、炭素
価格が 20 Euro/t-CO2で 100％有償割当で 100％転嫁した場合、大きい順に石灰が 59.37％、セメントが 14.54％、
鉄鋼およびフェロアロイが 4.28 ％、コークス炉製品が 3.01％、工業ガスが 2.72％、その他の無機化学製品が
2.36％、アルミニウムが 2.07％などとなっている。 
 



第 4章  日本をめぐる状況の分析  

  
50 

4.3. 価格変化と貿易パターンとの関係  

 排出量取引制度を導入した際の排出枠購入費用の製品価格への転嫁が貿易パターンに与える影

響を見るためには、まず過去において実際に起きた価格と貿易パターンとの関係をみることが重

要である（Reinaut 2005a）。 

 したがって、以下では、鉄鋼製品の一つである熱延薄板に関して、過去 10年における日本国内

生産製品と海外輸入製品の製品価格差（海外製品の輸入価格から日本国内生産製品の価格を引い

たもの）、生産量、各国からの輸入量および輸出量、各国での市場占有率などの定量的な関係を

明らかにした。 

 本研究で熱延薄板を選んだ主な理由は、日本企業の鉄鋼製品の中で最も一般的なものであり、

かつ高級鋼として競争力があるとされる製品だからである。現在、日本企業は、この熱延薄板を、

主に中国、韓国、台湾から輸入しており、主に、中国、韓国、そしてタイに輸出している。 

 なお、日本国内製品の国内価格は日刊鉄鋼新聞、中国製品、台湾製品、韓国製品の輸入価格と

輸入量および日本国内製品の輸出量は財務省貿易統計、日本国内製品の生産量、日本国内製品の

輸入量、日本国内製品の輸出入比率、中国およびタイ市場での各国製品市場占有率は日本鉄鋼連

盟のデータを用いた。 

 

1）日本国内における熱延薄板の価格推移  

 図 4.9 は、日本国内で生産された熱延薄板および韓国、中国、台湾から輸入された熱延薄板の

価格（1998年-2009年）を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       図 4.9. 過去における熱延薄板の価格推移 

  

 これより、1）日本国内生産製品の価格は、1トンあたり約 4万円から約 11万円、輸入製品は約

2 万円から約 14 万円で推移している、2）2003 年までは、日本国内生産製品の価格と韓国、台湾

からの輸入製品の価格は連動しているものの、2004年以降は連動しなくなっている、3）韓国、台

湾製品の価格と日本国内製品との連動性は比較的高いものの、日本国内製品と中国製品との連動

性は比較的低い、などがわかる。なお、熱延薄板に限らず多くの鉄鋼関連製品が、2004 年から需
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要拡大によって価格が上昇し、2008 年は原材料費高騰で価格がさらに上昇している。しかし、

2008年からの金融危機に伴う需要低下より価格が急落している。 

2）価格差と輸出入比率の推移  

 図 4.10 は、熱延薄板に関して、日本国内生産製品と海外からの輸入品との価格差、日本国内生

産製品の輸出比率（輸出額/生産額）、輸入比率（輸入額/生産額）（1998 年-2009 年）を示してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 4.10. 過去における価格差（国内価格-輸入価格）および輸出入比率の推移 

 

 

 これより、1）2004年に価格差が増大した際には、輸出比率が下がっていて輸入比率が上がって

いる、2）2008 年に価格差が増大した際には、輸出比率と輸入比率がともに変化していない、3）

2002 年以降、輸出比率は低下傾向にあるものの、輸入比率は 10％-13％で大きく変動していない、

などがわかる。 

 また、特に 2002年以降に関しては、価格差の変動が大きいことから、日本国内生産の価格は、

必ずしも海外からの輸入品の価格に大きな影響を受けているわけではないことがわかる36。 

 

3）価格上昇のインパクトの大きさ  

 次に、熱延薄板に関して、本稿 4.2 での産業連関分析より求めた排出枠購入費用の転嫁による

製品価格上昇の大きさである 11％（本稿 4.2図 4.6を参照）という数字が、過去の製品価格の変動

に比較してどのような大きさのインパクトを持つかについて明らかにする。 

 図 4.11は、熱延薄板の製品価格上昇率が 11％とした場合の国内製品と海外製品との価格差の変

                                            
36 もし大きな影響を受けているのであれば、海外製品の価格に連動して、日本企業は国内製品の価格を変
えるはずである。しかし、実際には変えていないために、価格差を時系列で見たグラフはフラットではなく、

大きく上下に変動している。すなわち、海外製品の価格以外の要素が日本国内製品の価格を決める要素とし

てより大きいと考えられる。 
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動の幅を、過去における価格差の大きさと比較できるようにグラフ化したものである。 
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      日本-中国 

 

       

         

 

 

          

        図 4.11. 過去における価格差の変動と価格転嫁による価格差拡大の大きさとの比較 

  

 これより、過去の価格差の変動幅に比べると、有償割当で排出枠購入費用が 100％製品価格に

転嫁された場合（11％製品価格上昇）の価格差の変動幅はより小さいことがわかる。 
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4）価格差と輸出入比率の推移  

図 4.12は、熱延薄板の価格差、国内生産量、輸入元別輸入量（98年-06年）を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 図 4.12. 過去における日本国内生産製品の生産量および輸入元別輸入量の推移 

  

 これより、1）2004 年に価格差が増大した際には国内生産量が下がっている、2）しかし、1999

年および 2002年のいずれの年も、価格差が減少したにも関わらず国内生産量が上がっている、な

どがわかる。 

 

5）価格差と輸出先別輸出量の推移  

図 4.13は、熱延薄板の価格差と日本からの輸出先別輸出量（98年-08年）を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          図 4.13. 過去における日本からの輸出先別輸出量の推移 

 

 これより、1）各国に対する日本国内生産製品の輸出量は、お互いに連動している、2）2004 年

に価格差が増大したにも関わらず日本国内生産製品の輸出量が増えている、などがわかる。 
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6）価格変化と中国市場占有率との関係  

 図 4.14は、熱延薄板の価格差と中国での日本製品の市場占有率（01年-08年）を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     図 4.14. 過去における価格差（国内価格-輸入価格）および中国市場占有率 

 

 これより、1）2004年に価格差が増大した場合には、日本製品の中国市場占有率は落ちている、

2）2007年、2008年においては、価格差が増大しても日本製品の中国市場占有率は落ちていない、

などがわかる。 

 
7）価格変化とタイ市場占有率との関係  

 図 4.15は、熱延薄板の価格差と日本製品のタイでの市場占有率（98年-07年）を示している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

図 4.15. 過去における価格差（国内価格-輸入価格）およびタイ市場占有率 

 

 これより、1）2004年に価格差が増大した場合には日本製品のタイ市場占有率は落ちている、2）

2006年においては価格差が増大しても日本製品の市場占有率は落ちていない、などがわかる。 
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4.4. 需要関数、価格弾性値、代替弾性値の算定   
 本節では、日本国内生産の熱延薄板に関して、排出枠購入費用の製品価格転嫁によって生じる

価格上昇と国内需要との関係について定量的に明らかにする。そのために、まず日本国内生産の

熱延薄板の需要関数を回帰分析によって求める。次に、価格弾性値を、需要関数から求める。さ

らに、Gallaway et al.（2003）に基づいて代替弾性値（Armington 係数）を求める。 

1）需要関数の推定  

 日本の国内市場における 2種類の需要量を以下の二つの式で定義する。 

・国産製品のみに対する需要 D（domestic sales）: 

       D = 国内生産量 – 輸出量                （4.7） 

・国内製品に輸入製品を加えた純需要量 D* (domestic net demand)： 

         D* = 国内生産量 + 輸入量 – 輸出量           （4.8） 

 次に、国内市場の需要関数を、それぞれ定義した需要量に対して式 4.9 と式 4.10 のように定式

化する。 

        D = a0 + a1pd + ed                      （4.9） 

        D = b0 + b1pd + e*d                            （4.10） 

ここで、pdは国内で生産される熱延薄板の国内市場価格、edと e*dはそれぞれの誤差である。 

 前出の本稿 4.3で紹介した 1998年から 2006年までの熱延薄板に関するデータ（価格、生産量、

輸入量、輸出量）を用いて、式 4.9 と式 4.10 の需要関数の係数を回帰分析によって推算すると式

4.11および式 4.12のようになる。 

                    R2 = 0.1561                     （4.11） 

                   R2 = 0.2402                     （4.12） 

 これらの需要関数は、需要量と価格が負の相関関係を持っているものの、相関係数の値は小さ

い（-0.0091と-0.0123）。この理由としては、熱延薄板が中間財としての特徴（より安定的な需要）

を持つことが考えられる。 

 また、輸入量を考慮した純需要量は、国内製品だけの需要量よりも弾性値が大きい。これは輸

入品が国内市場に対する一定の影響を持っていること意味し、これは次の価格弾性値の計算から

も説明できる。 
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2）価格弾性値の推定  

 まず需要関数の価格弾性値は次のように定義される。 

                               
（4.13） 

前出の需要関数である式 4.19と 4.10から価格弾性は以下の式から求められる。 

                 
                         

（4.14）  

ここで、 は推算期間の平均価格である。 

前出の式 4.11と式 4.12を用いて、この期間（1998年から 2006年まで）のそれぞれの需要関数

の価格弾性は δ = 0.2923、δ* = 0.1945と求められる。 

これは、熱延薄板国内製品の価格が 1％変化する場合、国内製品の需要量が約 0.29％変化し、

輸入量を含む国内市場の純需要量が約 0.19%変化することを意味する。また、国内市場の需要が

持つ価格に対する感度を輸入品が緩和することも示している。 

3）代替弾性値の推定  

代替弾性値（Armington係数）を計算するために以下の仮定を行う。 

日本の国内市場は、国内生産される熱延簿板の需要量 Dと熱延簿板の輸入量 Mi（i =1,…n, 輸入

国）によって構成されている。熱延簿板に対する日本国内需要は一つの総合財であり、労働、資

本などの生産要素と同じように生産に投入される。 

この総合財は以下の式 4.15のように定義される。 

            
                              

（4.15） 

ここで Cは総合財（熱延簿板）、α0と αiはそれぞれ輸入製品と国内産品に対する需要の割合、ρ

は製品に対する多様性の選好強度である。 

企業の利潤最大化と各要素に対する支出の割合一定を仮定し、例えば、一次同次の生産関数の

場合、総合財に対する費用最小化によって以下の式 4.16が得られる。  

                                    （4.16） 

ここで、piは輸入国 iの製品価格である。 

この First-order 条件式から得た結果に基づいて、国内生産された製品と輸入品との間の代替弾

性値（Armington 係数）が推算できる。 

まず、式 4.16を線形化する。 
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                                           （4.17） 

 

 ここで であり、両側微分すると以下の代替弾性値 σを示す式が得られる。 

 

                             （4.18） 

 したがって、ほかの貿易影響変数、例えば、為替、各国の実質一人当たりの所得を考慮せず、

市場で価格と需要量が即時調整される場合、基本計量モデルが以下のように構成できる。 

           yit = g0 + g1xit + uit                               （4.19） 

ここで、yit = ln（Dt /Mit）、xit = ln（pdt /pit）、uitは iid（independent identity distribution）誤差である。 

 さらに、Gallaway et al.（2003）に基づいて、時間系列のデータ分析の結果により、短期と長期

の代替弾性値が以下の式から求められる。 

            Δyit = g0 + g1Δxit + g2yit-1 + g3xit-1+ εit                                  （4.20）  

ここで Δyit = yit – yit-1、Δxit = xit – xit-1 、短期代替弾性値は g1、長期代替弾性値は -g3/g2である。 

 なお、本稿 4.3で述べたように、1998年から 2007年まで、日本の熱延簿板市場における海外製

品の輸入量は、韓国、中国と台湾からの輸入量が全輸入量の 94％を占める（10年間の平均）。し

たがって、三か国のみから輸入していると仮定して、国内製品との代替弾性値（短期と長期）も

計算できる。 

 この式 4.20 および熱延薄板の価格、生産量、そして輸入量から、日韓間、日中間、日台間およ

び日本国内需要と輸入全体（3カ国の合計）のそれぞれの代替弾性値が求められる（表 4.2）。 

 

                 表 4.2. 海外輸入品の日本国内製品に対する代替弾性値 

 短期 長期 

 韓国からの輸入品の日本国内製品に対する代替弾性値 0.19 0.29 

 中国からの輸入品の日本国内製品に対する代替弾性値 -0.98 -0.44 

 台湾からの輸入品の日本国内製品に対する代替弾性値 0.30 1.43 

 3国からの輸入品全体の日本国内製品に対する代替弾性値 0.23 1.00 

出所：著者作成 
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中国の場合を例外37として、日韓、日台と日本と輸入の代替弾性値がいずれも短期のほうが長

期よりも小さい。これは、長期需要比率（日本対総輸入、あるいは対ほかの国の輸入）が相対価

格変化による調整の幅が大きいという国際貿易の特徴を示している。 

そして、3 カ国からの輸入全体との短期弾性値は 0.23、長期弾性値は 1.00 となる。長期弾性値

が短期弾性値のおよそ 4倍であり、Gallaway et al.（2003）などの平均 2倍（309製造業部門）とい

う結果より大きい。すなわち、これからだと熱延薄板の代替弾性は大きいと言える。しかし、

Gallaway et al.（2003）では、2以上を大きいとしており、国際競争力および炭素リーケージを一般

均衡モデルで推計した先行研究で用いられている数値は、表 4.3で示したように、ほぼすべてが 1

より大きい値を用いている（Gerlagh and Kuik 2008）。 

 

          表 4.3. 一般均衡モデルで用いられている代替弾性値の大きさ 

モデル名 研究名 代替弾性値 炭素リーケージの大きさ 

Deep Kallbekken 2006, 2004 4 0.06 

G-Cubed Mckibbin and Wilcoxon 1999 1 0.06 
Gem-E3 Bernard and Vielle 2000 6 0.13 
Gem-E3 Bernard and Vielle 2000 6 0.04 
GREEN Burniaux and O.Martins 2000 4 0.05 
GREEN Burniaux and O.Martins 2000 4 0.02 
GTAP-E Burniaux and Truong 2002 19 0.04 
GTAP-E Burniaux and Truong 2002 19 0.04 
GTAP-E Kuik and Gerlagh 2003 7 0.16 
GTAP-E Gerlagh and Kuick  5 0.14 
GTAP-EG Paltsev 2001 4 0.11 
MIT-EPPA Babiker and Jacoby 1999 3 0.06 
MIT-EPPA Babiker 2005 8 0.20 
MS-MRT BMR 1999 4 0.19 
MS-MRT BMR 1999 4 0.16 
WorldScan Bollen 2004 10 0.17 
Light Light et al. 1999 4 0.21 
MIT-EPPA Babiker 2005 ∞ 1.15 
GTAP-E Kuik 2006 3.3 0.15 

出所：Gerlagh and Kuik（2008） 

 これは、本稿第 2章 2.3で述べたように、一般均衡モデルによる炭素リーケージの大きさが代替

弾性値に大きく依存することを考えると、多くの一般均衡モデルの計算結果が炭素リーケージを

過大評価している可能性があることを示唆している。 

                                            
37 マイナスの弾性値は、製品の間に代替的関係がないことを意味し、一般的には代替可能な製品において
はあり得ない。しかし、現実的には、国際市場でも国内市場でも様々な要因で価格や需給が変動するため、

マイナスの弾性値をとる場合はある。 
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4.5. 排出量取引制度の影響  

本稿第 4章 4.2で述べたように、排出枠価格が 3000円/t-CO2で企業が排出枠購入費用を 100%製

品価格に転嫁する場合、産業連関分析の結果から熱延薄板の製品価格が約 11％程度上昇すると推

計される。この場合、前出の式 4.11および 4.12の回帰分析結果から、国内生産の需要量と輸入を

含む純需要量がそれぞれ 3.22％、2.14％と減少する。また、Aldy and Pizer（2009）にしたがって、

競争力への影響を示す指標として生産量リーケージを「国内製品のみの需要への影響マイナス純

需要（消費量）への影響」と定義すると、この値は 1.08％となる。この結果は、Aldy and Pizer

（2009）の米国の鉄鋼業における排出量取引制度導入の市場影響分析（15US$/t-CO2）の結果や

Carbon Trust（2008b）における EU の鉄鋼業における排出量取引制度導入の市場影響分析

（30Euro/t-CO2:50％価格転嫁）の結果と大体同じ水準である（表 4.4） 。 

 

表 4.4. 排出枠購入費用の転嫁による製品価格上昇が鉄鋼製品の需要に与える影響 

産業部門（製品） 
国内製品のみの需

要への影響 
純需要（消費量）

への影響 
国際競争力への影響（生産

量リーケージの大きさ） 

鉄鋼製品全体 
（アメリカ：Aldy and Pizer 2009） 

- 2.7％ - 1.8% - 0.9％ 

鉄鋼製品全体 
（EU：Carbon Trust 2008b） 

- 2.5~- 9％ - 2% - 0.5~- 6.5％ 

熱延薄板（日本：本研究）  - 3.22％  - 2.14%  - 1.08％ 

出所：著者作成 
注：Aldy and Pizer（2009）における炭素価格は 15US$/t-CO2、Carbon Trust（2008b）は 30Euro/t-CO2（50％価
格転嫁）、本研究では 3000円/t-CO2。なお、Carbon Trust（2008b）の数値に幅があるのは、代替弾性値の前
提を変えて感度分析を行っているため。 

 

 なお、Aldy and Pizer（2009）では、鉄鋼だけではなく、米国製造業全体や他の産業部門への影

響も明らかにしており、たとえば米国製造業全体での需要低下は約 4％で、生産量リーケージは

約 1％ 程度だとしている。 

 これらの数字が大きいか小さいかの判断は難しいものの、少なくとも Aldy and Pizer（2009）は、

米国に関しては、過去における需要や生産量の変動などと比較すれば小さく、国際競争力喪失リ

スク緩和策が必要なのは、ごく一部の産業に限られると判断をしている。 

 また、同じく Aldy and Pizer（2009）では、製品価格上昇による生産量の減少は、より炭素集約

度が低い製品へのシフトが起きていることであり、排出量取引制度導入による効率的な排出削減

がなされていることだと論じている。すなわち、このような状況が起こることは望ましいことで

あり、国際競争力喪失リスク緩和のためには、貿易国の炭素制約を強化するような貿易措置が望

ましいとしている。 

 さらに、日本の場合、鉄鋼製品全体で考えれば、生産量リーケージの数値は、炭素集約度が高

い熱延薄板の場合よりも小さいとも推察される。 
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4.6. 中国における炭素制約  

 ここでは、日本の主な貿易相手国である中国における炭素制約の大きさに検討する38。 

 図 4.16 は、中国における鉄鋼業のエネルギー消費量とエネルギー原単位（単位粗鋼生産量あた

りのエネルギー消費量）の変化であり、エネルギー消費量は生産量拡大にしたがって増加してい

るものの、エネルギー原単位は減少していることを示している。 

      

 

 

 

      

 

     図 4.16. 中国鉄鋼業におけるエネルギー消費およびエネルギー原単位の変化 

 出所：川端・趙（2009） 

 

 このように、中国鉄鋼業における省エネルギー活動は、大中型企業を中心に伸展している。表

4.5は、2004年時点における日本と中国のエネルギー原単位を比較したものである。 

 

    表 4.5. 日本と中国の鉄鋼業におけるエネルギー原単位比較（MJ/ton, 2004年） 

  
エネルギー 
消費原単位 

コークス 
製造工程 

焼結鉱製

造工程 
製銑工程 

転炉製鋼 
工程 

圧延成型 
工程 

1 
中国主要 

企業 
20.64 4.16 1.94 13.65 0.99 2.72 

2 
中国小規模

企業 
30.59 6.71 3.18 17.32 2.20 8.40 

3 
中国最高 

水準 
17.45 

2.58 
（宝山） 

1.52 
（杭州） 

11.57 
（宝山） 

-0.11 
 （武漢） 

1.57 

4 日本平均 19.20 2.78 1.55 11.59 -0.08 1.81 
2 - 1 9.95 2.54 1.24 3.68 1.21 5.68 
2 - 3 13.14 4.13 1.65 5.75 2.31 6.83 

中国 
国内 
の差 1 - 3 3.19 1.58 0.42 2.07 1.10 1.15 

1 - 4 1.43 1.38 0.39 2.05 1.07 0.90 
2 - 4 11.39 3.93 1.63 5.73 2.28 6.58 

中国と

日本と

の差 3 - 4 -1.76 -0.20 -0.03 -0.02 -0.03 -0.24 

出所： 寧亜東・外岡豊（2008） 

 

                                            
38 中国の鉄鋼業に関しては、本稿第 5章 Box.5.2も参照のこと。 
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 これより、1）中国の最高水準の製鉄所のエネルギー効率は日本平均よりも良い、2）国内トッ
プの宝鋼は国際的先進水準に達しており、中国主要企業と中国最高水準の差は 10-15%にまで縮ま
っている、3）日本企業の主な競争相手が（日本と同じような高級鋼を製造している）中国の最高
水準の製鉄所だと考えた場合、地球全体で考えた場合の排出増は大きくない

39
、などがわかる。  

 これらの背景には、省エネ技術の急速な導入や国産化がある。例えば、製鉄分野で典型的な省

エネ装置であるコークス消火装置（CDQ : Cokes Dry Quenching）は、鉄鋼企業の持つコークス炉の

45%程度以上に設置されているか工事中であり（単 2008）、その結果が図 4.17で示したような国

際的にも高い普及率である。 
 

 

 

 

 

     

    

 

図 4.17. 製鉄所におけるコークス乾式消火装置（CDQ）普及率の国際比較（2007年） 

出所：IEA（2007） 

  

 すなわち CDQに関しては、1）中国においては、EU、米国、他の途上国などよりも導入が進ん

でいる40、2）2020 年 60％という CDQ 普及率は、現在が 30％ 程度であることを考慮すれば、15

年間で普及率を 2倍に上げることを意味する、などがわかる。 

 また、鉄鋼分野でのもう一つの典型的な省エネ技術である高炉炉頂圧発電（TRT）も、現在、大

型高炉 56基中 49基に装備されている（単 2008）。 

 したがって、中国鉄鋼業の省エネ促進という観点で残された課題としては、1）鉄鋼需要の伸び
が高い、2）小型高炉の割合が大きい、3）転炉法比率が高い上に、電炉でも銑鉄原料を多く使用
している、などが指摘されている（川端・趙 2009）。 

                                            
39 本稿の議論で紹介している高級鋼の場合、日中間では単位生産量あたりのエネルギー消費量が大きく変
わらないため、電力の排出原単位の違いを考慮しければ、地球全体での排出量増加はそれほど大きくないと

考えられる。本稿第 2章 2.1の炭素リーケージに関する議論を参照のこと。 
40 CDQはコークスの顕熱を回収して発電する技術。もともとロシアで発明された技術であるため、ロシア
での普及率は高い。欧州や米国で CDQの普及率が低い理由は様々あるものの、最大の理由はエネルギー価
格が安いことにあると思われる。各国のエネルギー価格の比較については、星野ら（2009）や中国発展改革
委員会エネルギー研究所タスクフォース（2009）などを参照のこと。 
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 これらの対策としては、需要抑制、小型高炉の統廃合、鉄スクラップ利用の拡大などが考えら

れるが、社会不安につながる雇用喪失への配慮は不可欠であり41、鉄スクラップの蓄積には時間

がかかる。また、日本でも実用化・普及が進んでいないような技術（例：溶融還元法やCCS）が、
今後の中国では必要となる。したがって、中国の状況というのは、「日本からの技術移転42があれ

ば解決する」というような単純なものではない（明日香 ら 2009、明日香 2009、明日香 2008a）。 

 また、将来的にも、鉄鋼部門での炭素制約は強化されていくと予想される。以下の表 4.6 は、

中国の政府系シンクタンクによる「低炭素シナリオ」での 2005 年から 2050 年までの鉄鋼産業部

門における各技術の普及度やエネルギー原単位の目標値を示している。 

 

表 4.6. 鉄鋼業技術普及率とエネルギー消費（低炭素シナリオ） 

指標 2005年 2020年 2035年 2050年 

コークス乾式消火装置（CDQ）普及率（%）  60 80 100 

溶融還元法導入割合（%）  5 15 50 

高炉微粉炭噴射（kg/t鉄）  200 220 230 

炉頂圧発電（TRT）普及率（%）  95 100 100 

転炉ガス回収量（m3/t鋼）  90 100 100 

電炉鋼比重（%）  25 45 60 

鉄鋼比率（%）  0.75 0.65 0.60 

ローリング先進技術普及率（%）  70 80 100 

エネルギー原単位43（kgce/t） 760 650 564 525 

国際的な水準との比較 2030年までには国際的に最高レベルの効率達成 

出典：中国国家発展改革委員会エネルギー研究所タスクフォース（2009） p.151 表 5-3 

 

 もちろん、これは低炭素社会を目指したシナリオの一つに過ぎず、あくまでも目標である。し

かし、炭素制約のみならず、省エネ制約がある中国にとって、企業にとっても政府にとっても、

経済発展のために多大な努力をかけて達成をめざすべき目標だとも言える。 

 いずれにしろ、近い将来において中国における炭素制約が強化されていく可能性が高いことは

確かであり、これに対する十分な認識が中国進出を検討している企業には必要だと思われる。 

                                            
41 それでも、中国においては、エネルギー多消費産業の非常に大胆な統廃合や閉鎖が行われている。例え
ば、中国政府によると、2008年 1月から 5月までに閉鎖された火力発電所は、868基で合計設備容量では 579
万キロワットに達している。閉鎖された火力発電所の内訳は、石炭火力が 133基（449万キロワット）、石
油火力が 681基（83万キロワット）で、1基あたりの平均設備容量は 6700キロワット、閉鎖された石炭火力
の平均設備容量は 3万 4000キロワットであった。閉鎖された火力発電所の資産総額は 117億元（約 1755億
円）、負債額は 67億元（約 1005億円）と見積られている。閉鎖の影響を受けた人員は 5万 6000人で、この
うち現職は 3万 9000人と推定されている。小型火力発電所の閉鎖は 18の省・自治区で実施された。閉鎖さ
れた発電所を地域別に見ると、地方の民間企業の割合が大きく、合計で 369万キロワットであり、これは全
体の 64パーセントを占めている（中国情報局サーチナ 2008年 7月 1日）。 
42 温暖化対策技術の技術移転に関する詳細な議論は、明日香（2009b）を参照のこと。 
43 この原単位の数字は、バウンダリー（境界）などの考え方によって計算方法や結果が異なる。 
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第 5章  日本における政策オプション  

5.1．国際競争力喪失緩和策オプションの検討  

 排出量取引制度導入などによる炭素制約44の賦課によって企業の国際競争量喪失のリスクが懸

念される場合、その対応策として考えられる政府施策は、1）炭素コスト負担を削減、2）炭素コ

ストの差異を削減、3）炭素コストの共通化、の 3つのカテゴリーに分けられる（図 5.1）。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1. 国際競争力緩和のための 3つの施策 

出所：Neuhoff（2008） 

 

 

 この図 5.1に示したように、第 1の炭素コストの負担の大きさを削減する場合は、排出量取引制

度を導入しても、企業の炭素コスト負担は軽減されて製品価格の上昇もない。第 2 の炭素コスト

の差異を削減する場合は、国境において、炭素制約未導入国からの輸入品は炭素コストが賦課さ

れて、炭素制約国国内市場での製品価格は上昇する。一方、炭素制約未導入国への輸出品は炭素

コスト負担分が政府から還付されるため、炭素非制約国国内市場での製品価格は上昇しない。第

3の炭素コストの共通化は、他国においても同様のレベルの炭素制約がかけられる。 

 これらの 3 つをより具体的な政府施策に分類すると、1）排出枠の無償割当、2）減税および補

助金、3）国際オフセット（CDM など）、4）貿易措置、 5）セクトラル・コミットメント、6）

途上国の自主輸出規制、7）消費ベース・アカウンティングの 7つになる。 

                                            
44 炭素制約の有無と、炭素税や排出量取引制度の有無とは必ずしも同じではない。化石燃料使用に規制な
どがある場合も、実質的に炭素制約がかかっていると言える。これに関しては本章の Box. 5.2を参照のこ
と。 
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 表 5.1 は、それらの具体的な内容をまとめたものであり、以下では、個別の施策についてより

詳しく述べる。 

 

            表 5.1. 国際競争力喪失緩和策のオプション 

カテゴ

リー 
緩和策オプ

ション名 
具体的な内容 メリット デメリット 採用国（制度） 

排出枠の無

償割当 
排出枠を無償

で割当。 
実施が容易（1 国だ
けで可能）。 

効率性低下。行政コ

スト高い。 
EU、米国、豪州 

減税（生産

コスト構造

改善） 

法人税や社会

保障費などの

引き下げ。 

実施が容易（1 国だ
けで可能）。 

効率性低下。行政コ

スト高い。 
豪州 

補助金（設

備 投 資 補

助） 

省エネ設備投

資などへの補

助。 

実施が容易（1 国だ
けで可能）。 

効率性低下。行政コ

スト高い。 
EU、米国、豪州 

1）炭素
コスト

負担削

減 

国際オフセ

ット 
国際排出量取

引や CDMの活
用。 

実施が容易（既存の

メカニズム）。 
CDM では、地球全体

の温室効果ガス排出

削減は実現されな

い。資金の国庫流出

というイメージがあ

る。 

 

2）炭素
コスト

差異削

減 

貿易措置 国境で炭素費

用の差異を調

整。 

非炭素制約国に対し

て炭素制約を実質的

に課す。国内での排

出量取引制度導入な

どの政治的受容性を

高める。 

対象国や製品の決

定、炭素含有量の計

算などが困難。WTO
ルールや「共通だが差

異のある責任」原則と

の整合性も課題。 

EU、米国が示唆 

セ ク ト ラ

ル・コミッ

トメント 

途上国の特定

産業セクター

にコミットメ

ント賦課。 

非炭素制約国に対し

て炭素制約を実質的

に課す。 

途上国のコミットメ

ントが必要。ベンチ

マークの数値の決定

が困難。 

EUや日本が途上
国に要求 

途上国の自

主輸出規制 
途上国政府が

輸出税などを

賦課。 

非炭素制約国に対し

て炭素制約を実質的

に課す。自主的なも

のであるため、制裁

を受ける、あるいは

与えるというイメー

ジは避けられる。 

途上国のコミットメ

ン ト が 必 要 。

UNFCCC のもとでの
持続的かつ法的拘束

力があるコミットメ

ントではないため、

国際的に認知されに

くい。 

中国 

3）炭素
コスト

共通化 

消 費 ベ ー

ス・アカウ

ンティング 

消費側に製品

製造の際の温

室効果ガス排

出の責任を賦

課。 

非炭素制約国に対し

て炭素制約を実質的

に課す。消費側の責

任を明確にする。 

国際協調が必要。デ

ータ取得可能性が乏

しい。現在のアカウ

ンティング・システ

ムを根本的に変える

必要がある。 

研究者提案レベ

ル。ただし、一

般 的 に カ ー ボ

ン・フットプリ

ントに対する認

識は高まりつつ

ある。 

出所：著者作成 
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1）排出枠の無償割当  

＜概要＞ 

 政府が排出枠を無償（グランド・ファザリング方式あるいはベンチマーク方式）で企業に割り

当てる。本稿の第 3章 3.1で述べてように、効率性（最小費用での目標達成）を考えた場合、有償

割当（オークション）の方が好ましい。それにも関わらず、無償割当は、主に対企業の政治的受

容性という点から、EU ETS でも、米国や豪州の議会で審議されている法案でも、主要な緩和策

として採用されている。 

 

＜メリット＞ 

・ 企業の経済的な負担が小さくなるため、対企業の政治的受容性が高い。 

・ 他のオプションと比べて、一国だけで実施できる（他国のコミットメントを必要としない） 

 

＜デメリット＞ 

・ 有償割当に比べて効率性が低い（最小費用での目標達成がなされない）。 

・ 産業界や個別企業によるロビイングが予想され、行政コストが大きい。 

・ 生産補助金として働くリスクがある。 

・ 棚ぼた利益を生み出すリスクがある。 

・ 排出量取引制度対象外のセクターの負担が相対的に大きくなる可能性がある。 

・ 製品価格に転嫁されないために、市場に対する価格シグナルが小さくなり、制度の効率性が低

下する（より炭素集約度が低い製品への代替が起こりづらくなる）。 

・ 実績量による還付（output-based rebating）、事後精算（相対目標）、割当の見直し（updating）

などの割当オプションを採用する場合、企業による排出削減の早期行動へのインセンティブが

働かなくなる。 

・ 投資チャンネル45による炭素リーケージに対しては効果がない。 

 

＜今後の展開＞ 

 効率性の低下や行政コストなどの課題は多いものの、短中期的には、各国制度の国際競争力喪

失緩和策の中心となっていくと思われる。ただし、実際の制度設計においては、1）無償割当の対

象となる産業部門の選定基準、2）ベンチマークなどの具体的な数値の決定方法、の二つが大きな

課題となる。特に、ベンチマークについては、1）対象とすべき製品および産業部門の選定方法、

2）実際の数値の厳しさ（排出削減の大きさの決定方法）、3）見直し（update）の有無、4）活動

量（過去か実績か）の選択、5）中間生産物の取り扱い（例：クリンカーとセメント）、などの難

しい判断が必要となる課題が数多くある。また、ロビイングが多くなり、一見、政治的な導入コ

ストは小さいように見えるもの、結果的にはかなり大きなものになると思われる。 

                                            
45 無償割当は、他国（途上国）の炭素制約の状況を変えるものではないため、「企業が海外での新規立地を
選択する」という投資チャンネルによるリーケージのリスク回避の効果は軽減できない。炭素リーケージの

仕組みやチャンネルに関しては本稿第 2章 2.2を参照のこと。 
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2）減税および補助金  

＜概要＞ 

 炭素制約導入による企業のコスト負担増大に対して、法人税の減税、企業の社会保障費負担の

軽減、温室効果ガス排出削減プロジェクト投資への補助金のような形で政府が資金を企業に直接

的に還元する。 

 

＜メリット＞ 

・ 企業への直接的な補償となるため、対企業の政治的受容性が高い。 

・ 法人税や社会保障費などの減免は平均生産コストを減少させる。 

・ 温室効果ガス排出削減プロジェクトへの補助は、平均生産コストを下げると同時に、排出枠価

格も下げる（他の産業部門の限界コストを削減する）。 

・ いわゆる「二重の配当」が生じる可能性がある。 

 

＜デメリット＞ 

・ 対象が特定産業のみの場合は、WTOルール（この場合は、補助金及び相殺措置に関する協定）

との整合性が問題となる可能性がある46。 

・ 企業間あるいは産業間の不公平性が生じるリスクがある。 

・ 法人税減税の効果は、税の大きさや現時点での法人税の支払い額の大きさで異なる。 

・ 社会保障費などの企業負担減免の効果は、その産業が資本集約的か、それとも労働集約的かで

異なる。 

・ 行政コストが大きい。特に、補助金は、減税に比較して行政コストが大きい。 

・ 温室効果ガス排出削減プロジェクトへの補助は、エネルギー使用に対する補助金となりうる

（効率性を低下させる47）。 

  

＜今後の展開＞ 

 オランダでの実証分析では、1）保護すべき産業部門は、一般的に、納税額が小さく、かつ資本

集約型の企業である場合が多いので減税の恩恵は小さい、2）温室効果ガス排出削減プロジェクト

への補助は、（オランダの場合）鉄鋼産業部門と肥料産業部門で特に効果的である、3）アルミニ

ウム産業と非鉄金属産業部門では効果が小さい、4）一般的に温室効果ガス排出削減プロジェクト

投資への補助の補助は効果が大きいものの効率性は下がる、などが指摘されている（de Bruyn et al. 

2008）。 

 結局は、企業間あるいは産業間の負担分配の問題であり、特に対象が特定的な場合、対象に含

まれることを希望する企業からの大規模なロビイングが予想される。 

 

                                            
46 特定の技術導入に対する補助金は良いものの、一般的な補助金は、EUでしばしば問題とされる国家補助
金（State aid）となる可能性がある。これに関しては、Johonston（2008）を参照のこと。 
47 技術オプションが生産量調整オプションよりも選択されやすくなることによって効率性（最小費用での目
標達成）が低下する。 
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3）国際オフセット（CDMなど）  

＜概要＞ 

 企業が、企業内での温室効果ガスの削減を実施するだけではなく、国際的な排出量取引、クリ

ーン開発メカニズム（CDM）、そして共同実施（JI）などの海外クレジットを購買することによ

って削減目標を遵守する。 

＜メリット＞ 

・ 企業および国全体の削減目標遵守コストや炭素リーケージの大きさが軽減される。例えば、米

国で審議されている法案の分析でも、国際オフセットが使えない場合、米国における排出枠価

格が 91％上昇し、追加的に 390 億トン（2015 年−2050 年）削減が ETS の対象となる企業全体

で必要となる（USEPA 2009）。また、Paltsev（2001）は、国際オフセットがあることによって、

炭素リーケージの大きさが半減されるとしている。 

＜デメリット＞ 

・ クレジットの購買資金が海外に流れるため、単純な誤解の部分が大きいものの、資金（税金）

の国庫流失と批判されやすい。 

・ 十分な費用便益の検討なしに、安易に国際クレジットが活用されれば、長期的には、企業にと

っても国全体にとってもマイナス要因となる可能性がある。しかし、国内での排出削減による

メリット（省エネ、国内での資金循環・投資、景気拡大、長期的な生産性向上、インフラ構築、

雇用の創造、大気汚染防止、エネルギ−安全保障の強化など）との定量的な比較は容易ではなく、

判断が難しい。 

・ ポスト 2012 年の制度設計の中身が未定な現状では、クレジットの需給や価格が決まりにくい。

したがって、企業の経営計画や投資計画の策定が困難である。 

・ 既存のスキームであるため、これだけでは「新規対策を実施している」というメッセージ性が

乏しくなる。 

＜今後の展開＞ 

 日本では「悪者」のように評価される場合がある国際排出量取引や CDMだが、逆に、炭素リー

ケージや過大な経済負担を防ぐ合理的なツールとして高く評価される場合の方が国際的には多い

と思われる48。 

 すなわち、ポスト 2013年の温暖化対策の国際制度がどうなろうと、国際オフセットのシステム

自体がなくなることはないと思われる49。したがって、日本社会に存在する誤解を解消すること

も重要になる。 

 

                                            
48 CDMの評価に対しては、研究者、政策担当者、企業などの立場の違いによって意見が異なる。また、国
際的な取引と国内での取引との相違を無視した議論も散見される。 
49 現在、COPの場などでCDMの改革が議論されている。しかし、供給をより拡大しようという方向性と、
よりクレジットの質や環境十全性を高めようとうい方向性がしばしば対立しており、具体的な制度設計が決

まるまで、まだしばらく時間がかかりそうである。 
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4）貿易措置（国境調整）  

＜概要＞ 

 輸出に対しては企業が払った炭素コストを還付し、輸入品に対しては炭素コストを輸入業者に

対して賦課する。もともとは、EU、特にフランスが、米国ブッシュ政権に対して適用を示唆して

いたが、その後、対象が拡大して途上国も含まれるようになった。一方、米国での法案は、中国

などの新興国を対象国として想定している。 

＜メリット＞ 

・ 他国における投資行動にも影響を与えるという意味では、理論的には最も効果があるオプショ

ンである（投資チャンネルによる炭素リーケージに対応する）。 

・ 国内製品に対しては価格転嫁可能という意味で、無償割当オプションよりも効率的である。 

＜デメリット＞ 

 貿易措置には、主に 1）技術的課題、2）法的課題、の二つがある（Box 5.1参照）。 

1）技術的課題 

・ 原則的には、炭素リーケージのリスクに関わるすべての製品（国内製品と海外製品）を対象と

して、それらの炭素含有度を正確に把握する必要がある。その上に、輸入品に対して国内製品

と同じ炭素コストをかける必要がある（直接コストと間接コストの分の両方）。 

・ 下流製品も対象にする必要がある。なぜなら、上流製品（例：鉄鋼）のみ対象とした場合、単

純に炭素制約国において最終製品（例：自動車）の国際競争力が失われるからである。 

・ 他国の「比較可能な努力」の実施度の評価方法が困難である。また、「公平だが差異のある責

任」という大原則との関係の解釈も困難である。 

・ 輸出割合が小さい場合、輸出国の政策への影響は小さい。例えば、中国からの米国への鉄鋼輸

出の割合が小さく、中国政府の施策や中国企業の行動に対する影響は限られる。 

・ 緊密な国際協調が必要となり、技術的な面での行政コストが大きい。 

2）法的課題 

 WTO ルールとの整合性を全面的に否定する論考は少なく、それよりも技術的課題の難しさを

指摘する論考の方が多い（最近の総説としてはWTO 2009や Tarosofusky 2008）。ただし、ケース・

バイ・ケースで考える必要があり、状況もダイナミックに変化するので、提訴されてみないとわ

からないという意見が多い（Ismer and Neuhoff 2007、de Bruyn et al. 2008、Droge et al. 2009）。 

＜今後の展開＞ 

 すでに述べた技術的課題の他に、1）賦課方法（税か排出枠購入か）、2）対象国および対象セ

クター、3）輸入に課すのか、それとも輸出にも課すのか、4）収入の使い方、などに関する判断

が必要となる。また、言うまでもなく貿易摩擦を発生させるリスクは小さくない。したがって、

現実的に実施される可能性は小さいと思われる。そうは言っても、政府の強い態度を自国民に示

す効果は大きく、国内での政治的受容性を高めるという意味で立法化を促すというメリットはあ

る。その意味では、今後も議論され提案され続けると予想される。 
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Box 5.1 貿易措置の WTOルールとの整合性  

 前述のように、いわゆる貿易措置には、輸入へ対する措置と輸出への措置の二つがある。ここ

では、まず排出量取引による炭素費用負担の調整を、炭素税賦課の場合の国境税調整と同じと考

えて議論する。 

1）輸入産品課税 

 この場合、主に問題になるのは、「内国民待遇（National treatment）」と「最恵国待遇（Most favored 

Nation treatment）」という二つの無差別原則との整合性である。 

a. 内国民待遇 

 GATT 第 3 条は、輸入品を不利に取り扱うことを禁じる。しかし、輸出品に対して国内の同

等の税をかける権利は認めている。したがって、問題は、もし炭素含有量に比例して課すので

あれば、（使用したエネルギーの種類や排出係数の違いも含めて）製造方法や環境が異なる製

品の炭素含有量をどのように計算して「正しい税額」を決定するかである。それに対する簡便

な対策あるいは計算方法としては、（実際の炭素含有量や製造方法とは関係なく）いわゆる「利

用できる最善の技術（BAT：Best Available Technology）」や平均技術レベルを用いて製造した場

合の製品の炭素含有度を（代替的に）用いて、一律に計算する方法が提案されている（Ismer and 

Neuhoff 2007）。 

b. 最恵国待遇 

 GATT 第 1 条は、特定の国に対する差別的な取り扱いを禁じる。すなわち、海外の国の温暖

化対策政策の違いで国を差別することができない。しかし、差別しないためには、各国の温暖

化対策の内容を十分に把握し、それによる炭素制約の大きさを定量的に評価する必要があり、

これは容易でない（Box 5.2を参照のこと）。 

 このように難しい課題はあるものの、GATT第 20条の例外条項（人や動植物の生命と健康の保

護、あるいは有限天然資源の保存のためであれば、無差別原則に抵触する措置でも許容される可

能性がある）を適用すれば、ある程度の範囲でのWTOルールとの整合性は問題がなくなる可能性

もある。 

 

2）輸出産品免税 

 この場合、主に問題になるのは補助金に関するルールである「補助金及び相殺措置に関する協

定（SCM：Agreement on Subsidies and Countervailing Measures）」との整合性である。自国製品への

補助金とみなされる過大な還元を防ぐために、ここでも BATアプローチなどを用いた払戻金の計

算方法が必要となる。 

 以上の議論のほかに、排出量取引制度の場合は、価格の変化などの考慮などの特有の問題があ

る。いずれにしろ、現在、貿易戦争を避けるために、多くの研究者が国境税調整の乱用を警告し

ている。例えば、Neuhoff and Ismer（2008）は、UNFCCCのもとでのポジティブ・リストを作成す

るなど、貿易措置の過大な使用を制限するような取り決めを定めるべきだと提案している。 
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Box 5.2 中国における具体的な炭素制約  

 炭素制約の有無と、炭素税や排出量取引制度の有無とは必ずしも同じではない。化石燃料使用

に規制などがある場合も、実質的に炭素制約がかかっていると言える。しかし、炭素制約の具体

的な大きさを検証するのは容易ではなく、特に途上国の場合、データ取得可能性や規制の形骸化

の問題がある。そうは言っても、新興国、特に中国に対する「温暖化対策を何もやっていない」

「炭素制約がない」という批判の検証は必要だと思われる。 

 したがって、ここでは、まず炭素制約の一つの指標として、エネルギーの国内価格に注目した

い。ここ数年、中国では、エネルギー価格が急速に上昇している。例えば、中国のエネルギー基

地と言われる山西省では、07 年から 08 年にかけて、1）保安コスト基金への積立金 15 元/トンの
新規課税、2）資源税をトンあたり 2.5-3.2元引き上げ、3）資源補償費を、これまで販売収入の 1％
であったのを 3-6％に引き上げ、4）鉱業権設定トンあたりの支払額をオークションで入札（平均
で埋蔵量トンあたり 6元）、5）石炭可持続発展基金として 1トンあたり一般炭 14元、無煙炭 18
元、コークス原料炭 20 元の新規課税、6）環境コストとしてトンあたり 10 元の新規課税、7）炭
鉱産業転換基金としてトンあたり 5 元の新規課税、などのさまざまな新税および既存の税の引き
上げが実施されており、これらによって石炭生産コストは 70-80元上昇したと試算されている（堀
井 2008）。08年 7月からは、ガソリン 16.7％、軽油 18.1％、電力料金は平均でキロワット時あた
り 0.25元（値上げ幅は 4.7％）などの大幅値上げが実施されている。 
 これらの税負担によって、現時点の中国国内エネルギー価格は、他の先進国と大きな差異はな

い。例えば、06年時点の発電用石炭末端価格は、中国が 62.3USドル/t、米国や日本は、それぞれ
38.6USドル/tと 51.5USドル/tである（1USドル＝7.979元）。また、06年時点の工業用電力末端
価格は、中国 0.065US ドル/kWh、米国 0.061US ドル/kWh、フランス 0.051US ドル/kWh、韓国
0.065USドル/kWhである（国家発展改革委員会エネルギー研究所タスクフォース 2009）。 
 さらに、中国政府はすでにエネルギー多消費産業や製品に対する自主的な輸出規制を実施して

いる。これは具体的には、1）07年 7月から、エネルギー多消費産品 2831品目を輸出増値税還付
制度から除外、2）07年 8月から、鉛、亜鉛、銅、タングステンなどへの課税を 3倍から 16倍に
引き上げ、3）07年 7月から、一部のアルミニウム産品に対して 15％の輸出税を賦課、4）08年 1
月から、棒鋼、鉄筋、薄板、などの鉄鋼半製品の輸出税を 15％引き上げ、5）08 年 1 月から、鉄
鋼製品、合金鉄、コークス、鋼ビレットなどの輸出税を 25％引き上げ、などである。 
 実は、米国と中国との間には、すでに鉄鋼分野において、いわゆる貿易摩擦が起きている。陳

（2008）によると、90年から 06年において、米国での対中アンチダンピング提訴数は、鉄鋼製品
分野および鉄鋼分野が 23件で最も多い（アンチダンピング提訴対象国としても、中国が単一国と
しては最多）。したがって、貿易摩擦の回避と新規市場開拓という理由で、中国の鉄鋼輸出に占

める対米輸出シェアは 1998年の 11％から 2005年の 7％にまで低下した。 
 いずれにしろ、このような措置を通じ、中国政府は、高エネルギー消費製品輸出抑制強化と同

時に、輸入相手先から貿易制限措置を課されることを回避しようとしている。これらは、現在、

EU や米国が国境税調整を中国製品に課したのと同じ効果があり、中国からの輸出量は実際に減
少している。Wang and Voituries（2009）は、このような施策に関して「06年-08年に中国で実施さ
れた税賦課などによる自主輸出規制は、鉄鋼は 30-40Euro/t-CO2、アルミニウムは 18-26 Euro/t-CO2

の国境税調整を輸入国側が実施したのと同じ」と推算している。すなわち、これらの輸出品に関

しては、すでに EU ETSと同レベルでの炭素価格付けが行われているとも言える。 
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5）セクトラル・コミットメント  

＜概要＞ 

 これは、各国の産業部門毎の取り決め、あるいは協力を意味するセクトラル・アプローチの一

つである50（Box 5.3 参照）。例えば、ある特定セクターの原単位（例：鉄鋼業の単位粗鋼生産量

あたりのエネルギー消費量あるいは温室効果ガス排出量）目標を途上国の産業部門も巻き込んで

国際的に決める51。しかし、セクター全体がキャップを受け入れることにもなるため、途上国に

とっては、これまでのコミットメントに比べるとかなり厳しいものになる可能性がある。 

＜メリット＞ 

・ 途上国の炭素制約を進めることになるため効果が高い（投資チャンネルによる炭素リーケージ

に対応する）。したがって、中長期的緩和策として期待は大きい。 

・ 国内で排出量取引制度導入を批判している産業部門を説得するのに役立つ。 

・ 途上国の各セクターの具体的な状況がわかるので、技術移転がしやすくなる（企業にとっては

ビジネス・チャンスにもつながる）。 

＜デメリット＞ 

・ 途上国政府あるいは途上国の企業が、自らその必要性を認識して受け入れる必要があり、その

ための政治交渉や国際協調が不可欠である。 

・ データの取得可能性や企業の多様性などの問題から、実際にベースラインやベンチマークを設

定するのが難しい。 

＜今後の展開＞ 

中国など新興国に対する国際社会からの圧力は強まる中、さまざまなオプションの中で、途上

国政府が採用する可能性があるものとして、特定セクターの原単位目標があった。したがって、

多くの国の政府や研究機関が中国を始めとする途上国でのセクターの原単位目標の可能性に関す

る研究を精力的に行った。 

しかし、このような国際社会からの圧力にも関わらず、中国の胡錦濤主席は、2009 年 9 月 22

日の国連気候サミットの場で CO2原単位目標の形でのコミットメントを公表した。すなわち、中

国は、セクターではなく、国全体数値目標をコミットメントの形として選択したと言える。 

したがって、少なくとも近い将来においては、中国での産業セクターのみのコミットメントが

中国の公式なものとして発表される可能性は低い。そうは言っても、今後、国際交渉の結果とし

て、中国全体の CO2原単位目標を補足する形で中国の特定セクターにおけるコミットメントに関

しても合意される可能性もある。 

                                            
50 最近の総説は Bodansky（2007）、Baron et al.（2007）、Baron et al.（2009）、Colomber and Neuhoff（2008）、
明日香（2008b）がある。 
51 途上国がセクターにおける原単位目標（ベンチマーク）を決め、それ以上に削減した場合は、クレジット
として国際市場で売却できるような仕組みは Sector Crediting Mechanism（SCM）と呼ばれ、ここ数年、その
実現可能性に関して様々な研究調査が実施された。しかし、結局、1）ベンチマークをなる数値の決め方が難
しい、2）途上国にとってのメリットが確定していない、などの理由で、UNFCCCのもとで新たな制度とし
て COP15で導入される可能性は小さいと思われる（Box 5.3を参照のこと）。 
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Box 5.3 セクトラル・コミットメントとセクトラル・ア
プローチとの関係  

 日本で流布している「セクター別アプローチ」「セクター・アプローチ」「セクトラル・アプロ

ーチ」（英語では、Sectoral approach が一般的な言い方で、Sector-based approach が使われる場合も

多少ある）などの一連の言葉は、下記の 4 つの意味が混同して使われており、国際的な認識との

乖離、誤解、そして混乱がある。 

1）途上国の特定セクターに排出削減（抑制）のコミットメントを課す提案 

2）先進国も途上国も国別総量目標は持たずに、国際的な連合組織が各国の各セクターの削減目

標をまとめて実施を義務付けて管理する国際的な枠組みを構築すべきという提案（2008 年 1 月

のダボス会議までの国際交渉における日本政府の正式なポジション） 

3）先進国間の削減目標を差異化する際の基準のひとつである効率性（例：単位製品生産量あた

りのCO2排出量）をより重視すべきという提案 

4）国別総量目標を定める場合に、各セクターの削減量を積みあげて計算すべきという提案 

 この中では、1）の意味が、現状でEUが提案しているセクター・クレディティング・メカニズム

（SCM：Sector Crediting Mechanism）および本稿でとりあげているセクトラル・コミットメントに

近い。 

 そもそも世界で最初にSectoral approach という言葉を使い、その概念を体系的に打ち出したの

は、米国のシンクタンクCenter for Clean Air Policy（CCAP）である。その後、国際エネルギー機関

（IEA）やドイツのシンクタンクEcofys なども総説的なペーパーを書いたり、制度設計に関する

具体的な研究を進めたりしている（Baron et al. 2007、Ecofys 2007、Baron et al. 2009）。しかし、い

ずれも基本的な考え方というのはCCAP のものに沿っているため、この「Sectoral approach の宣教

師」とも呼べるCCAP の考え方や定義がほぼ世界的な共通認識となっている。 

 このようなCCAP が主唱するSectoral approach の具体的な制度設計におけるポイントは、短期

的には国全体での総量目標を受け入れる可能性が非常に小さい途上国に対して、特定産業セクタ

ーあるいはサブセクターのみに特定の技術や機器の利用を前提とした原単位効率目標（ベンチマ

ーク：例としては単位製品生産量あたりのCO2排出量）を設定することによって、たとえ国全体

の排出量の一部であっても、実質的な排出総量上限（キャップ）を数値目標として課すことであ

る。すなわち、冒頭で整理した 1）の意味が、一般的に使われているものである。 

 すなわち、この Sectoral approach は、先進国が途上国へ投げかけた「アメ」と「ムチ」の両方

が組合わさった提案であり、「ムチ」の内容も具体的には明らかになっていないものの、「アメ」

の内容はもっと明らかになっていないというのが現状である。地球全体での効果としては、途上

国における排出削減（抑制）が進むことによって、地球全体での排出量削減（抑制）が進む可能

性がある。一方、甘い原単位目標キャップを与えることによって、何らかの形で排出量取引制度

が入った場合、地球全体での排出量削減（抑制）が進まない可能性もある。すなわち、ベンチマ

ークの設定の仕方によって、プラスにもマイナスにもなる。最大の課題は、ベンチマーク設定の

難しさである。なぜなら、ベンチマークの数値自体や、それに至る経路を、各国固有の状況（現

在および将来におけるエネルギーミックス、政策、産業構造、経済成長、活動量など）を考慮し

て差別化したものを各国自らが作成して、それを国際社会が承認する必要があるからである。 
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6）途上国の自主輸出規制  

＜概要＞ 

 途上国が、自主的に炭素集約製品の輸出規制を行う（例：中国における鉄鋼製品に対する輸出

税の賦課。Box 5.2参照）。Muller and Sharma（2005）が、実際の中国と国際社会との貿易摩擦の

前例（繊維分野）をふまえて、途上国の温暖化対策のコミットメントの一つとしての自主輸出規

制の意義を明らかにしている。また、Wang and Voituriez（2009）は、中国における、この「間接

的」な炭素制約の大きさを定量的に推算している。 

＜メリット＞ 

・ 自主的なものであるため制裁的な色が薄まる。 

・ 炭素制約が実質的に課されることになる。 

・ 税収入は、途上国政府の国庫収入となる。 

＜デメリット＞ 

・ UNFCCCのもとでの法的拘束力がある仕組みではない。したがって「温暖化対策のために実施

している」というメーセージを国際社会に対して出しにくい。 

・ 途上国側が、その必要性を認識して実施する必要がある。 

・ 恒久なものではく、経済状況や政治状況によって変化する52。 

・ 市場環境に影響を受ける（例：市場において製品が価格追随者の場合、実際には価格を上昇さ

せることはできないので実施が困難になる）。 

・ 輸入国の消費者にとっては、輸入品価格が上昇することになる。 

＜今後の展開＞ 

 例えば、中国と米国の場合、本章の Box 5.2 で述べたように、すでに鉄鋼部門などで貿易摩擦

が顕在化していて、中国政府によって様々な自主的な輸出規制が行われている53。また、中国で

の省エネ政策、再生可能エネルギー導入政策、大気汚染対策、などが強化されることはあるにし

ても、大きく変更される可能性は小さい。したがって、このような輸出税賦課のような政策は、

今後とも継続されていくと思われる。一方、炭素税や排出量取引制度が途上国においても導入さ

れて、既存のエネルギー関連諸税が、これらに置き換わる可能性もある。いずれにしろ、実質的

な炭素制約ともいえる途上国でのエネルギー・温暖化政策に対する国際社会の認識は非常に乏し

い。ある意味では、このような誤解や無知が国際交渉や国際協調を阻止しているとも言える。し

たがって、輸出国と輸入国、あるいは先進国と途上国の間のコミュニケーションの深化が求めら

れる。 

                                            
52 例えば中国の場合、2008年からの世界的な経済危機によって、Box.5.2で示したような還付金制度の除外
対象は見直されている。Droge et al.（2009）は、「中国の自主輸出規制は実質的な炭素制約ではあるものの、
非持続的で不透明であることが課題」としている。 
53 このような自主規制は、気候変動対策や大気汚染防止だけが目的ではなく、輸出国政府にとっては、税
収増などの様々な目的がある。価格弾性や市場の状況（例：価格決定者か？それとも価格追随者か？）によ

って目的や効果が異なるので、何が第一の目的かを判断するのは難しく、ケース・バイ・ケースで考えざる

を得ない。しかし、中国の場合、おそらく目的を一つだけあげるとすれば、それは省エネだと思われる。 
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7）消費ベース・アカウンティング  

＜概要＞ 

 これまで国家の温室効果ガスのインベントリーのアカウンティングは、国境をバウンダリーと

して、その中で排出された温室効果ガスを当該国の排出量としていた。この生産ベース・アカウ

ンティングに対して、輸出される貿易財などを製造するために排出された分を、生産側ではなく

て、その貿易財の使用国あるいは消費者の側に課すようなアカウンティングの方法を消費ベー

ス・アカウンティングと呼ぶ（Peters 2008、Wiedman et al. 2008、Peters and Hertwich 2008）。 

＜メリット＞ 

・ 炭素集約度が高い製品の消費抑制につながる。 

・ 炭素リーケージの懸念が解消される54。 

＜デメリット＞ 

・ 中間製品を含めた製品は多種多種であり、サプライチェーンも様々である。したがって、それ

らのカーボン・フットプリントを正確に計算するのは難しい。 

・ 一般的に、電力を除いて、消費側の消費量を算定するようなシステムは存在していない。 

・ バウンダリーや原料（電力、アルミ、鉄）の排出係数などの決め方が難しい。 

＜今後の展開＞ 

 現在、消費ベース・アカウンティングが注目されている背景には、1）進展するグローバリゼー

ション、2）企業によるカーボン・フットプリントや製品のカーボン・ラベリングの動き、3）生

産ベース・アカウンティングと消費ベース・アカウンティングの量的な乖離傾向の拡大、4）途上

国での排出削減への国際的な圧力の拡大55、5）EUや米国での国際競争力喪失に対する懸念の拡大、

6）省エネ努力比較のために各製品のベンチマーク作成の動き、7）途上国での MRVの拡充、など

がある（Droge et al. 2009）。実際に、英国の炭素削減コミットメント（CRC）56は、消費側電力消

費に対して規制を課している。 

 また、マクロレベルでも、消費ベース・アカウンティングの考え方は、「カナダの天然ガス輸

出」57「日本の省エネ技術の輸出」などの「消費者が得るメリットの一部を生産者に対してもクレ

ジットとして与えよ」という議論と同じ構造を持っている。 

 いずれにしろ、消費ベース・アカウンティングは、注目されつづけるのは必至である。しかし、

技術的な課題は多く残っている。したがって、生産ベース・アカウンティングをすぐに代替する

ような存在ではなく、しばらくは補足的なものとして位置づけられていくと考えられる。 

                                            
54 輸入側が、炭素集約度の低い製品を選択するため、実質的に輸出国（主に途上国）側に炭素制約がかかっ
たのと同じ状況になることによって炭素リーケージが防止される。 
55 これに対応するような形で、最近、中国での「輸出にともなう排出量」の推算がよく行われている（例え
ば、Weber et al. 2008）。 
56 CRCは、大企業や公共機関を対象とする義務的なキャップ・アンド・トレード制度で、気候変動協定及
び EU ETSでカバーされていない排出に対処する（スーパー、大学、政府機関などが対象）。割当方法はオ
ークション。キャップとは別に、経済的インセンティブや企業の社会的責任に関するインセンティブも与え

る。 
57 カナダ政府の提案は 2002年の COP8で拒否された。 
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5.2．排出枠の割当方法および保護産業の選定  

1） 無償割当と有償割当との組み合わせ方法  

 最初に、排出枠の有償割当と無償割当の評価について確認しておく。本稿の第 3 章で述べたよ

うに、有償割当が無償割当に対して優位な点は以下のように整理できる。 

・ 環境対策の中心的な原則である汚染者負担原則（PPP）を具現化する。 

・ 企業の棚ぼた利益（wind-fall profits）を回避できる。 

・ 正しい炭素価格シグナルを市場に送ることができる。 

・ 各産業間の排出枠割当量の計算が不要になる58。 

・ オークション収入が活用できる（GDP損失を緩和する）。 

・ 行政コストが小さい。 

・ 早期削減行動に報いる。 

・ 新規参入者に対して公平である。 

 すなわち、有償割当によって、無償割当の非効率性や複雑性などの課題を克服することが可能

である。 

 次に、無償割当の中の 2 つのオプションであるベンチマーク方式とグランドファザリング方式

を比較した場合のベンチマーク方式の優位な点は以下のように整理できる。 

・ 先端技術の普及が促進される。 

・ 割当方法の透明性が高い。 

・ 新規参入者の排出枠の計算にも使える（新規参入者に対して公平である）。 

・ 早期削減行動に報いる。 

・ 正しい炭素価格シグナルを市場に送ることができる。 

 このように、有償割当が無償割当に対して多くの優位点を持っており、無償割当においても、

ベンチマーク方式がグランドファザリング方式に対して多くの優位点を持っている。しかし、本

稿の第 3章 3.1でも述べたように、国際競争力喪失の緩和という点では、無償割当が効果的である

ことも事実である。したがって、これまで述べたきたように、リスクを無視してすべての排出枠

をオークションで配分というのは政治的に難しいという現実を踏まえると、日本政府は、オーク

ション、ベンチマーク、グランドファザリングの 3 つの組み合わせを政策オプションとして検討

することになる。 

                                            
58 ここで重要となってくるのが、排出量取引制度対象部門の排出枠設定の問題、つまり、排出量取引制度
対象部門と排出量取引制度非対象部門（業務・家庭・運輸の燃料消費など；電力は上流でカバーされている

と見なす）の負担分担の問題である。基本的には、1）経済全体にかかるキャップを各部門が等しく行う（例：
CO2について国全体の目標がマイナス 25％なら、全部門が等しく 25％削減）、2）各部門の限界削減費用が
等しくなるように排出枠を設定する、などが考えられる。後者の方が経済合理的ではあるものの、データ取

得可能性や、その信頼性に課題が残る。なお、それぞれのキャップに対する限界費用を見て、それぞれに対

する割当が効率的かどうかを判断することは国立環境研究所の AIMモデルで可能ではある。 
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 表 5.2は、それぞれの組み合わせを、効率性、行政コスト59、炭素リーケージのリスク削減効果、

の 3つの観点から比較評価したものである。 

  

         表 5.1. 排出枠割当方法のオプションの組み合わせ 

組み合わせ 
効率性 行政コ

スト 
公平性 早期行

動配慮 
国際競

争力喪

失緩和 

透明性 GDP 損
失緩和 

1）すべてオークション 6 6 6 6 1 6 6 

2）オークションが主で、保護産業
部門はベンチマーク 

5 5 5 5 2 5 5 

3）オークションが主で、保護産業
部門はグランドファザリング 

4 4 4 4 3 4 4 

4）ベンチマークが主で、保護産業
部門はグランドファザリング 

3 1 3 3 4 3 3 

5）グランドファザリングが主で、
保護産業部門はベンチマーク 

2 2 2 2 5 2 2 

6）すべてグランドファザリング 1 3 1 1 6 1 1 

                   注：各オプションを 6段階で評価。6が最高点で 1が最低点。 
出所：筆者作成 

 

 本稿で繰り返し述べてきたように、実際に国際競争力喪失のリスクがある産業部門は限られて

いることから、表 5.1に示した比較評価などを考慮すると、2番目の「オークションが主で、保護

産業部門はベンチマーク」というオプションが最も好ましいと考えられる。 

 なお、発電部門は、（貿易量がゼロなので）国際競争力喪失とは関係ない。したがって、効率

という意味でも公平という意味でも、いわゆる直接方式で排出枠をオークションで割り当てるの

が好ましいと考えられる。 

 

3）ベンチマークの計算方法  

 一般的に、ベンチマークによる排出枠の割当は以下のように計算する。 

          FA = AL x BMe                                     （5.1）                     

ここで、 

FA：無償割当量（t-CO2/年） 

AL：活動量（t-Product/年） 

BM：ベンチマーク（t-CO2/t-Product） 

                                            
59 ここでの行政コストには、企業からのロビーイングの多さや、それへの対応に要するコストも含む。 
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活動量は以下のように推算する。 

                  AL = C x CF x AF                  （5.2）    

  ここで、 

C：設備容量 

CF：設備稼働率（過去あるいは標準値） 

AF：調整係数 

 ベンチマークの計算式は以下のようになる。 

          BMe = BMenergyE + BMfuelmix + BMprocessE                （5.3） 

 ここで、 

BMenergyE：エネルギー原単位（GJ/t-Product）のベンチマーク 

BMfuelmix：使用燃料のベンチマーク（t-CO2/GJ） 

BMprocessE：生産プロセス排出のベンチマーク（t-CO2/t-Product） 

 したがって、ベンチマークと割当量を確定するために、以下のステップが必要になる。 

ステップ 1：ベンチマークのバウンダリー（境界）を確定 

ステップ 2：効率が良い技術（例：上位 10％）によるエネルギー原単位ベンチマークを確定 

ステップ 3：使用燃料およびプロセス排出のベンチマークを確定 

ステップ 4：活動量を確定 

 

4）ベンチマーク方式の原則  

 以下は、一般にベンチマークの数値を策定する際の原則として指摘されている点である60

（Ecofys and Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research 2009）。 

・ 製品毎にベンチマークを設定し、同一製品には同一技術のベンチマークを採用する（1 製品 1

ベンチマーク）。 

・ 設備の種類、稼働年数、大きさ、原材料、気候条件に関わらず、同様な製品を生産する場合、

同じベンチマークを設定する。 

・ 貿易される中間製品がある場合は、異なるベンチマークを設定する。  

・ 設備の種類や所在と関係なく燃料のベンチマークを設定する。 

 

 

                                            
60 これらは、主に 1）効率性、2）中間産品の代替可能性、という 2つの点を重視した原則である。詳しく
は、本稿第 3章、Cremer（2009）、Ecofys et al.（2009）などを参照のこと。 
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5）EU ETSでのベンチマーク  

 EU 委員会から受けたコンサルティング会社の Ecofys らは、産業界などへのインタビューや文

献調査を行うことによって、2009 年 10 月に以下のような具体的なベンチマークの数値を提案し

ている（Ecofys et al. 2009）。 

 

表 5.3.  EUETSで具体的なベンチマークが提案されている産業部門と製品 

産業部門 製品数 製品名 

鉄鋼 4 コークス、焼結鉄、溶銑、電炉鋼 
化学 8 硝酸、スチームクラッキング方式による高付加価値化学製品、アジピン

酸、アンモニア、水素・合成ガス、ソーダ灰、芳香族化合物、カーボンブ

ラック 
セメント 1 クリンカー 
石油精製 2 高付加価値化学製品など 
製紙・パルプ 9 クラフトパルプ、サーモメカニカルパルプ、再生紙、新聞印刷用紙、非コ

ーティング紙、コーティング紙、ティッシュー、コンテナ用板紙、カート

ン用板紙 
石灰 2 石灰石、ドロマイト 
セラミック 7 塊状粘土、上塗り用レンガ・舗装材料、瓦など 
ガラス 3 板ガラス、中空ガラス、ガラス繊維 
アルミニウム 4 アルミナ、アルミ新地金、アルミニウム二次製錬など 
ミネラルウール 1  
石膏 4 生石膏、漆喰、ガラス繊維補強石膏など 

                         出所：Ecofys et al.（2009） 

                         注：この表では、具体的な数値は省略している。 

 

 これによると、11産業分野の計 45の製品がベンチマークの対象、すなわち保護の対象となって

いる61。 

 

6）日本における保護産業の選定  

 上記で紹介した EU ETSにおけるベンチマークの設定例や日本における既存研究62などを参考に

し、本稿第 2章 2.5および 2.6で説明した炭素集約度と貿易集約度の基準を設定することによって、

日本においても以下のような考え方でベンチマークの対象となる産業部門および製品を具体的に

決定することができる。 

                                            
61 これと、本稿第 3章で紹介した EUの分析による保護対象産業部門 151部門との関係は不明である。しか
し、EU ETSの制度設計では、炭素リーケージの制度設計とベンチマークの制度設計は同時並行して行われ
ている。したがって、Ecofys et al.（2009）は、151分野を意識して、この 45製品のベンチマークを作成した
と思われる。すなわち、151分野を念頭に置きつつ、様々なステークホルダーとの対話を経て、現実的にベ
ンチマーク策定の意義があり、かつ技術的に可能という結論に達したのが、この 45製品だと考えられる。 
62 日本では、総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会工場等判断基準小委員会で、鉄鋼業などの
原単位の具体的な数値について議論されている（日本鉄鋼連盟 2008）。 
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条件 1：産業連関表の 401 部門で、例えば、炭素集約度＞5％かつ貿易集約度＞10％の産業部門

を同定63。 

条件 2：その中で EU ETSにおいてベンチマーク方式の対象となっている産業部門あるいは製品

であれば無条件に、そのベンチマークの数値を採用。 

条件 3：EU ETSのベンチマーク方式の対象となっていない場合は、独自にベンチマーク数値を

設定。 

条件 4：条件 1にあてはまらなくても、EU ETSでベンチマーク方式の対象となっている場合は、

定性的な検討を行ってベンチマーク方式による保護が必要かどうかを判断。 

 図 5.2 は、日本におけるベンチマーク方式による割当方法の対象を決める際の考え方の流れを

例示的に示したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

              図 5.2 割当方法決定に関するフロー・チャート 

              出所：著者作成 

                                            
63 EUも、米国も、炭素集約度は 5％を閾値としている。貿易集約度は、日本の場合、より貿易依存度が大
きいと思われるので、ここではとりあえず 10％とした（EUは 30%、米国は 15％）。しかし、EUも米国も、
ともに炭素集約度および貿易集約度のみの閾値を設定している。実際に、日本でも、いくつかの数値を組み

合わせて、「適切な」閾値を決めていくことになると思われる。しかし、まさにこのような作業が、行政コ

ストを増大させると同時に、恣意性や大量のロビーイングを招くことによって、結局、不公平なものにもな

る（声が大きい産業部門が得をするため）。これらが無償割当の問題点だと言える。 
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第 6章 結論  

1. 日本の中長期削減目標と制度設計  
 日本政府の温室効果ガス排出削減の中長期目標は、少なくとも現時点では、1990 年比で 2020

年に 25％削減、2050 年に 80％削減となっている。今後の国際交渉で多少の変化がある可能性は

あるものの、これらの目標を実現するためには、低炭素社会への産業構造の急激な転換が必要と

いうことには変わりがない。 

 そのための政府施策オプションとしては、規制、排出量取引、炭素税、補助金などが考えられ

る。しかし、多くの国が排出量取引制度を導入して、国際共通炭素税の導入が難しい現状を考え

れば、日本でも排出量取引制度を中心としたポリシー・ミックスが必要であることはほぼ自明で

ある。 

 ただし、排出量取引という制度の中においても多くの政策オプションがあり、なるべく効率的、

公平、そして行政コストが小さいオプションを選択する必要がある。そうでなければ、結局は、

国全体のコストアップにつながり、それこそ国益を失うことになる。 

 その排出量取引制度構築のための具体的なオプションの選択においては、企業の国際競争力喪

失や炭素リーケージのリスクを十分に考慮するべきであり、そのためには定量的な分析に基づい

た丁寧な議論が必要である。すなわち、先行事例、過去のデータの分析、現在および将来におけ

る競争環境の分析、そして経済モデルを用いたシミュレーションが不可欠である。 

 

2. 国際競争力喪失のリスク分析  
 本研究では、上記のような問題意識のもとで、排出量取引制度導入が日本企業に与える影響に

ついて、国際競争力喪失および炭素リーケージのリスクという観点から定性的かつ定量的な分析

を行った。 

 その結果、1）EU ETSの第 1期（2005年-2007年）では、EU企業は利益と生産量の両方を増大

させている、2）米国の排出量取引制度法案に関する分析研究でも、一部の産業部門や製品を除い

て国際競争力喪失や炭素リーケージは起きないことを示している、4）米国でも EUでも、鉄鋼、

アルミニウム、肥料、セメント・石灰、無機化学などの産業部門が国際競争力喪失のリスクが高

い、5）ただし、日本の場合は、アルミニウム産業が存在せず、炭素・黒鉛製品や陶磁器以外のセ

メント製品の貿易集約度は高くない、6）過去の統計データから求めた需要関数などによると、米

国でも EUでも日本でも、3000円/t-CO2の炭素価格の有償割当で機会費用を製品価格に 100％転嫁

した場合、鉄鋼製品の価格上昇による需要減少は 3％程度と推算される、7）中国などの途上国に

も炭素制約が実質的に導入されつつある、などが明らかになった。 

 これらは、日本への排出量取引制度の導入の際においても、日本企業の海外移転や大きな炭素

リーケージを懸念する必要性が高くないことを示唆している。 

 

3. 排出量取引の具体的な制度設計  
 そうは言っても、現実的には、排出量取引の制度導入の際には、国際競争力喪失のリスクがあ

る産業部門や製品への何らかの保護措置が必要だと思われる。その政策オプションとしては、1）

排出枠の無償割当、2）減税および補助金、3）国際オフセット（CDMなど）、4）貿易措置、 5）
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セクトラル・コミットメント、6）途上国の自主輸出規制、7）消費ベース・アカウンティングな

どがあるが、現実的な第一オプションは、1）の排出枠の無償割当だと考えられる。実際に、これ

までの EU ETS の第 1 期での経験を反面教師にして、米国政府も豪州政府も、そして EU 自身も

EU ETSの第 3期（2013年以降）では、このオプションを選択している。 

 したがって、日本の排出量取引制度の制度設計の基本原則は、有償割当（オークション）を主

とし、炭素集約産業および貿易集約産業に対してのみ、国際競争力喪失リスクを緩和するために

ベンチマーク方式で排出枠を無償で割り当てる方法が望ましいと考えられる。これが最もバラン

スがとれたオプションであり、オークション収入の還元は、温暖化対策がもたらすGDPへの損失

や逆進性問題を緩和することも可能にする。 

 

4. 最後に  
 冒頭にも述べたように、温室効果ガスを 1990年比で 2020年に 25％削減、2050年に 80％削減と

いう目標の達成は、日本の産業構造の大幅な転換なしでは実現不可能である。このための費用は

投資であり、日本社会の低炭素化には必要不可欠である。また、炭素制約を入れることによって、

日本企業が得意とする「ものづくり」がなくなる訳ではない。逆に、炭素制約が結果的にもたら

す新しい「ものづくり」産業の創出は、雇用を拡大すると同時に、中長期的には日本企業の国際

競争力を強めることにつながる。 

 いずれにしろ、実際には、排出量取引の具体的な制度設計においては、実に様々な政策オプシ

ョンがあり、時間制約はあるものの、様々な点を考慮した十分な比較検討が必要である。その際

には、効率性、政治的受容性、そして公平性のトレード・オフを意識しながら、ベスト、あるい

はセカンドベストのオプションを選択することが好ましい。少なくとも、「最悪のオプションが

ある時は、必ずその最悪のオプションが選択される」というマーフィーの法則が、今回の場合は

当てはまらないことを期待したい。 
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Appendix: 産業連関表 401 産業部門の炭素集約度、
貿易集約度、対国内生産額割合  
（MVAS が大きい順に並べている。参考までに、MVAS が 5％以上かつ貿易集約度が 10％以上は
青色の網がけにしている） 

 

産業部門名 NVAS MVAS 
貿易 
集約度 

対国内生

産額割合 

銑鉄 3.46% 129.97% 1.30% 0.13% 

セメント 4.13% 103.69% 3.93% 0.05% 

外洋輸送 0.00% 55.78% 99.64% 0.19% 

フェロアロイ 4.53% 41.02% 61.84% 0.01% 

自家発電 0.00% 39.31% 0.00% 0.13% 

石油化学基礎製品 5.93% 17.52% 3.13% 0.13% 

石炭製品 0.61% 15.67% 6.50% 0.08% 

ソーダ工業製品 9.50% 14.93% 3.22% 0.06% 

粗鋼（電気炉） 4.13% 11.99% 0.33% 0.11% 

事業用発電 0.48% 11.52% 0.17% 1.62% 

塩 0.74% 11.49% 32.98% 0.01% 

脂肪族中間物 3.58% 11.24% 24.18% 0.19% 

パルプ 6.43% 10.26% 24.83% 0.07% 

航空輸送 0.07% 9.46% 50.26% 0.27% 

圧縮ガス・液化ガス 7.42% 8.04% 1.70% 0.03% 

板紙 3.34% 7.51% 2.80% 0.07% 

下水道★★ 3.23% 7.36% 0.07% 0.12% 

鉛・亜鉛（含再生） 4.33% 7.22% 10.46% 0.02% 

合成ゴム 3.39% 7.20% 18.65% 0.06% 

石油化学系芳香族製品 0.66% 7.06% 17.23% 0.06% 

環式中間物 2.13% 7.01% 57.47% 0.13% 

合成染料 0.92% 6.89% 77.97% 0.01% 

レーヨン・アセテート 1.53% 6.88% 40.44% 0.01% 

その他の合成樹脂 0.96% 6.80% 57.72% 0.04% 

洋紙・和紙 2.34% 6.28% 8.22% 0.24% 

熱供給業 1.76% 6.03% 0.00% 0.02% 
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その他の有機化学工業製品 1.47% 5.65% 29.86% 0.09% 

沿海・内水面輸送 0.03% 5.62% 0.35% 0.10% 

アルミニウム（含再生） 2.29% 5.26% 57.31% 0.04% 

鋳鍛鋼 0.76% 4.53% 0.52% 0.03% 

廃棄物処理（公営）★★ 0.26% 4.52% 0.00% 0.13% 

化学肥料 1.65% 4.43% 14.70% 0.04% 

熱可塑性樹脂 1.19% 4.41% 18.59% 0.15% 

メタン誘導品 1.42% 4.39% 35.95% 0.01% 

合成繊維 1.85% 4.32% 30.92% 0.06% 

耐火物 2.30% 4.25% 15.43% 0.03% 

可塑剤 0.90% 3.95% 6.63% 0.01% 

銅 1.78% 3.92% 31.27% 0.03% 

その他の建設用土石製品 0.47% 3.89% 2.62% 0.03% 

熱間圧延鋼材 0.76% 3.85% 16.89% 0.47% 

無機顔料 1.30% 3.70% 29.86% 0.03% 

でん粉 0.83% 3.65% 6.23% 0.02% 

動物油脂 1.01% 3.59% 36.46% 0.00% 

冷間仕上鋼材 1.59% 3.55% 13.98% 0.27% 

ガラス繊維・同製品 0.97% 3.55% 19.25% 0.03% 

ぶどう糖・水あめ・異性化糖 1.22% 3.53% 4.32% 0.01% 

鋳鉄管 0.67% 3.52% 1.52% 0.02% 

炭素・黒鉛製品 1.03% 3.51% 36.31% 0.02% 

その他の無機化学工業製品 1.09% 3.47% 29.97% 0.08% 

砂糖 0.79% 3.44% 15.43% 0.03% 

鋳鉄品及び鍛工品（鉄） 1.34% 3.32% 1.38% 0.14% 

高機能性樹脂 0.85% 3.06% 31.25% 0.05% 

めっき鋼材 1.02% 2.98% 23.79% 0.14% 

熱硬化性樹脂 1.07% 2.96% 25.69% 0.06% 

特用林産物（含狩猟業） 0.59% 2.92% 22.92% 0.02% 

陶磁器 0.29% 2.84% 21.45% 0.09% 

漁業（沿岸・沖合・遠洋） 0.00% 2.80% 18.41% 0.13% 

廃棄物処理（産業） 0.11% 2.69% 0.01% 0.22% 

染色整理 0.51% 2.64% 0.00% 0.07% 

金属鉱物 2.19% 2.61% 98.47% 0.00% 
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その他の非鉄金属地金 1.70% 2.50% 70.25% 0.05% 

その他の窯業・土石製品 0.40% 2.49% 17.00% 0.09% 

油脂加工製品 0.41% 2.37% 26.42% 0.01% 

石炭 2.08% 2.36% 94.42% 0.00% 

その他の非金属鉱物 1.20% 2.13% 94.83% 0.00% 

石油製品 0.20% 2.13% 15.34% 1.23% 

板ガラス・安全ガラス 0.56% 2.08% 12.54% 0.06% 

花き・花木類 0.25% 2.05% 4.21% 0.06% 

その他の化学最終製品 0.63% 1.97% 30.92% 0.19% 

鋼管 0.45% 1.95% 24.88% 0.09% 

その他のガラス製品 0.71% 1.90% 27.67% 0.10% 

製氷 1.84% 1.85% 0.02% 0.01% 

植物油脂 0.58% 1.84% 11.66% 0.06% 

鉄道貨物輸送 1.43% 1.81% 3.30% 0.02% 

窯業原料鉱物 0.78% 1.70% 27.51% 0.02% 

タイヤ・チューブ 0.83% 1.65% 39.17% 0.10% 

鉄道車両修理 0.60% 1.65% 0.00% 0.04% 

映画館 1.09% 1.51% 2.37% 0.02% 

非鉄金属素形材 0.52% 1.50% 0.35% 0.10% 

浴場業 0.40% 1.48% 0.00% 0.05% 

農薬 0.71% 1.48% 13.49% 0.04% 

製革・毛皮 0.69% 1.45% 33.97% 0.01% 

道路貨物輸送 0.07% 1.37% 5.01% 1.28% 

伸銅品 0.72% 1.34% 29.91% 0.06% 

その他の非鉄金属製品 0.74% 1.34% 33.74% 0.06% 

飼料 0.47% 1.30% 11.55% 0.10% 

アルミ圧延製品 0.73% 1.30% 13.92% 0.12% 

写真感光材料 0.53% 1.21% 50.44% 0.08% 

綿・スフ織物（含合繊短繊維織物） 0.64% 1.20% 57.23% 0.03% 

紡績糸 0.68% 1.19% 31.63% 0.03% 

ゼラチン・接着剤 0.34% 1.19% 13.96% 0.03% 

海面養殖業 0.10% 1.17% 17.77% 0.06% 

石けん・合成洗剤・界面活性剤 0.34% 1.15% 9.47% 0.08% 

塗工紙・建設用加工紙 0.37% 1.15% 20.25% 0.06% 
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内水面漁業・養殖業 0.55% 1.11% 15.09% 0.01% 

研磨材 0.46% 1.10% 20.89% 0.02% 

自然科学研究機関（産業） 0.56% 1.09% 8.93% 0.06% 

酪農品 0.30% 1.07% 5.94% 0.21% 

その他の食料品 0.32% 1.04% 11.92% 0.15% 

紙製衛生材料・用品 0.40% 1.01% 4.38% 0.05% 

再生資源回収・加工処理 0.49% 1.01% 12.48% 0.16% 

レトルト食品 0.17% 0.97% 0.05% 0.02% 

その他の鉄鋼製品 0.44% 0.96% 26.48% 0.02% 

バス 0.04% 0.93% 2.49% 0.18% 

配管工事付属品・粉末や金製品・道具類 0.59% 0.92% 18.16% 0.09% 

その他の教育訓練機関（国公立）★★ 0.21% 0.90% 0.00% 0.06% 

農業サービス（除獣医業） 0.55% 0.90% 0.00% 0.05% 

冷凍調理食品 0.38% 0.90% 0.08% 0.06% 

農産びん・かん詰 0.27% 0.89% 38.85% 0.02% 

製粉 0.23% 0.89% 2.04% 0.07% 

プラスチック製品 0.61% 0.89% 8.10% 1.07% 

核燃料 0.52% 0.86% 2.28% 0.02% 

有機質肥料（除別掲） 0.25% 0.85% 1.05% 0.02% 

肉鶏 0.48% 0.83% 0.29% 0.03% 

鉄道旅客輸送 0.77% 0.83% 2.42% 0.66% 

絹・人絹織物（含合繊長繊維織物） 0.47% 0.83% 66.46% 0.03% 

原油・天然ガス 0.80% 0.83% 98.78% 0.01% 

畜産びん・かん詰 0.25% 0.83% 2.76% 0.01% 

精穀 0.56% 0.81% 0.97% 0.29% 

その他の電気機械器具 0.56% 0.81% 59.69% 0.19% 

水産びん・かん詰 0.14% 0.81% 8.73% 0.02% 

遊戯場 0.54% 0.78% 1.23% 0.52% 

その他の繊維工業製品 0.35% 0.78% 23.98% 0.06% 

その他の金属製品 0.48% 0.77% 10.26% 0.35% 

電子管 0.40% 0.76% 49.98% 0.05% 

めん類 0.20% 0.76% 2.93% 0.11% 

ハイヤー・タクシー 0.03% 0.76% 2.52% 0.25% 

プラスチック製履物 0.35% 0.75% 53.62% 0.01% 
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工業用水 0.67% 0.72% 0.00% 0.01% 

倉庫 0.70% 0.72% 2.55% 0.14% 

その他の衣服・身の回り品 0.42% 0.72% 47.40% 0.04% 

毛織物・麻織物・その他の織物 0.32% 0.71% 42.05% 0.02% 

自動車用内燃機関・同部分品 0.47% 0.71% 20.86% 0.50% 

野菜（露地・施設） 0.03% 0.70% 3.59% 0.26% 

光ファイバケーブル 0.51% 0.69% 59.53% 0.03% 

半導体素子 0.43% 0.69% 73.73% 0.13% 

ゴム製履物 0.30% 0.69% 71.64% 0.01% 

舶用内燃機関 0.37% 0.68% 28.59% 0.05% 

木材チップ 0.57% 0.68% 70.07% 0.01% 

ベアリング 0.48% 0.68% 33.88% 0.10% 

社会教育（非営利）★ 0.54% 0.68% 0.00% 0.02% 

その他の教育訓練機関（産業） 0.07% 0.67% 0.14% 0.09% 

合板 0.45% 0.67% 23.42% 0.08% 

航空施設管理（産業） 0.51% 0.66% 50.48% 0.01% 

その他のパルプ・紙・紙加工品 0.36% 0.65% 9.53% 0.11% 

集積回路 0.49% 0.63% 69.23% 0.53% 

その他のゴム製品 0.32% 0.63% 12.55% 0.20% 

砕石 0.35% 0.61% 0.02% 0.07% 

ボルト・ナット・リベット及びスプリング 0.35% 0.61% 16.37% 0.13% 

自然科学研究機関（国公立）★★ 0.42% 0.60% 0.00% 0.13% 

舗装材料 0.53% 0.60% 0.16% 0.04% 

じゅうたん・床敷物 0.27% 0.60% 19.76% 0.02% 

電線・ケーブル 0.39% 0.59% 32.17% 0.11% 

磁気テープ・磁気ディスク 0.32% 0.58% 57.13% 0.05% 

液晶素子 0.47% 0.58% 21.18% 0.16% 

セメント製品 0.16% 0.57% 0.60% 0.17% 

電池 0.37% 0.56% 45.74% 0.11% 

ねり製品 0.22% 0.56% 0.79% 0.05% 

電球類 0.28% 0.56% 19.16% 0.05% 

企業内研究開発 0.37% 0.55% 0.00% 1.11% 

上水道・簡易水道 0.52% 0.54% 0.13% 0.32% 

その他の光学機械 0.45% 0.54% 65.54% 0.07% 
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豚 0.49% 0.54% 0.03% 0.05% 

そう菜・すし・弁当 0.15% 0.54% 0.03% 0.27% 

段ボール 0.22% 0.53% 0.07% 0.07% 

航空施設管理（国公営）★★ 0.47% 0.53% 6.01% 0.02% 

自動車部品 0.28% 0.53% 13.88% 1.62% 

二輪自動車 0.35% 0.52% 83.51% 0.07% 

喫茶店 0.18% 0.52% 2.20% 0.14% 

繊維製衛生材料 0.30% 0.52% 9.21% 0.01% 

金属製容器及び製缶板金製品 0.25% 0.51% 2.15% 0.18% 

社会教育（国公立）★★ 0.41% 0.51% 0.00% 0.12% 

鋼船 0.41% 0.50% 82.47% 0.14% 

調味料 0.20% 0.50% 3.83% 0.16% 

鉄道車両 0.35% 0.50% 11.83% 0.04% 

分類不明 0.09% 0.50% 6.04% 0.44% 

その他の船舶 0.43% 0.50% 39.04% 0.01% 

建築用金属製品 0.28% 0.49% 0.93% 0.28% 

獣医業 0.05% 0.49% 0.00% 0.01% 

その他の紙製容器 0.26% 0.49% 2.23% 0.09% 

茶・コーヒー 0.30% 0.48% 4.94% 0.10% 

トラック・バス・その他の自動車 0.25% 0.47% 30.80% 0.25% 

塩・干・くん製品 0.18% 0.47% 10.72% 0.07% 

ニット生地 0.35% 0.46% 37.45% 0.01% 

冠婚葬祭業 0.22% 0.46% 0.08% 0.24% 

印刷インキ 0.22% 0.46% 13.41% 0.04% 

旅館・その他の宿泊所 0.26% 0.46% 20.32% 0.87% 

菓子類 0.18% 0.46% 3.97% 0.27% 

素材 0.07% 0.45% 43.74% 0.04% 

機械工具 0.36% 0.45% 38.26% 0.08% 

医療（国公立） 0.18% 0.45% 0.00% 0.62% 

化粧品・歯磨 0.34% 0.45% 12.54% 0.17% 

砂利・採石 0.21% 0.45% 4.29% 0.04% 

運動用品 0.24% 0.44% 33.74% 0.05% 

劇場・興行場 0.33% 0.44% 2.14% 0.01% 

塗料 0.22% 0.44% 10.60% 0.10% 



Appendix：産業連関表 401産業部門の炭素集約度、貿易集約度、対国内生産額割合  

  
89 

洗濯・洗張・染物業 0.12% 0.44% 0.01% 0.31% 

回転電気機械 0.32% 0.44% 34.04% 0.13% 

肉加工品 0.17% 0.43% 11.34% 0.09% 

綱・網 0.28% 0.42% 17.55% 0.01% 

社会保険事業（国公立）★★ 0.37% 0.42% 0.00% 0.09% 

一般飲食店（除喫茶店） 0.20% 0.41% 4.36% 1.54% 

タービン 0.21% 0.41% 51.20% 0.05% 

鉄鋼シャースリット業 0.27% 0.41% 0.00% 0.15% 

貨物運送取扱 0.07% 0.41% 6.55% 0.04% 

その他の電子部品 0.34% 0.41% 25.09% 0.95% 

ガス・石油機器及び暖厨房機器 0.19% 0.41% 3.33% 0.10% 

自動車車体 0.23% 0.41% 1.34% 0.19% 

農産保存食料品（除びん・かん詰） 0.15% 0.41% 36.67% 0.06% 

港湾運送 0.02% 0.40% 38.26% 0.15% 

社会保険事業（非営利）★ 0.34% 0.40% 0.00% 0.05% 

その他の木製品 0.26% 0.40% 10.69% 0.13% 

自転車 0.25% 0.40% 41.73% 0.02% 

製材 0.30% 0.40% 28.29% 0.11% 

筆記具・文具 0.29% 0.40% 42.38% 0.04% 

水運施設管理★★ 0.03% 0.40% 38.21% 0.01% 

建設用金属製品 0.23% 0.39% 1.64% 0.28% 

その他の水産食品 0.16% 0.38% 22.35% 0.11% 

その他の一般産業機械及び装置 0.23% 0.38% 17.55% 0.23% 

農林関係公共事業 0.09% 0.38% 0.00% 0.28% 

原動機 0.20% 0.38% 25.87% 0.12% 

内燃機関電装品 0.26% 0.38% 11.42% 0.17% 

パン類 0.16% 0.37% 0.64% 0.14% 

学校給食（国公立）★★ 0.10% 0.37% 0.00% 0.09% 

乗用車 0.26% 0.37% 49.09% 1.27% 

時計 0.27% 0.36% 62.91% 0.04% 

農業用機械 0.17% 0.36% 7.02% 0.07% 

その他の一般機械器具及び部品 0.22% 0.36% 28.48% 0.11% 

医薬品 0.21% 0.36% 10.88% 0.68% 

情報記録物 0.28% 0.35% 39.73% 0.03% 
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金属製家具・装備品 0.19% 0.34% 11.04% 0.09% 

冷凍魚介類 0.22% 0.34% 42.78% 0.17% 

遊興飲食店 0.13% 0.34% 2.37% 0.72% 

冷凍機・温湿調整装置 0.21% 0.34% 7.52% 0.13% 

その他の事務用機械 0.24% 0.34% 17.38% 0.11% 

段ボール箱 0.21% 0.33% 0.29% 0.14% 

都市ガス 0.16% 0.33% 0.06% 0.25% 

医療用機械器具 0.19% 0.33% 39.80% 0.10% 

医療（公益法人等） 0.16% 0.33% 0.00% 0.75% 

木製建具 0.18% 0.32% 3.83% 0.07% 

複写機 0.23% 0.32% 44.02% 0.14% 

その他の酒類 0.06% 0.31% 21.91% 0.07% 

身辺細貨品 0.19% 0.31% 62.60% 0.05% 

金属工作機械 0.22% 0.31% 29.28% 0.17% 

医療（医療法人等） 0.16% 0.31% 0.00% 2.14% 

機械修理 0.27% 0.31% 0.00% 0.64% 

木製家具・装備品 0.21% 0.30% 16.94% 0.16% 

道路関係公共事業 0.08% 0.30% 0.00% 1.01% 

建設・鉱山機械 0.17% 0.30% 28.67% 0.20% 

電気照明器具 0.16% 0.30% 13.68% 0.09% 

印刷・製版・製本 0.19% 0.30% 0.76% 0.74% 

学校給食（私立）★ 0.08% 0.30% 0.00% 0.00% 

武器 0.11% 0.30% 8.74% 0.04% 

その他の輸送機械 0.18% 0.30% 16.37% 0.08% 

金属加工機械 0.22% 0.30% 24.54% 0.08% 

道路輸送施設提供 0.26% 0.30% 0.05% 0.36% 

各種修理業（除別掲） 0.15% 0.29% 0.05% 0.02% 

繊維機械 0.19% 0.29% 65.80% 0.05% 

民生用電気機器（除エアコン） 0.24% 0.29% 11.83% 0.25% 

理化学機械器具 0.16% 0.29% 65.16% 0.01% 

ポンプ及び圧縮機 0.19% 0.28% 29.78% 0.20% 

清涼飲料 0.08% 0.28% 0.91% 0.36% 

保健衛生（産業） 0.17% 0.28% 0.00% 0.03% 

その他の製造工業製品 0.15% 0.28% 8.72% 0.21% 
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介護（居宅） 0.16% 0.28% 0.00% 0.14% 

革製履物 0.18% 0.27% 30.78% 0.03% 

酪農 0.24% 0.27% 0.00% 0.09% 

その他の繊維既製品 0.17% 0.27% 22.10% 0.06% 

カメラ 0.18% 0.26% 54.20% 0.05% 

寝具 0.18% 0.26% 33.03% 0.03% 

有線電気通信機器 0.18% 0.26% 22.06% 0.19% 

小売 0.17% 0.25% 0.07% 3.79% 

公務（中央）★★ 0.10% 0.25% 0.00% 1.19% 

ボイラ 0.09% 0.25% 8.35% 0.05% 

運搬機械 0.17% 0.25% 15.99% 0.12% 

生コンクリート 0.09% 0.25% 0.04% 0.19% 

その他の産業用重電機器 0.18% 0.24% 60.29% 0.08% 

河川・下水道・その他の公共事業 0.08% 0.24% 0.00% 1.03% 

対企業民間非営利団体 0.04% 0.24% 8.52% 0.11% 

ビデオ機器 0.23% 0.24% 68.70% 0.15% 

その他の通信サービス 0.19% 0.23% 0.00% 0.01% 

電気音響機器 0.18% 0.23% 31.50% 0.20% 

ニット製衣服 0.13% 0.23% 56.08% 0.09% 

金型 0.15% 0.23% 11.67% 0.18% 

公共放送 0.19% 0.23% 0.00% 0.07% 

その他の航空付帯サービス 0.19% 0.23% 39.83% 0.05% 

保健衛生（国公立）★★ 0.08% 0.23% 0.00% 0.06% 

スポーツ施設提供業・公園・遊園地 0.11% 0.23% 1.04% 0.27% 

理容業 0.04% 0.23% 0.01% 0.09% 

介護（施設） 0.11% 0.23% 0.00% 0.28% 

不動産賃貸業 0.14% 0.23% 0.00% 0.64% 

その他の対個人サービス 0.13% 0.22% 0.06% 0.05% 

広告 0.13% 0.22% 5.53% 0.95% 

その他の電気通信機器 0.13% 0.22% 14.72% 0.04% 

かばん・袋物・その他の革製品 0.16% 0.22% 64.17% 0.03% 

電子計算機付属装置 0.17% 0.22% 63.02% 0.43% 

民生用エアコンディショナ 0.16% 0.22% 11.96% 0.12% 

その他の電気通信 0.20% 0.22% 1.32% 0.33% 
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清酒 0.09% 0.22% 0.42% 0.07% 

産業用ロボット 0.15% 0.22% 43.55% 0.08% 

公務（地方）★★ 0.11% 0.22% 0.00% 2.58% 

航空機 0.15% 0.22% 51.42% 0.10% 

その他の特殊産業用機械 0.14% 0.22% 56.78% 0.21% 

競輪・競馬等の競走場・競技団 0.12% 0.22% 1.28% 0.19% 

その他の土木建設 0.08% 0.22% 0.00% 0.64% 

配線器具 0.13% 0.21% 54.08% 0.06% 

変圧器・変成器 0.19% 0.21% 47.65% 0.03% 

分析器・試験機・計量器・測定器 0.13% 0.20% 31.06% 0.14% 

不動産仲介・管理業 0.16% 0.20% 0.00% 0.37% 

映画・ビデオ制作・配給業 0.13% 0.20% 6.71% 0.16% 

半導体製造装置 0.14% 0.20% 66.87% 0.21% 

鉄道軌道建設 0.10% 0.20% 0.00% 0.15% 

ウィスキー類 0.04% 0.19% 45.17% 0.02% 

開閉制御装置及び配電盤 0.14% 0.19% 29.64% 0.28% 

建設補修 0.07% 0.18% 0.00% 0.94% 

携帯電話機 0.09% 0.18% 8.06% 0.17% 

玩具 0.13% 0.18% 42.68% 0.07% 

社会福祉（非営利）★ 0.10% 0.18% 0.00% 0.27% 

民間放送 0.05% 0.18% 0.00% 0.24% 

人文科学研究機関（国公立）★★ 0.02% 0.18% 0.00% 0.01% 

自然科学研究機関（非営利）★ 0.08% 0.18% 0.00% 0.00% 

無線電気通信機器（除携帯電話機） 0.08% 0.18% 11.47% 0.17% 

電子計算機本体（除パソコン） 0.09% 0.17% 63.80% 0.09% 

学校教育（私立）★ 0.08% 0.17% 0.00% 0.56% 

食料品加工機械 0.10% 0.17% 53.38% 0.03% 

電子応用装置 0.13% 0.17% 32.18% 0.23% 

化学機械 0.13% 0.17% 18.28% 0.11% 

ビール 0.05% 0.17% 0.77% 0.29% 

楽器 0.12% 0.17% 36.10% 0.03% 

社会福祉（国公立）★★ 0.08% 0.16% 0.00% 0.16% 

個人教授所 0.12% 0.16% 0.02% 0.36% 

有線放送 0.09% 0.16% 0.00% 0.04% 
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肉用牛 0.10% 0.16% 0.38% 0.07% 

サービス用機器 0.09% 0.16% 9.89% 0.16% 

美容業 0.04% 0.16% 0.01% 0.25% 

非住宅建築（非木造） 0.06% 0.16% 0.00% 1.34% 

船舶修理 0.12% 0.15% 15.20% 0.02% 

土木建築サービス 0.03% 0.15% 8.55% 0.43% 

パーソナルコンピュータ 0.07% 0.15% 32.67% 0.26% 

電力施設建設 0.08% 0.15% 0.00% 0.13% 

米 0.03% 0.15% 0.75% 0.25% 

固定電気通信 0.12% 0.15% 1.33% 0.80% 

その他の娯楽 0.08% 0.15% 0.95% 0.12% 

その他の非食用耕種作物 0.00% 0.14% 59.10% 0.01% 

航空機修理 0.11% 0.14% 69.82% 0.05% 

その他の食用耕種作物 0.00% 0.14% 94.66% 0.00% 

住宅建築（非木造） 0.06% 0.14% 0.00% 1.08% 

織物製衣服 0.11% 0.14% 33.89% 0.24% 

対家計民間非営利団体（除別掲）★ 0.03% 0.14% 0.01% 0.33% 

新聞 0.10% 0.14% 0.02% 0.27% 

郵便 0.07% 0.14% 1.48% 0.22% 

学校教育（国公立）★★ 0.09% 0.13% 0.00% 1.63% 

旅行・その他の運輸付帯サービス 0.10% 0.13% 38.44% 0.11% 

その他の畜産 0.09% 0.13% 29.81% 0.01% 

自動車修理 0.10% 0.13% 0.00% 0.70% 

種苗 0.05% 0.13% 31.35% 0.01% 

電気通信施設建設 0.07% 0.12% 0.00% 0.15% 

麦類 0.03% 0.12% 50.57% 0.01% 

その他の対事業所サービス 0.08% 0.11% 6.07% 1.46% 

鶏卵 0.05% 0.11% 0.10% 0.05% 

電気計測器 0.09% 0.11% 55.50% 0.16% 

出版 0.06% 0.11% 3.25% 0.24% 

畳・わら加工品 0.05% 0.11% 9.20% 0.01% 

いも類 0.02% 0.11% 0.18% 0.03% 

写真業 0.05% 0.10% 1.78% 0.11% 

貸自動車業 0.02% 0.10% 0.00% 0.17% 
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興行団 0.08% 0.10% 9.97% 0.06% 

こん包 0.06% 0.09% 0.00% 0.13% 

情報サービス 0.07% 0.09% 4.43% 1.47% 

飼料作物 0.02% 0.09% 24.70% 0.02% 

法務・財務・会計サービス 0.01% 0.08% 7.92% 0.28% 

非住宅建築（木造） 0.05% 0.08% 0.00% 0.08% 

住宅建築（木造） 0.05% 0.08% 0.00% 1.24% 

ラジオ・テレビ受信機 0.04% 0.08% 50.59% 0.07% 

移動電気通信 0.05% 0.08% 0.02% 0.60% 

卸売 0.04% 0.08% 8.40% 6.32% 

損害保険 0.05% 0.07% 3.90% 0.34% 

その他の水運付帯サービス 0.02% 0.07% 54.97% 0.01% 

人文科学研究機関（産業） 0.05% 0.06% 8.74% 0.00% 

人文科学研究機関（非営利）★ 0.01% 0.06% 0.00% 0.00% 

果実 0.00% 0.06% 19.50% 0.10% 

建物サービス 0.01% 0.05% 0.00% 0.44% 

住宅賃貸料 0.01% 0.05% 0.03% 1.27% 

砂糖原料作物 0.00% 0.05% 0.00% 0.01% 

生命保険 0.03% 0.05% 1.53% 0.85% 

ニュース供給・興信所 0.03% 0.05% 6.95% 0.09% 

豆類 0.00% 0.04% 60.26% 0.01% 

金融 0.03% 0.04% 1.90% 2.79% 

たばこ 0.02% 0.03% 16.64% 0.32% 

物品賃貸業（除貸自動車） 0.02% 0.03% 2.27% 1.15% 

育林 0.00% 0.03% 0.00% 0.09% 

と畜（含肉鶏処理） 0.02% 0.02% 41.70% 0.16% 

労働者派遣サービス 0.00% 0.01% 0.01% 0.17% 

飲料用作物 0.00% 0.01% 44.59% 0.01% 

鉄屑 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

非鉄金属屑 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

住宅賃貸料（帰属家賃） 0.00% 0.00% 0.00% 4.59% 

自家輸送（旅客自動車） 0.00% 0.00% 0.00% 0.63% 

自家輸送（貨物自動車） 0.00% 0.00% 0.00% 0.39% 

事務用品 0.00% 0.00% 0.00% 0.19% 
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粗鋼（転炉） 0.61% -0.85% 0.00% 0.22% 

 

注：星印は以下を示す。 

★★ ・・・・政府サービス生産者 

★  ・・・・対家計民間非営利サービス生産者 

無印 ・・・・産業 
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